
｢証拠の閲覧・写しの交付マニュアル」について

標題のことについては、別添のとおり作成したので、執務の参考にされたい。

なお、本マニュアルは、平成30年3月28日付国管管2－4 「『審査事務提要の制定

について』の全部改正についての一部改正について」 （事務運営指針）及び各支部から

の意見等を踏まえ、平成29年6月27日付審判所情報（審判部関係）第3号「『証拠の

閲覧・写しの交付マニュアル』について」を改訂したものである。
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序章凡例、関係法令等

凡例

このマニュアルにおいて使用する略称・略語の意義は、平成28年2月8日付国管管2－

3 「『審査事務提要の制定について』の全部改正について」 （事務運営指針） （以下「審

査事務提要」 という。 ）の凡例に定めるほか、次に定めるところによる。

目的等

今般の制度改正により、審理関係人に対する手続保障の観点から、法第97条の3《審

理関係人による物件の閲覧等》第1項において、閲覧等につき、①法第97条第1項第2

号 《審理のための質問、検査等》の規定により提出された帳簿書類等が閲覧の対象と

され、②提出された書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

の請求が認められ、③原処分庁に対しても閲覧等の請求を認める制度が新設された。

そこで、閲覧等の請求に係る事務について、その適切な処理はもとより、効率化等に

も資することを目的として、審査事務提要を基に、新たな事務手続上の留意点や様式の

記載例を掲載し、また、典型的な証拠のマスキングすべき箇所について、その考え方及

びマスキング例を示したマニュアルを作成したので、執務の参考にされたい。

序-1

略称・略語 意 義

管理課長等

写し等

閲覧等

閲覧等請求人

閲覧等請求対象書類等

送料

手数料

手数料等

マスキング

管理課長及び管理課長が適宜の方法で指名した者

法第97条の3第1項《審理関係人による物件の閲覧等》に規定する書類

の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面

法第97条の3第1項に規定する書類その他の物件の閲覧又は当該書類の

写し等の交付

閲覧等を求める者

令第35条の2第1項第1号《交付の求め等》に規定する対象書類及び対

象電磁的記録

令第35条の2第8項に規定する送付に要する費用

令第35条の2第3項に規定する手数料

手数料及び送料

閲覧等請求対象書類等について、法第97条の3第1項後段に規定する

｢第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」及び「その他正当

な理由があるとき」に該当する部分を黒塗りする方法で覆い隠す処理
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等関係法 令
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I

｜ 【法第96条《証拠書類等の提出》】 ’
’

’

’ 1 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
I

I

I I

I 2原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することがI
I I

O

I できる。 ’ず

’ ’

' 3 前2項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物lI

I

I 件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならな’
0 1

I い。
’

1

1 ， ．．．－－．.､－－ ， ｡.．－－－－－ ， 一一一一一一..．－－．.．一一 〔＝..．．‘． ‘.． ‘.． 、 r ‘＝一・■、－－－ ， ， －‘■・ ・■・－－－ ， 一一・■・・■● ，－ ， ， 「 ・■●I

｜ 【法第97条《審理のための質問、検査等》第1項】
｜ 担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職｜
|権で、次に掲げる行為をすることができる。 ’

'一審査請求人若しくは原処分庁（第4項において「審査請求人等」 という。 ）又は関係｜
｜ 人その他の参考人に質問すること。
'二前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者､所持者若しくは保管’
1 者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物｜

｜ 件を留め置くこと。

'三第’号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
'四鑑定人に鑑定させること｡

I ‘ロローーーー‘ロローーー'ロロ ‘■・ '■・ｰ一一・口、 ‘ロローー(■｡ーｰ･■, !■ロ･ﾛ･･･,ー‘■・ ‘■、 !■ロ !■・ ‘ﾛ、 ‘■･･0， 1■・ {■｡｡■・ー．･･ {■・ ｜■｡ー･ﾛ、 '■･･ﾛ･■ロ－．口･pUDO･ロ0.口－0.■ 'ー‘■ロー‘■・ ‘ロローーーー‘ー･■・ーーーーーーーー
I

｜ 【法第97条の2《審理手続の計画的遂行）第1項】 ！

| 担当審判官は､審査請求に係る事件について､審理すべき事項が多数であり又は錯漂し｜
'ているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、 ’

'第95条の2から前条第1項まで（口頭意見陳述等）に定める審理手続を計画的に遂行する｜
|必要があると認める場合には､期日及び場所を指定して､審理関係人を招集し､あらかじ｜
|め、 これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。 10
1 二二一色 1口. ,ﾛ．二一 ‘ﾛ､ ,ﾛ．－－．1．と一一‘ﾛ．..． 二一一 －，.｡一一 －，－ 一 ．,. ,､ロ －，ﾛ． 1口． ,ﾛ．－‘ﾛ. ,ﾛ．.0． ,.．－｜.．－－，－‘－，－，－－－－，－，．． 1口．一一‘..p、－．ﾛ,－，.．一一‘.D ,.． ｜.．■．－，ﾛ･ ‘ﾛ．．． ,.．..,－－－｜

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
1 【法第97条のS《審理関係人による物件の閲覧等》】 1

I 1 審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、担｜

｜ 当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項（証拠書類等の提出）又は第97条第1項’
’第2号（審理のための質問、検査等）の規定により提出された書類その他の物件の閲覧｜
I (電磁的記録にあっては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したも1

1 のの閲覧）又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書｜

｜ 面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害｜

I するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又｜
｜ は交付を拒むことができない。
’ 2担当審判官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようと ｜

I するときは、当該閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人の意見を聴かなければ｜

｜ ならない。ただし、担当審判官が、その必要がないと認めるときは、 この限りでない。 I
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’ 3 担当審判官は、第1項の規定による閲覧について、 日時及び場所を指定することがでI
| =x iI III きる。

’’
’

' 4第’項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところによ’
I

｜ り、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 I

I

II

l 5 担当審判官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めると l

! r-Fwtv,'firgn¥MsMMRFLvHanM.d-jziFwiw:=jzi_ iI III ころにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 1
1 r ･ﾛ. ‘ﾛ．．p ､.､－0．，．口 ‘.． 、、ﾛ．－ ， ‘ ，、.．－．.､ ‘－－ 一一‘.、－－1－ ， ！ ， ‘.、－－1．口－ ， ， ， ．.D-qpD--！－ ， ， ， ロ.､ 0．．－..．q,． ， 二 !＝－，ﾛ．一二斗 ’
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｜ 【令第35条の2《交付の求め等》】

' 1 法第97条の3第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提｜
｜ 出してしなければならない。
‘ 一交付に係る法第97条の3第1項に規定する書類（以下この条において「対象書類」 ｜

という。 ）又は交付に係る同項に規定する電磁的記録（以下この条において「対象電｜

｜ 磁的記録」 という。 ）を特定するに足りる事項
’ 二対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法（次項各号に掲げる交付のI
｜ 方法をいう。 ）
’ 三対象書類又は対象電磁的記録について第8項に規定する送付による交付を求める場I
！ 合にあっては、その旨

' 2法第97条の3第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。 ’
’ 一対象書類の写しの交付にあっては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両I
I 面に白黒又はカラーで複写したものの交付

’ 二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用｜
I 紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

’ 3 法第97条の3第4項の規定により納付しなければならない手数料（以下この条におい｜

’ て「手数料」 という。 ）の額は、用紙1枚につき10円（カラーで複写され、又は出力さ ’

｜ れた用紙にあっては、 20円） とする。 この場合において、両面に複写され､又は出力さ ’
｜ れた用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

' 4手数料は、財務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただ｜

’ し、次に掲げる場合は、 この限りでない。
｜ 一手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として国税庁長官I

｜ がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された｜

｜ 方法により手数料を納付する場合 I
‘ 二国税不服審判所の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及｜
｜ び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報により公示した場合において、手数料を当｜
｜ 該事務所において現金で納付する場合
' 5 担当審判官は、法第97条の3第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加I
｜ 人（以下この条において「審査請求人等」 という。 ）が経済的困難により手数料を納付｜

I する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め’件につき2千円を限度｜
｜ として、手数料を減額し、又は免除することができる。

' 6 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第97条の3第1項の規定｜
｜ による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した｜
｜ 書面を担当審判官に提出しなければならない。
l・ﾛロー‘ﾛ・－・・・ !■・・■, ,ﾛロ ,ロロ ,ロロ ｜ロロ ！－！一・・・ ,■、 1口・ ‘■ロー‘－，■、。■,－－－‘■･ ‘＝－－■ロー■･ ‘■．..． !■ロ．qD－．ﾛロ．.． ‘.･ ‘.．－‘.． ‘.． ,.、 ！ﾛ．．.｡ ！.、－．., 1口ロー‘.･ ‘＝－－－！.、．0, ,., ,.口 《.．..．－－

序-3



序章凡例、関係法令等

' 7 前項の書面には､審査請求人等が生活保護法（昭和25年法律第144号)第11条第' |
1 項各号（種類）に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を｜

｜ 受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実I

｜ を証明する書面を添付しなければならない。

' 8 法第97条の3第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に｜
｜ 要する費用を納付して、対象書類の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載しI
’ た書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、財｜
｜ 務省令で定める方法により納付しなければならない。
1■■ q■■1■■ U■■ I■■ー1■■ーl■■ q■■ ロ■■ーq■■■■■ーーーq■■ー■■ 1■■ 1■■ I■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■ー1■■ I■■ーq■■ 1■■ーI■■ーI■■ q■■ I■■ U■■ I■■ I■■q■■ 1■■ l■■ I■■ー1■■■■■＝Q■■ I■■ーーI■■ー1■■ 1■■ I■■

｜ 【規則第'2条の2《電磁的記録に記録された事項の表示等》】 ’
'1法第97条の3第1項(審理関係人による物件の閲覧等）の規定による閲覧に係る電磁｜
I 的記録（法第34条の6第3項（納付受託者の帳簿保存等の義務）に規定する電磁的記録｜
｜ をいう。 ）に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示す’
｜ る方法により行うものとする。

1

0

1

1 2令第35条の2第4項（交付の求め等）に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げ’
1 1

1 る事項を記載した書面とする。
夕

1

1

1 0

’ 一令第35条の2第1項第1号に規定する対象書類を複写し、又は同号に規定する対象’0

｜ 電磁的記録に記録された事項を出力した用紙について法第97条の3第1項の規定によ’
I ． ’

る交付を求める枚数 ！’ ’

’

’ ’

二令第35条の2第3項に規定する手数料の額I I

l I

l 3令第35条の2第8項に規定する財務省令で定める方法は、郵便切手又は国税庁長官が｜
I 定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

’

’

'一一一一 ， ， ， モー‘＝‘ロローー..､ ｛ﾛ． ， [－1口．－．口, ‘.．..．｡.、一， , L－，.． ,.． ‘....．＝ ， ，.． ‘.． ！.． ！ﾛ．－ ， ， 一一‘＝‘.．＝－－ ， 「 ‘.．･･. ‘ﾛ．､ﾛ, ,ﾛ．－‘ﾛ． !＝－ ， 』

｢~~瞳薊あ~三~二7－禧違芋蕊お計画函蓬満遮菫壱滿王蕊応病瘍剖~j~~~~~~~~~~~1
11

｜ 法第97条の2第1項の「審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合」 と ’
10

1は、例えば、次のような事件で、審理手続に要する期間が長期間に及ぶことが見込まれ’
I1

1る場合をいう。 ｜
| ('） 争点が多数ある事件 ’

10 そう
1

I (2) 事実関係が錯綜している事件 ‘
IO

l (3) 審理関係人から提出された証拠書類等が膨大にある事件 ｜
|は） 証拠又は資料の収集やその検討に時間を要する事件 ’

1 I イ 1■■－0■■ q■■－0■■ q■■ q■■ ﾚ ﾄ ド L 1■■一一一■■■ 1 言 一q －－－I■■－1■■ 0■■ 0■■ 1■■ I■■ I■■ Q■■－4■■ 1■■ｰ一一一一－－－－－－1■■ I■■ 。■■－－1■■ 1■■ 1■■ d■■ 1■■－0■■ q■■ 1■■ I■■ーーq■■ーーｰ一一I■

i駕蕊董罵蕊霧癬烈瓦~三基墓墓蓋遮I
|判官等の指定》の規定により担当審判官が指定された時から法第97条の4第1項又は第2 1
1項《審理手続の終結》の規定により審理手続を終結した時までをいう。 0

1
1

『 ［＝＝一一．■■一q■■－q■■ I■■ 1 ’ ＝I■■－0■■ 1■■ q■■ 4 【＝＝一一一一一一 ､ ■■■q■■－－1 ．■■ q■■ q■■－■■■ q■■q■■一．■■ ■■■－q■■ q■■一一一一一一一一●■■一一一一一■■■－■■■■■■■■■一．■

| 【基通97の3－2《第三者の利益を害するおそれ等》】
｜ 法第97条の3第1項の「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」 とは、例えI

|ぱ、同項の規定による閲覧又は交付を求める者以外の者の権利、競争上の地位その他正当I

lな利益を害するおそれがあるときをいい、また、同項の「その他正当な理由があるとき」 ｜
| とは、例えば、国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、閲｜
|覧又は交付の対象とすることにより､当該事務又は事業の性質上、それらの適正な遂行に｜
|支障を来すおそれがあるときをいう。
8-...... ‘.．一一､.．､ﾛ．‘.． ,.．..．＝‘.． ‘..,.･ ‘.． ,.．..．－－－－－‘.．..｡－－－－－－－－．.．－..画一一．.． ‘.．一一‘.． ..．..．..．､ﾛ．.■．..．一一､.．－..－．．．－－．ﾛ､－．.．．.． ‘.．－‘.．．.．.･．－．.．＝...－.ﾛ．..、一一一一一
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序章凡例、関係法令等

q，．一一一q■． q，．一一q，．－■.． ■■■－q■■－■■■－－－－q■■－－■■■一一■■■－－－0■■－q■■一一一■■p q■■一一ｰ－■■■ I■■－－－0■■－■■■一一ーー■■■■■■ q■■ーｰーーq■■ q■■ q■■ーq■■ーー一一.■■■■■ ■■■一一■■■

｜ 【基通97の3－3《提出人の意見を聴く必要がないと認めるとき》】
｜ 法第97条の3第2項ただし書の「必要がないと認めるとき」とは、提出人の意見を聴く ｜
| までもなく、担当審判官が閲覧又は交付の求めに対する判断が可能であるときをいい、例｜
| えば、次のときをいう。
| ('） 公になっている情報と判断できるとき。
| (2) 明らかに97の3－2に該当すると判断できるとき。
1-..口－－－．口． ....､ロ.､ロ.ﾛ.－－，．．．口.－－‘＝‘ﾛ．--...－一一一一一一一・.ロ ‘.､ 1．．．．．－－－‘..一一一一一‘..一一一一一‘■．.･･一一一一‘■.－‘ﾛ.一一・■･ ‘■・一一一一一‘ﾛ･一‘■・･･･一一一一一，■・一一一一・■｡.■･一一一一一一』
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第1章事務手続上の留意点

閲覧等に係る事務については、審査事務提要の第2編第5章第11節《審理関係人に

よる物件の閲覧・写しの交付》において定められている。

本章は、審査事務提要に定められている内容を含め、閲覧等に係る事務全般につい

ての留意点や作成する書類の様式の記載等について、詳細を示すものである。

基本的な事務の流れ

1 審理関係人に対する閲寶等の手続の説明(1－2ページ）

且
I

弓 5 閲覧
等の請求

に対する

不許可の

通知等（ 1

－5ページ）

2閲覧等の請求書の提出要請(1－2ページ）

且
、

■｡■■■｡■
●

■

■
｡

●

････滝口3閲覧等請求対象書類等の特定に閏する事務(1－3ページ）

且
4閲覧等によって入手した書類等の目的外に使用しない旨の要請(1－4ページ）

且
6マスキングに閨する事務(1－5ページ）

且 且
口7閲覧の実施(1‐7ページ） 8写しの交付の実施(1－9ページ）

且且
9閲覧等の実施後の措置(1－13ページ） I

1

』

【参考1 】閲覧等の請求が認められない場合及びその場合の対応

1 法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》の規定により不適法なものとして審

査請求を却下する事案に係る閲覧等の請求

形式審査担当審判官は、法第92条の規定により審査請求を却下相当と判断したた

め、閲覧等の請求に対する処理を行わなかった旨を記録した「調査事績書(149号） 」

を作成する。

2 「審理関係人」 、 「代理人」及び「共同審査請求で総代が選任されている場合の総

代」以外からの閲覧等の請求

形式審査担当審判官又は担当審判官は、閲覧等の請求をできる者は審理関係人に限

られるから、閲覧等の請求は認められない旨閲覧等請求人へ説明するとともに、その

経過等について記録した「調査事績書(149号） 」を作成する。

3 審理手続終結後の閲覧等の請求

担当審判官は、閲覧等の請求ができる期間は審理手続が終結するまでの間に限られ

ているから、閲覧等の請求は認められない旨閲覧等請求人へ説明するとともに、その

経過等について記録した「調査事績書(149号） 」を作成する。
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第1章事務手続上の留意点

1 審理関係人に対する閲覧等の手続の説明

担当審判官は、審理手続が終結するまでの間、審理関係人が担当審判官に対して法

第97条の3《審理関係人による物件の閲覧等》に規定する閲覧等を求めることができ

ることに鑑み、審理関係人が閲覧等による攻撃防御の機会を失することのないよう、

次の事項に留意する。

（1） 担当審判官は、請求人及び参加人に対して、初回面談等の際、 「審査請求よくあ

る質問Q&A」等を提示するなどした上で、審理手続が終結するまでの間、閲覧等

ができる旨の説明を行う。

その際、請求人及び参加人から、閲覧等の請求を行う意向が示された場合には、

担当審判官は、 「証拠書類等の閲覧・写しの交付請求をされる方へ」 （第1章1－

14ページ参照）を交付する。

なお、原処分庁に対する上記各説明は、省略して差し支えない。

（2） また、担当審判官は、法第97条の2《審理手続の計画的遂行》の規定に基づく審

理手続の申立てに関する意見聴取又は同席主張説明を実施する際には、審理関係人

から閲覧等の請求をするか否かについての意見を併せて聴取する（審査事務提要第

2編第5章第5節《同席主張説明》4催)へ及び第6節《審理手続の計画的遂行》4

(5)二） 。

2 閲覧等の請求書の提出要請

（1） 担当審判官又は分担者は、閲覧等の請求については、閲覧等を求める書類等の範

囲を記載した「閲覧等の請求書（16号） 」を提出して行うよう閲覧等請求人に要請

する。

（2） 担当審判官又は分担者は、審査請求書、反論書等に閲覧等を請求する旨記載され

ていた場合には請求人又は参加人に対しその真意を確かめ、閲覧等を請求する意向

であることを確認したときは、審理手続の経過を記録上明確にしておく必要がある

ことから、審査請求書又は反論書等とは別に、 「閲覧等の請求書（16号） 」を提出

するよう要請する。

（3） 前記(1)又は(2)の要請にもかかわらず、請求人又は参加人が「閲覧等の請求書（16

号） 」を提出しない場合には、再度、その真意を確認し、その結果、請求人又は参

加人が閲覧の請求を行う意向であれば、 「閲覧等の請求書（16号） 」の提出を求め

ることなく、閲覧を実施（日時、場所等の通知）する。

その際、担当審判官は、 「調査事績書（149号） 」 （第2章2－1ページ参照）

に上記の経過等を記録する。

なお、写しの交付の請求については、令第35条の2第1項に規定する要件を充足

する書面を提出しない限り、認められないことに留意する。

性)1 代理人が提出する場合、請求人又は参加人の押印は必要ない。

2写しの交付手数料等については、対象文書の枚数等により確定することになる

ため、後日、連絡する旨説明する。なお、その際、 「写しの交付申出書（172

号） 」に貼付することとなる収入印紙には消印をしないよう申し添える。

3 閲覧等請求対象書類等の特定に関する事務
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第1章事務手続上の留意点

(1) 担当審判官は、 「閲覧等の請求書（16号） 」 （第2章2－2ページ参照）などの

請求書面等において閲覧等請求対象書類等が特定されていない場合、迅速な審理手

続の遂行を図るため、必要に応じてマスキングした「証拠説明書（10号又は121

号） 」 （第2章2－3ページ参照） 、 「証拠書類等目録（150号） 」 （第2章2－4

ページ参照）及び「帳簿書類等留置目録（156号） 」 （第2章2－5ページ参照）を

閲覧等請求人に提示し、当該目録等の写しの「番号」欄に記載されている番号に丸

印を付すなどの方法により、閲覧等を請求する証拠を特定するよう要請する。ただ

し、当該要請に対して、閲覧等請求人が閲覧等の可能な証拠の全てについて閲覧等

を請求した場合には、これに応じなければならないことに留意する。

証拠を特定する方法は、次による。

イ原則として、閲覧等請求人に来所を求め、支部又は支所の庁舎内で実施する。

その際、 「閲覧等の請求書（16号） 」などの請求書面が提出されている場合に

は、特定した閲覧等請求対象書類等に応じて、当該請求書面の記載内容を加除訂

正させる。

ロ閲覧等請求人が来所に応じない場合には、 「送付書(145号） 」 （第2章2－6

ページ参照）及び上記の各種目録等の写し（必要に応じてマスキングする。 ）を

郵送し、閲覧等を請求する証拠について、当該目録等の写しの「番号」欄に記載

されている番号に丸印を付すなどの方法により特定した上で、返送するよう要請

する。この場合において、当該目録等の写しについての手数料等は徴しない。

性)1 原処分庁から提出された審査請求の適法性を検討するための処分の通知書の

写しなどの書類は、法第96条第2項《証拠書類等の提出》に規定する証拠書類

等として提出されたものであるから、閲覧等の対象になる。

2質問調書などの書類は、法第97条第1項第2号《審理のための質問、検査等

》の規定により提出されたものではないから、閲覧等の対象にはならない。

そのため､質問調書などの書類については、閲覧等の対象となる証拠と区

分して「質問・検査調書等目録」 （第2章2－7ページ参照）を作成する。

また、 「質問・検査調書等目録」は、閲覧等の対象となる証拠の特定を要

請する際、閲覧等請求人に提示又は送付してはならないことに留意する。

2） 十分な証拠の提出がない時期に閲覧等の請求がされた場合、例えば、請求人が審

査請求書の提出に併せて「閲覧等の請求書（16号） 」を提出している場合には、形

式審査担当審判官又は担当審判官は、請求人に対して、原処分庁から証拠書類等の

提出が一次的に尽くされたと判断した時点で、閲覧等請求対象書類等の特定を求め

るために連絡をすることとなる旨説明する。

上記連絡については、請求人若しくは原処分庁又は関係人その他の参考人からの

証拠の提出時期及び数量は事件によって区々となることに鑑み、提出状況に応じて

適宜の時期に行う。 この場合において、調査及び審理が著しく遅延することのない
よう配意する。

性)1 担当審判官又は分担者は、閲覧等請求人から証拠の提出状況について照会が

あった場合には、回答して差し支えない。

2担当審判官は、閲覧等請求人が証拠を閲覧等した後であっても、閲覧等請求

人以外の者から新たに証拠が提出されたことにより審理の必要性があると判断

(2)
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第1章事務手続上の留意点

した場合には、当該閲覧等請求人に連絡して閲覧等の請求の意思を確認し、そ

の意思があることが確認されたときは、 「閲覧等の請求書（16号） 」の提出を

要請する。 この場合における審理の必要性は、当該証拠について、閲覧等請求

人に対し反論、反証を求める必要があるか否かにより判断する。

【参考2】 「証拠説明書」提出の要請

担当審判官は、審理関係人が法第96条第1項及び第2項の規定により証拠書類等を提

出する場合、原貝Iとして、その立証趣旨を記載した「証拠説明書(10号又は121号） 」

の提出を要請する。

ただし、請求人及び参加人においてその作成が困難と見込まれる場合には、その提出

を強制することのないよう留意する。

「証拠説明書(10号又は121号） 」の提出がされない場合は、分担者が「証拠書類等

目録(150号） 」を作成する。

【参考3】各目録の作成に当たっての留意点（審査事務提要第4編「審査請求事件一件

書類編てつ順序表（101号（その2） ） 」参照）

1 「証拠書類等目録（150号） 」については、分担者において証拠書類等が提出され

る都度、その提出年月日、文書等の名称等を記載し、一件書類つづりに編てつする。

また、証拠書類等については、当該目録の写しとともに上記一件書類つづりとは区分

して編てつ（返還を要するものは別途保管）する。

2 「帳簿書類等留置目録（156号） 」については、担当審判官が、審理に必要と判断

し法第97条第1項第2号の規定に基づき帳簿書類等の提出を受けた場合に作成するこ

ととし、分担者において帳簿書類等の提出を受ける都度、その提出年月日、文書等の

名称等を記載した当該目録を作成し、一件書類つづりに編てつする。また、提出を受

けた帳簿書類等については、当該目録の写しとともに随時廃棄書類つづりに編てつ

（返還を要するものは別途保管）する。

3 「質問・検査調書等目録」については、担当審判官又は分担者が、法第97条第1項

に基づき質問調書、検査調書などの書類を作成した場合に作成するものとし、分担者

は、その都度、その作成年月日、調書等の名称等を記載した当該目録を作成し、当該

調書等とともに一件書類つづりに編てつする。

4分担者は、提出された証拠（返還を要するものはその写し）について通しページを

付すとともに、 「証拠説明書（10号又は121号） 」の余白、 「証拠書類等目録（150

号） 」及び「帳簿書類等留置目録（156号） 」の「ページ」欄にも上記証拠について

の通しページを記載する。

4閲覧等によって入手した書類等を目的外に使用しない旨の要請

担当審判官は、閲覧等の際、閲覧等請求人に対し、閲覧等により入手した書類等

は、法第97条の3《審理関係人による物件の閲覧等》の目的及び趣旨に反して使用し

ないよう要請する。

5閲覧等の請求に対する不許可の通知等
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第1章事務手続上の留意点

(1) 閲覧等請求人が具体的な証拠名を特定して閲覧等を請求してきた場合で、当該証

拠が存しない場合には、次による。

イ担当審判官は、閲覧等請求人に対して閲覧等の請求の対象とされた証拠の提出

は受けていない旨を説明し、また、他の証拠の閲覧等を請求するか否かを確認し

て、閲覧等を請求する意思があることを確認したときは、前記3(1)に準じて処理

する。

ロ担当審判官が、閲覧等請求人に対し他の証拠の閲覧等を請求しないことを確認

したときは、分担者は、 「書類等の閲覧等請求の不許可について（169号） 」

（第2章2－8ページ参照）を作成し、所長の決裁を経た上で、閲覧等請求人に

送付又は交付する。

(2) 閲覧等請求人が、閲覧等請求対象書類等の写しの交付について、令第35条の2第

1項に規定する要件を充足する書面を提出しない場合には、分担者は、 「書類等の

閲覧等請求の不許可について（169号） 」を作成し、所長の決裁を経た上で、 これ

を閲覧等請求人に送付又は交付する。

性)既に閲覧等を行った証拠を対象とする再度の閲覧等の請求で、迅速な審理の実現

を阻害するような請求であると認められる場合は、法第97条の3第1項が規定する

「その他正当な理由があるとき」に該当するので、当該請求は拒否して差し支えな

い。その場合、担当審判官は、閲覧等の請求は認められない旨閲覧等請求人へ説明

するとともに、当該経過等について記録した「調査事績書（149号） 」を作成する。

ただし、閲覧等により入手した証拠の写しの紛失・汚損など、真にやむを得ない

理由による再度の閲覧等の請求と認められる場合には、担当審判官は、当該請求に

応じて差し支えない。

6 マスキングに関する事務

担当審判官は、閲覧等の請求があった場合には、 「第三者の利益を害するおそれ」

及び「その他正当な理由」の有無を検討し、原貝ﾘとして提出人に対して意見を求めた

上、速やかにその許否を決定しなければならない。

なお、 「第三者の利益を害するおそれ」及び「その他正当な理由」の有無の判断は、

事件や証拠によって区々であり、一律にその基準を示すことは困難である （第3章3

－1ページ参照） 。

（1） 第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき等

法第97条の3第1項《審理関係人による物件の閲覧等》の「第三者の利益を害す

るおそれ」及び「その他正当な理由」の有無の検討は、基通97の3－2《第三者の

利益を害するおそれ等》の定めによるほか、次に定めるところによる。

イ 「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」 とは、担当審判官が主観

的抽象的に第三者の利益を害するおそれがあると認めるだけでは足りず、客観的

具体的にみてそのようなおそれが認められる場合でなければならない。第三者の

プライバシー等個人的秘密に属する事項や第三者である取引先や同業者の営業内

容、営業上の秘密等営業上の利益に属する事項が記載されている場合はこれに当

たる。

なお、いわゆる個人番号（マイナンバー）に係る記載については、一律マス
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第1章事務手続上の留意点

キングを施すことに留意する。

ロ原処分に係る決議書、調査書等は、その記載内容によっては、 「第三者の利益

を害するおそれがある」 ときに該当するほか、税務執行上の秘密に触れるため閲

覧等をさせないことについて「その他正当な理由があるとき」に当たる場合もあ

る。

(2) 提出人に対する意見の求め等

イ担当審判官は、法第97条の3第2項前段《審理関係人による物件の閲覧等》の

規定により閲覧等請求対象書類等の提出人に対して意見を求める場合には、原則

として、 2週間の回答期間を設けて、マスキングの有無及び箇所について意見を

求める。

この場合において、分担者は、 「閲覧等請求に係る意見について（照会）

（165号） 」 （第2章2－9ページ参照）を作成し、担当審判官の決裁を経た上で、

これに、提出人が記載することとなる「閲覧等請求に対する意見書（166号） 」

（第2章2-11ページ参照）の用紙及び閲覧等請求対象書類等の写し等を（請求

人又は参加人に対してはそれらの返信用封筒も併せて）添付して、提出人に送付

又は交付する。

なお、提出人が、 「閲覧等請求に対する意見書（166号） 」の提出に代え、単

に閲覧等請求対象書類等の写し等に「第三者の利益を害するおそれ」又は「その

他正当な理由」に当たると考える部分をマーカー等で表示してきた場合には、そ

の旨を確認の上、当該マーカー等で表示された閲覧等請求対象書類等の写し等を

「閲覧等請求に対する意見書（166号） 」 として取り扱って差し支えない。

ロ担当審判官は、必要があると認める場合には、適宜の方法により、提出人以外

の者（例えば、証拠の提出人と作成者が異なる場合における当該作成者）への意

見聴取をすることができる。

なお、提出人以外の者への意見を求めるときは、閲覧等請求対象書類等の写し

は提示するにとどめる。

(3) 提出人の意見の調整、証拠のマスキングすべき箇所の検討

イ担当審判官は、提出人から「閲覧等請求に対する意見書（166号） 」の提出が

あった場合には、当該意見書を参考に、慎重に検討の上、個々の事件に即して、

適切にマスキングすべき箇所についての判断を行う。

㈱担当審判官は、提出人から閲覧等請求に対する意見書の提出がない場合、提

出人に対して、適宜の方法により、当該意見書の提出の意思の有無を確認する。

担当審判官は、提出人が当該意見書を提出する意思を有していないことを確

認した場合には、そのことを前提にマスキングすべき箇所についての判断を行

う。

ロ担当審判官は、前記イの検討の結果、提出人からの意見と担当審判官の判断と

が一次的に相違した場合には、提出人に当該意見の理由等を確認するなどして、

その内容を「調査事績書（149号） 」に記載する。

ハマスキングすべき箇所の検討は、次による。

げ）担当審判官は、前記イ及びロの検討に基づき、マスキングをすることとした

部分の内容が確認できるような、例えば透過性のあるマーカーでマークを付し
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第1章事務手続上の留意点

た証拠の写し（案）を作成し、法規・審査担当者等（支部の実情に応じ、法

規・審査担当者以外の者を充てても差し支えない。以下同じ。 ）に回付する。

性） マスキングに際しては、第3章及び第4章を参照。

（ﾛ） 法規・審査担当者等は、当該マークされた箇所を含め、閲覧等請求対象書

類等全般を点検・確認し、担当審判官に返戻する。

しり担当審判官は、法規・審査担当者等が点検・確認した内容に基づきマスキ

ングをする。この場合において、マスキングすべき箇所について疑義が生じ

たときは、法規・審査担当者は、速やかに審査事務提要第2編第1章第15節

《本部照会事件及び相互審査事件》 1 《本部照会事件》に定める本部照会事

件として照会する。

二前記イからハまでの検討の結果、作成された閲覧等に供する文書におけるマス

キングの内容と、提出人の意見とが、最終的に相違することになった場合には、

担当審判官は､閲覧等実施日の1週間前までに、上記相違することとなった箇所

を適宜の方法により提出人に連絡する。

【参考4】閲覧等の決定までの期間

右表は、閲覧等の請求から閲覧等の決定に

至るまでの期間を1か月とした場合における

事務担当者ごとのマスキングに要する検討期

間の目安を示したものである。なお、当該期

間は、 目安であるから、マスキングに要する

事務量等に応じて弾力的に運用して差し支え

ない。

7 閲覧の実施

（1） 閲覧の実施の通知等

イ担当審判官は、閲覧の請求を相当と認めた場合には、事前に閲覧等請求人と閲

覧日時を調整する。なお、その際、①誰が来所するのか、②閲覧等請求対象書類

等のうち、内容の全部がマスキング相当と判断されるような証拠がある場合には、

その旨説明した上で、当該証拠に対する閲覧の請求を行うか否かの意向について、

確認する。

また、閲覧の場所は、支部又は支所の庁舎内に限られる。 したがって、同時に

多人数で閲覧したい旨の申立てがあったときは、担当審判官は、閲覧の場所の面

積、閲覧に供する証拠の数量を勘案して、人数を制限することができる。

ただし、閲覧の必要が認められる者であるにもかかわらず、上記事情から閲覧

を制限された者については、別に日時等を指定の上、閲覧を実施する。

ロ分担者は、閲覧に供するためのマスキングを施した証拠の写しを作成する。

また、分担者は、 「書類等の閲覧について（167号） 」 （第2章2－12ページ参

照）を作成し、担当審判官の決裁を経た上で、閲覧を実施する日のおおむね1週

間前までに閲覧等請求人に送付又は交付する（原処分庁に対しては、 「審査請求

事件に係る閲覧等届出書（168号） 」を同封する） 。
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なお、法第97条の3第1項《審理関係人による物件の閲覧等》に規定する「審

理関係人」に含まれる原処分庁とは、具体的には、税務署長、国税局長、税関長

等を指し、原処分に係る調査の担当者や再調査の請求に係る担当者等を指すもの

ではないから、上記の「書類等の閲覧について（167号） 」の宛先は、原処分庁

となることに留意する。

(2) 閲覧の指定日時の変更の申出等があった場合の措置

担当審判官は、閲覧等請求人から閲覧の指定日時の変更の申出があった場合又は

指定日時に来所しなかった場合において、相当な理由があると認めるときは、改め

て閲覧等の請求の手続を求めることなく適宜の日に閲覧を実施する。

(3) 閲覧の実施に当たっての留意事項

イ閲覧をする者

㈹原処分庁の職員

担当審判官は、閲覧の実施に当たって、原処分庁の職員の特定及び確認を

する目的で、当該職員の所属及び氏名を記載した「審査請求事件に係る閲覧

届出書（168号） 」 （第2章2-13ページ参照）の提出を求めるとともに、当

該職員が届け出られている職員であることを身分証明書等により確認する。

（ﾛ）総代以外の共同審査請求人

総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ

審査請求に関する行為をすることができる。 したがって、総代以外の共同審

査請求人は閲覧できない。

口閲覧の際の審判所職員の同席

担当審判官は、閲覧の実施場所に同席するものとするが、担当審判官に代わり、

参加審判官又は分担者が同席することとしても差し支えない。

ハ原本の閲覧を求められた場合

担当審判官は、閲覧者から原本そのものを閲覧したい旨の申出があった場合に

は、閲覧の対象となった証拠の写しは、マスキングした部分を除き、法第96条第

1項若しくは第2項《証拠書類等の提出》又は法第97条第1項第2号《審理のた

めの質問、検査等》の規定に基づき提出された証拠書類等又は帳簿書類等と相違

ない旨説明すれば足りる。

二マスキングした部分の開示を求められた場合

担当審判官は、閲覧者からマスキングした部分の開示を求められた場合には、

法第97条の3第1項に規定する「第三者の利益を害するおそれがあると認めると

き（例えば、基通97の3－2《第三者の利益を害するおそれ等》に定める「閲覧

又は交付を求める者以外の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるとき」 ） 」又は「その他正当な理由があるとき（例えば、基通97の3

－2に定める「国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で

あって、閲覧等の対象とすることにより、当該事務又は事業の性質上、それらの

適正な遂行に支障を来すおそれがあるとき」 ） 」に当たるから、開示できない旨

の説明を行う。

ホ証拠の記載内容の説明を求められた場合

担当審判官は閲覧者から閲覧した証拠の記載内容について説明を求められた

(3)
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場合には、説明を行う立場にない旨を告げ、説明はしない。

へ閲覧時のカメラ等による撮影の求め

法第97条の3第1項の「閲覧」には、閲覧者が閲覧対象の証拠をカメラ等によ

り撮影することも含まれるので、閲覧者からカメラ等による撮影の申出があった

場合には、庁舎管理上の問題など特段の支障がある場合を除き、 これを認めても

差し支えない。なお、担当審判官は、閲覧者が閲覧対象の証拠をカメラ等により

撮影した場合には、 「証拠説明書（10号又は121号） 」の「立証趣旨」欄の右部

・に、あるいは、 「証拠書類等目録(150号） 」又は「帳簿書類等留置目録(156

号） 」の「備考」欄に、 「カメラ」 と記載するとともに、撮影したデータは、法

第97条の3の趣旨・目的に反して使用しないよう、また、当該データを流出・拡

散させないよう要請する。

卜閲覧時に閲覧する証拠の追加請求があった場合

担当審判官は、閲覧者が閲覧時に「書類等の閲覧について（167号） 」に記載

のない証拠を閲覧したい旨申し出た場合には、当該証拠については提出人の意見

を聴取していないこと、また、マスキングの要否の検討を行っていないことから、

当該申立てには応じられない旨説明し、改めて「閲覧等の請求書（16号） 」を提

出するよう求める。

チ閲覧の時間が不足した場合

担当審判官は、閲覧の時間が不足した場合には、改めて「閲覧等の請求書(16

号） 」の提出を求めることなく、 日程を調整した上で実施する。

リ電磁的記録の場合

証拠が電磁的記録の場合にあっては、記録された事項を紙面に表示する方法に

より閲覧に供する。なお、その場合においても、前記6のマスキング等の作業を

要することに留意する。

ヌ閲覧終了時の手続等

担当審判官は、閲覧終了後、 「閲覧実施記録書（170号） 」 （第2章2－14ペー

ジ参照）を作成し、閲覧の日時､場所、閲覧者、カメラ撮影の有無等の事績を明

らかにしておくとともに、閲覧者の署名押印を求める。なお、閲覧者が署名押印

を拒否した場合は、その旨を「閲覧実施記録書（170号） 」の署名欄に記載する。

写しの交付の実施

写しの交付の実施の通知

イ閲覧等請求人が請求人又は参加人の場合

㈹写しの交付枚数の算定

担当審判官は、 「閲覧等の請求書（16号） 」などの令第35条の2第1項《

交付の求め等》に規定する交付に係る書類を特定するに足りる事項を記載した

書面により、写しを交付する書類の枚数を算定する。

（ﾛ） 写しの交付の実施の通知

分担者は、前記㈹により算定した写しの交付枚数を基に、手数料及び郵送に

より実施する場合の送料を算定の上、 「写しの交付について（171号） 」 （第

2章2－15ページ参照）を作成し、請求人又は参加人が記載する「写しの交付

8
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申出書(172号） 」 （第2章2-17及び2-19ページ参照）を添付して、担当審

判官の決裁を経た上で、請求人又は参加人に送付又は交付する。

性)1担当審判官は、 「写しの交付について（171号） 」の交付のとき又は送付

後、閲覧等請求人に対し、適宜の方法により、写しの交付を受ける際は

「写しの受領書（173号） 」に受領者の記名・押印が必要となる旨連絡す

る。

その際、写しの交付を行う書類等のうち、内容の全部がマスキング相当と判

断されるような書類がある場合には、その旨を閲覧等請求人に説明し、

当該書類の交付を求めるか否かを判断した上で、 「写しの交付申出書」

を提出するよう依頼する。 2 後記(2)二の閲覧後に写しの交付請求が

あり、当日、写しの交付を行うことが可能な場合には、 「写しの交付に

ついて（171号） 」の交付を省略して差し支えない。

例写しの交付手数料の確認等

A文書収受事務の担当者は､請求人又は参加人から 「写しの交付申出書

（172号） 」の提出があった場合には、収受日付印を押印する前に担当審判

官（担当審判官不在の場合は、参加審判官又は分担者。以下例において同

じ。 ）に回付する。

B回付を受けた担当審判官は、写しの交付枚数に対する手数料の記載とそ

れに相当する収入印紙が貼付されていることを確認する。

C担当審判官は、前記Bの確認後、 「写しの交付申出書(172号） 」に、総

務係又は支所が保管している収受日付印を押印するとともに、 「消印」 と

いうゴム印により、 「写しの交付申出書（172号） 」の紙面と収入印紙の彩

紋とにかけて、消印する。

D担当審判官又は分担者は、管理課長等に、上記「写しの交付申出書（172

号） 」に貼付された収入印紙の額が正しいこと及び消印が行われているこ

との確認（管理課長等は所定欄に確認印を押印）を受けた後、当該「写し

の交付申出書（172号）」を一件書類つづりに編てつする。

なお、支所における上記管理課との事務については、原則として、郵送

による。

口閲覧等請求人が原処分庁の場合

閲覧等請求人が原処分庁の場合は、手数料及び送料は不要であるので、 「写し

の交付について（171号） 」及び「写しの交付申出書（172号） 」の交付又は送付

は要しない。

なお、原処分庁が「閲覧等の請求書（16号） 」などの請求書面において直接交

付を希望している場合には、分担者は、適宜の方法で原処分庁の担当職員と交付

の日時等について調整の上、 「写しの交付について（171号） 」の記載を適宜加

工（第2章2-21ページ参照） した書面を作成し、担当審判官の決裁を経た上で、

当該書面を原処分庁に送付する。

写しの交付等

イ写しの作成

分担者は、 「写しの交付申出書(172号） 」 （原処分庁の場合は「閲覧等の請

(2)
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求書（16号） 」などの請求書面）に基づき、閲覧等請求人に交付する書類の写し

を作成する。

担当審判官は、分担者が作成した上記書類の写しと 「写しの交付申出書（172

号） 」 （原処分庁の場合は「閲覧等の請求書（16号） 」などの請求書面） とを照

合し、誤りがないかどうかを確認する。

口写しの交付

担当審判官は、前記イの確認後、支部又は支所の庁舎内において、閲覧等請求

人に対し、 「写しの受領書（173号） 」 （第2章2-23ページ参照） と引換えに、

書類の写しを交付する。

その際、担当審判官は、 「写しの受領書（173号） 」に署名・押印を求め、閲

覧等請求人が上記署名・押印を拒否した場合には「写しの受領書（173号） 」に

その旨記載する。

なお、書類の写しの受領に来所した者が閲覧等請求人以外の者（例えば代理人

の事務員など）であった場合、担当審判官は、閲覧等請求人（代理人を含む。 ）

へ電話連絡などの方法によりその者の身分を確認の上、交付して差し支えない。

ハ郵便等による写しの送付

分担者は、前記イの担当審判官による確認後、 「写しの送付について(174

号） 」 （第2章2－25ページ）を作成し、 これに書類の写し、 「写しの受領書

（173号） 」及び「『写しの受領書』返信用の封筒」を同封して、担当審判官の

決裁を経た上で、閲覧等請求人に送付する。

なお、担当審判官は、 「写しの受領書(173号） 」の返送がない場合には、閲

覧等請求人に対し、書類の写しが送付されていることを電話などで確認した上で、

「写しの受領書（173号） 」の返送を求める。その際、 「写しの受領書（173号） 」

の返送を拒否された場合には、書類の写しが送付されていることを確認し、その

旨「調査事績書（149号） 」に記載する。

二閲覧後に写しの交付請求があった場合

閲覧等請求人が、閲覧のみを希望し、その閲覧を実施した後に、当該閲覧に係

る書類の写しの交付を希望した場合には、次による。

（ｲ） 請求人又は参加人の場合

担当審判官は、その場において写しの交付が可能と認められるときは、既

に提出されている「閲覧等の請求書（16号） 」の「2 閲覧等の実施方法」

欄の補正をさせる（新たに「閲覧等の請求書（16号） 」を提出させても差し

支えない6 ） とともに、収入印紙が貼付された「写しの交付申出書（172号） 」

（前記(1)イ(ﾛ)性)2の「写しの交付について(171号） 」の交付を省略した場合

には、不要な部分を削除する。 ）を提出させ、書類の写しを交付して差し支

えない。 この場合において、担当審判官若しくは分担者及び管理課長等は、

前記(1)イ州こ準じて処理する。

なお、上記の場合、前記(1)イいりなお書き部分の事務については、次による。

A担当審判官又は分担者は、 「写しの交付申出書(172号） 」をドキュワー

クス文書化して電子メールで管理課長等に送信する。

B ドキュワークス文書を受信した管理課長等は、貼付されている収入印紙
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の額が正しいこと及び消印が行われていることを確認し、その旨を電子

メールにより担当審判官又は分担者に連絡するとともに、当該文書を出力

し、 「確認印」欄に押印した上で、担当審判官に郵送する。

C前記Bの連絡を受けた後、担当審判官又は分担者は、請求人又は参加人

に書類の写しを交付する。

また、担当審判官又は分担者は、前記Bの連絡を受けた電子メールの文

書を出力し、 「写しの交付申出書（172号） 」及び前記Bにより郵送された

文書とともに一件書類つづりに編てつする。

（ﾛ） 原処分庁の場合

担当審判官は、改めて「閲覧等の請求書（16号） 」などの請求書面を提出

させた上で、写しの交付に応ずる。

(3) 写しの交付に当たっての留意事項

イ総代以外の共同審査請求人

総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査

請求に関する行為をすることができることから、総代以外の共同審査請求人は写

しの交付の相手先にはならない。

口マスキングした部分の開示を求められた場合

閲覧等請求人からマスキングした部分の開示を求められた場合には、担当審判

官は、前記7(3)二と同様の説明を行う。

ハ証拠の記載内容の説明を求められた場合

閲覧等請求人から写しの交付に際して証拠の記載内容について説明を求められ

た場合には、担当審判官は、前記7(3)ホと同様の対応による。

(4) 手数料の過誤納等に関する手続

イ手数料が未納又は不足している場合

「写しの交付申出書（172号） 」に収入印紙が貼付されていない場合又は貼付

されている収入印紙では手数料相当額に不足する場合には、担当審判官又は分担

者は、請求人又は参加人にその旨連絡の上、不足する手数料相当額の収入印紙の

貼付を求める。

口手数料が過納である場合

「写しの交付申出書（172号） 」に貼付されている収入印紙が手数料相当額よ

り多い場合には、担当審判官又は分担者は、収受日付印が押印されていないこと

を確認の上、速やかにその旨請求人又は参加人に連絡し、上記「写しの交付申出

書（172号） 」を確実に返戻するとともに、正当額に相当する収入印紙を貼付し

た「写しの交付申出書（172号） 」を改めて提出するよう求める。

また、上記の場合において、請求人又は参加人から「過納分を放棄する」旨申

出があった場合には、その旨記載した「調査事績書（149号） 」を作成の上、手

数料の還付は行わない。なお、前記(1)イいりの管理課長等の確認を受ける際には、

当該「調査事績書（149号） 」を管理課長等に提示の上、確認印を受ける。

(5) 送付用郵便切手の取扱い

請求人又は参加人が写しの送付を求めている場合、担当審判官又は分担者は、当

該書類を送付する際の送料を算定し、 「写しの交付について（171号） 」の所定欄
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に当該算定額を記載し、当該算定額相当の切手を提出するよう求める。

なお、送付を受けた切手では送料に不足する場合には、担当審判官又は分担者は、

請求人又は参加人に対して不足相当額の切手の追加提出を求める。

(6) 写しの交付手数料の減免申請

イ写しの交付手数料の減額又は免除を受けようとする請求人又は参加人に対して

は、 「閲覧等の請求書（16号） 」を提出してから 「写しの交付について（171

号） 」を交付又は送付するまでの間に、 「写しの交付手数料の減額(免除)申請書

（175号） 」 （第2章2-27ページ参照）の提出を求める。

ロ前記イの申請書には、生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第1項各号

《種類》に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を

受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当

該事実を証明する書面の添付を求める。

ハ写しの交付手数料の減額又は免除は、交付の求め1件につき2,000円を限度と

して行う。

二前記イの申請書に係る写しの交付手数料を減額又は免除する場合は、担当審判

官は､所長の決裁を経た上で、写しの交付手数料の減額又は免除を受けようとす

る者に対して、 「写しの交付手数料の減額(免除)決定通知書（176号） 」 （第2

章2－28ページ参照）により通知する。

ホ前記イの申請書に係る写しの交付手数料を減額又は免除しない場合は、担当審

判官は、所長の決裁を経た上で、写しの交付手数料の減額又は免除を受けようと

する者に対して、 「写しの交付手数料の減額(免除)について（177号） 」 （第2

章2－29ページ参照）により通知する。

g閲覧等の実施後の措置

（1） マスキングを施した証拠について、当該マスキング部分の開示を目的とした閲覧
等の請求があった場合には、当該閲覧等を不許可とする。

（2） 閲覧等を実施した証拠について、改めて閲覧等の請求があった場合、担当審判官

は、当該請求の理由が相当であると認めるときは、これに応ずるものとする。

（3） 分担者は、 「閲覧に供した証拠及び写しの交付の基となった書類（いずれもマス

キングを施したもの） 」 、 「閲覧等の請求書（16号） 」 、 「写しの交付申出書

． （172号） 」等の一連の書類を一件書類つづりに区分して編てつする。
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証拠書類等の閲覧・写しの交付請求をされる方へ

逗玉琵臺琴J診

《重重環喜蕊雲霞毒篝毒毒蕊藪診

S簔穏鬘襄続髻弓嘩鰯交侭壬続の流妊

閲覧等の手続の流れは以下のとおりです。

手続のフロー図の中に『☆」と表示した手続は、主に閲覧等の請求人に対応いただく事項であるこ

とを表しています。また、『 』は閲覧等の請求人に記載及び提出いただく書類であることを表してい

ます。

『閲 の請､▽『閲 の請､▽

処の」汐､h律；処の」汐､h律；

【閲覧請求については裏面eヘ、写しの交付請求は裏面⑤ヘ続きます】

国税不服審判所

1－14

国税通則法による証拠書類等の閲覧・写しの交付（閲覧等）請求制度は、相手の主張がいかなる

証拠に裏付けられているものであるかを知り、これに対する的確な反論等をすることを目的として

設けられた制度ですので、当該制度により入手した証拠については当該目的及び趣旨に反した使用

はしないでください。

'

言

原処分庁から任意に提出された証拠のほか、担当審判官が職権で提出を受けた証拠が閲覧等の対

象となります。ただし、閲覧等の対象とすることにより第三者の利益を害するおそれがあると認め

るとき、その他正当な理由があるときには、該当部分をマスキング（黒塗り）します。

なお、担当審判官が作成した書類（質問調書等)は、露覧等の対象とされていません｡
三

』

【閲覧手続・写しの交付共通】の手続

一一‐4■■ q■■－－■■ ■■ 1■■■■ 1■■ーI■■ー一一一‐‐一一一一■■ 4■■ーー■■

【①閲覧等の請求書の提出】

閲覧等を希望される場合は、担当審判官に『閲覧等の請求書※』を提出して

いただく必要があります｡その閲覧等の請求書には､閲覧等の請求をする証拠

名等を具体的に特定した上で記載していただく必要がありますので､その特定

の際は、担当審判官が保有している証拠の目録を参考にしてください。

※閲覧等の請求書の用紙は国税不服審判所の各支部・支所に用意している

ほか､審判所ホームベージにおいても様式を掲載しています(国税不服審判

所ホームページhttp:"www.kfg.go.jpﾙ。
■■－－ 一一一I■■ d■■ ■■ ■■一一一一■■‐一一ー一一一一■■ 1■■－1■■一一-1■■‐一一一一一一一一q■■ 4■■ Ⅱ■■ I■■一一ｰ一-一一‐ーー■■ ■■ 1■■■■ ■■一一一一一‐ー－－1■■■■■■ Ⅱ■■一一一一一一-一‐一一一一4■■■■■■ 1■■ー

【②証拠の内容確認】

閲覧等の請求書を受領した担当審判官は､閲覧等の請求の対象となった証拠

の提出者に原則として意見を求めるなど､マスキングすべき記載等の有無等の

検討を行います。
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【閲覧請求】手続

【⑧閲覧の実施の通知】

担当審判官は､証拠についてマスキングすべき記載等の有無等の検討を終え

た後、閲覧可能となった場合には、その旨を閲覧等の請求人に連絡し､閲覧日

時の調整を行います｡その際に、どなたが閲覧のために来所されるかを確認し

(やむを得ない理由により、指定日時の変更を希望される場合には担当※ます

審判官にその旨を御連絡ください｡)。

※閲覧場所の状況等により人数を制限することがあります。
‐－－‐■、一一一一‐‐■■‐‐ー‐‐｡‐■■ー＝ーーーー一一一■■p－－q■ーq■ー■■一一ー‐ー■■＝一一ロー‐一一ー‐一一‐■■ーー一一＝ーーー一一‐一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝ーq■ ■■-■■ ■■一

【④閲覧の実施】

指定日時に指定の閲覧場所において､担当審判官等立会いの下､証拠を閲覧

いただきます。その際、カメラ等により証拠を撮影することもできます。

また、閲覧終了後、担当審判官が閲覧を実施した事績について記載した「閲

寛実施記録書』に、署名・押印をお藤いしますので、閲覧の際には、印章を持

参してください。
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■■一一一■■一一－---ー一一一ーーーーq■■■ 1■■‐■■1■■■■ー■■

【写しの交付】手続 ※写しの交付のみを請求するか､閲覧実施後に写しの交付を請求するか任意で選択できます。

一一一‐ー---1■■ I■■ー1■■■■＝■■－1■■■■ 1■■ I■■■■一一一■■ Ⅱ■■ー■

【⑤写しの交付の実施の通知】

ー

え

担当審判官は、証拠についてマスキングすべき記載等の有無等の検討を終

、 写しの交付をすることが可能となった場合には、 「写しの交付について」

という通知書により、その旨お知らせします。この通知書には、交付する証拠

の名称・枚数、手数料、郵送による交付を希望された場合の送料などが記載さ

れています
■、ｰー‐‐ローロ■‐ｰ－画一一一

。また、漏知害には、 『写しの交付申淵書』が同封まれています
ー‐■■■ローー‐■■■■‐‐ー‐‐ー■トー■■q■‐ー‐‐■■‐‐■■■■■■■■‐‐■■ロ－0■‐■■ロ■■■■＝■､ーﾛ■■■■■ー‐ー‐‐■■q■‐■■■■ロー‐■■‐‐‐ー■pｰ‐‐■■‐ｰーｰー■■‐ー

【⑥写しの交付申出書の提出】

。

＝ーC■■

⑤の『写しの交付申出書』に、必要事項を記載の上、担当審判官宛に提出し

てください。その際は、次の点に留意してください。

(1) 交付を希望する証拠の写し片面1枚当たり10円の手数料を納付してい

ただく必要がありますので、手数料に相当する額の収入印紙を写しの交付
● ● ● ● 、 ● ● ● ● ● ● ● ●

申出書の所定箇所に貼付してください（収入印紙には絶対消印しないでく

ださい。消印したものは無効となります｡） ◎

(2) 郵送での交付を希望される場合には、併せて送料に相当する郵便切手を

同封してください。送料の金額については、⑤の「写しの交付について」

に記載されていますので御参照ください。書留、速達等での送付を希望す

る場合には、別途差額相当の郵便切手を同封してください。
■ Ⅱ■■■■ I■■■■ ■■一一1■■ Ⅱ■■－1■■一一一一一一一■■ー一一一■■一一一一l■■ーq■■一一一一一－1■■■■ I■■ー■■ ■■一一■■一I■■ーー｡■■一一ー一一一一一‐一一一一一一一一ーーq■■ー4■■--一一ｰ1■■一

【⑦写しの交付】

ー■■一一ｰ■■一ー-一一一‐一つ』ｰ

担当審判官は、提出された『写しの交付申出書』に間違いがないか確認を行

った後、証拠の写しを閲覧等の請求人に交付します。その際、証拠を受領した

ことを確認するため『写しの受領書』に署名・押印をお願いしますので、印章

を持参してください。 （郵送での交付を希望された場合には、証拠の写しを送

付する際、 『写しの送付について』とともに『写しの受領書』を同封しますの

で、署名・押印の上、担当審判官宛に返送してください｡）
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第2章様式記載例

調査事績
圭
白

審査請求人

(氏名・名称）
V

上記の者の審査請求事件に関して、次のとおり調査を実施した。

請求人との

関係等
住所 ○○市○○区○○町調査先

又 は

調査物件等 氏名

(名称）
本人V

平成30年8月○日午前10時○分から午前11時○分まで調査日時

○○国税不服審判所第1合議室調査場所
一

<ヅ
国税審判官

国税審査官

』

調査した者

④

（調査概要又は調査目的）

請求人が閲覧を請求する意向を有しているか否かの確認

｜

’
(調査事績 ）

請求人から提出された審査請求書には閲覧を行いたい旨の記載がなされていた一方、閲覧等の

請求書の提出はなかったことから、請求人に閲覧請求に係る真意を確認した結果、閲覧等の請求

書を改めて提出する意思は有していないが、閲覧は行いたい旨の強い意向が示された。なお、今

後は、請求人に対し、閲覧の対象とする証拠の特定を要請することになる。

149号様式

0－1
4 人

担当審判官



第2章様式記載例

成平
室
冒

30年9月○日

註
明實 等の 求閲

○○国税不服審判所

担当審判官 』

審理関係人《 亘参加人､原処分庁）
(住所･所在地)〒000-0000

000市○O区00町

請求

１
１

(法人の場合､代表者の住所)〒

(法人の場合､代表者の氏名､ふりがな）

（ ）

⑳

代理人

(住所,所在地)〒

(ふりがな） （

(氏名･名称）

）

⑳

平成30年6月○日に収受された審査請求書に係る事件について、国税通則法第97条
一一一

の3の規定に基づき、下記のとおり、閲覧（又は写しの交付）を請求します。

記

1 閲覧等を求める書類その他の物件の名称

当たってご不明な点は、担当審判官にお尋ねください。

､ときは、適宜の用紙に記載して添付してください。 ）

無難3 請求人を除くね銃人等）
・手或28斗4月○日賛同応患記録者写（

・手式28年4月○日調査扱筈含写（

2閲覧等の実施方法

図閲覧 口写しの交付
※閲覧をした後に、必要な書類等の写しの交

3写しの交付を求める場合における交付の方法

（1）図片面 口両面
（2）図直接交付 口郵送

※原処分庁又は国税通則法第109条に規定する参

審査請求人の氏名等を記載してください。

（住所・所在地）

を求め できます。

「証拠説明書」 、 「証拠書類等目録」

及び「帳簿書類等留置目録」を提示し、

証拠の範囲を特定を求める。

(氏名･名称）

※閲覧（又は写しの交付）によって入手した書類等は、国税通則法第97条の3の

目的及び趣旨に反した使用はしないでください。

16号様式

審判所整理欄※ ；
…･…･…｡｡…･…｡…………･･･････････････････････；

番号確認 ：

※審判所整理欄は記入

しないでください

2－2



第2章様式記載例

平成 30年 7月 ○日

（担当）
一一一

証拠に付した通しぺ 門

○○税務署

第○部P

税調杳官
記載する。
ー

B

000000－ 0

(") 000

証 拠

文書等の名称 ｜ 作成作成
年月日

番 作成者
UVU ｡ , 寺

へ一ソ証口
一
勺

株式会社c設立に至る経緯

200／～

2004
「株式会社c設立に至る

経緯」 と題する書面の写
し

株式会社
C

平成29年

9月○日
1

2005～

2008
平成18年6月○日から休業している旨の
届出書を納税地の所轄税務署長に提出してい
ること

法人の異動等届出書

の写し

株式会社
，

平成19年

3月○日
2

債権放棄通知書

の写し

2009～

20〃

平成21年9

月○日から

平成27年9

月○日まで

請求人が株式会社cに対して送付した各債権放

棄通知書内容
請求人3

株式会社Cが株式会社Dに対して送付した

各債権放棄通知書の内容

Z0I2～

20/3

平成21年9

月○日から

平成27年9

月○日まで

債権放棄通知書

の写し

株式会社

C
4

郵便物の返戻通知書

の写し

20/4～

20/5

平成21年

10月○日か

ら平成28年

10月○日ま

で

株式会社Cが株式会社Dに対して送付した

各債権放棄通知書はいずれも受取人不在など

の理由で同C宛に返送されていること

○○郵便

局長
5

請求人が、原処分時において申述した、請

求人による各債権放棄及び株式会社Cによる

各債権放棄の額を決定した算定根拠など

20/6～

Z0I8

カメラ

2019~

2022

○○税務

署長

質問応答記録書1

の写し

平成29年

10月○日
6

請求人が追加した事項として、原処分時に

おいて申述した、請求人による各債権放棄及

び株式会社cによる各債権放棄の額を決定し

質問応答記録書2

の写し

○○税務

署長

平成30年

2月○日
7

カメラ
た算定根拠など

8

一一

ア ベ

閲覧時、閲覧等請求人がカメラ等により

～壷影した場合に､手書きで記載する。 ‐一

、〆

少

9

121号様式

2－3



第2章様式記載例

帳簿 書 類等
函
田 置目録

○法第97条第1項第2号により提出した資料

提 出

年月日

提
氏／Ｉ、

申
出
々
口 ｊ

人
等

番号 文書等の名称 備 考 ページ

平30. 3．○付

相続税の更正の請求書写し
及び添付書類の写し

命
言
”
』

、
ノ

O
‐

4()01～

4082１
１

30． 8 ．○ 原処分庁

平30． 5．○付

相続税の申告害の写し

4083～

4103

″ ﾉノ

匙

〃
平30.4．○付

調査報告書の写し

平30.4．○付

調査報告書の写し
－
７
４
０
０
１
１
４

４
3

4

丸印を付すなどの方法により閲覧

等請求対象書類等の特定を求め

る。

すなどの方法により閲覧丸

等請求

る。

等の特定を求め
r一

0

6

ワ
I

8

9

10

11

1ワ
La

13 ■ ●

14

15

1行

lD

1ワ

LI

156号様式

2－4



第2章様式記載例

証拠書

○審査請求人が提出したもの

類等目録

提 出

年月日
文書等の名称 備 考 ページ番号

3001~

3024
平成27． 9．○付委任状写し等30． 6 ･O1

）（
『
１
入

５
５
２
０
０
３

３
平成27. 3．○付公正証書写し2 〃

〃 。

〕

へ
３
２
５
５
０
０
３

３
不動産売買契約書の写し3

3054～

3060
第三者Eとの訴訟関係資料4 ″

'－－－－－－

3061~

3065
㈱F不動産定款の写し等

「ｰ

0 〃

3066～

3102
被相続人経営のG㈱閉鎖登記事項証明書写し等6 ﾉノ

へ
９
３
０
０
１
１
３

３
請求人が相続で受領した預金通帳資料の写し7

0
〃

3110~

3111
H税理士の手紙の写し8 ″

被相続人関係図写し9 3112ﾉノ

H税理士の説明資料写し10 3113
『I
JJ

1l

1r〕

止乙

13

14

15

16

17

150号様式(その2)

2－5



第2章様式記載例
担当審判官 起案者 起案 整理

● ●決裁

発送

○ 審 ○○○

平成 30年 10月 ○日

〒同向同-回回回回
(住所・所在地）

○○市○○区○○町

(氏名・名称）

様M

○○国税不服審判所

担当審判官 』 ⑳

送 書付

あなたが、平成30年 9月○日に提出した「閲覧等の請求書」では、閲覧等の対象

となる書類等が特定できませんでした。つきましては、下記のとおり証拠説明書を送付しま

すので、閲覧等の対象とする文書等の番号に○印を付した上で御返送願います。

記

送付書類

○平成30年7月○日付の証拠説明書

※連絡担当者 審判O部第O部門 S 電話 00 - 0000 - 0000 内線 000

145号様式(その1)（ 審査請求人用 ）

2－6



第2章様式記載例

質問 ・検査調書等目録

○質問。検査により作成した調書等に関するもの

相
氏／Ｉ、 ｊ

先
等

作 成
年月日

手
名文書等の名称番号 備 考 ページ

328～

330
質問調書 請求人30． 8 ．○1

331~

334
検査調書 株式会社K30． 9 ．○2

3 ● ●

● ●

● ｡

● ●

● ●

■ ●

● ■

● ●

4

～

アー ~、

当該目録は、閲覧等の請求

があったとしても提示をし

てはならない。

～ _ノ

一

I 当該目録は、
ﾅ,§承－－､た上I

てはならなし

~

●

_ノ

5

6

ワ
イ

8

Q
里ノ

1O

11 ● ●

● ●

● ■

● ●

● ●

● ●

● ●

12

13

14

15

16

1ワ
上I

133の2号様式
巴

ワ ワ
ムI



第2章様式記載例

部長
審判官
担当
審判官

起案者 起案 整理

決裁

●発送

○ 審 ○○○

平成 30年 12月 ○日

〒回回向-回回回回
（住所・所在地）

○○市○○区○○町

(氏名・名称）

様M

○○国税不服審判所

担当審判官 J ⑳

書類等の閲覧等請求の不許可について

平成 30年 11月 ○日付で請求があった書類等の閲 覧申請につい

ては、下記の理由により許可しないこととしたので通知します。

⑳

ノ

記

（理由）

上記閲覧請求の対象とされた書類等は提出されていません。

※連絡担当者 審判O部第O部門 S 電話 00 - 0000 - 0000 内線 000

169号様式

2－8



第2章様式記載例 担当
審判官

整理起案者 起案

決裁

発送

〒同何回J回回回回
（住所・所在地）

○ 審 ○○○

平成 30年 9月 ○日

○○市○○区○○町

(氏名・名称）

○○税務署長
N 様

○○国税不服審判所

担当審判官 J ⑳

について（照会）

⑳

閲豊閲覧等請求に係る意見について

別紙の「1 審査請求人」の審査請求について、あなた（又は貴社）から国税通則

法第96条（又は第97条）の規定に基づき当審判所に提出していただいた「2 閲覧（又

は写しの交付）請求のあった書類」について、同法第97条の3第1項の規定による閲

覧（又は写しの交付）請求がありましたので、閲覧（又は写しの交付）の実施に当た

り、同条第2項の規定に基づき、御意見をお聴きします。

つきましては、当該書類を閲覧（又は写しの交付）に供することにつき御意見があ

るときは、同封の「閲覧等請求に対する意見書」を平成 30年 9月 ○日まで

に提出していただきますようお願いします。

なお、当該書類の閲覧（又は写しの交付）に際しては、必ずしもいただいた御意見

どおりとはならない場合もあること、また、提出期限までに同意見書の提出がない場

合は、御意見はないものとして取り扱わせていただくことを御承知置き願います。

165号様式(初葉）
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第2章様式記載例

（別紙）

審査請求人

(住所・所在地）

（氏名 ・名称）

○○市○○区○○町

1

M

2 閲覧（又は写しの交付）請求のあった書類

本照会に同封した書類

3 意見提出先

○○国税不服審判所審判○部第○部門 担当審判官 』

【御意見提出に当たっての留意事項】

国税通則法第97条の3第1項では、担当審判官は、第三者の利益を害するおそ

れがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、閲覧又は写し

の交付を拒むことはできないとされています。

したがって、閲覧（又は写しの交付）の実施に当たっては、御意見をいただいた

事項を踏まえ、その当否を判断しなければならないこととなっており、場合によっ

ては、御意見の全てを採用できない場合があることを御承知置き願います。

なお、 「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」 とは、例えば、閲覧

（又は写しの交付）を求める者以外の者の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるときをいいます。また、 「その他正当な理由があるとき」 と

は、例えば、国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であっ

て、閲覧（又は写しの交付）の対象とすることにより、当該事務又は事業の性質

上、それらの適正な遂行に支障を来すおそれがあるときをいいます。

※連絡担当者 審判O部第O部門
L

S 電話 00 － - 0000 内線 0000000

165号様式(次葉）

2-10



第2章様式記載例

平成 年 月 日

閲覧等請求に対する意見書

国税不服審判所

担当審判官

(住所・所在地）

T

）（ふりがな） （

(氏名・名称）

「閲覧等請求に係る意見について

（照会） （165号） 」の送付又は交付

に当たり同封する。

その際、閲覧等の対象となる「証

拠の写し」を添付する。

⑳

(法人の場合、法人番号）

(法人の場合､代表者の住所） 〒 －

(法人の場合､代表者の氏名､ふりがな）

（ ）

⑳

連絡先電話番号

（ ）

平成 年 月 日付 第 号の照会について、下記のとおり意見書を提出しま

す。

記

166号様式※「第三者」 とは、閲覧等請求人以外の者をいいます。

審判所整理欄潔

番号確認
…
Ｉ

『………ニーニーーーーーニこ＝＝＝＝＝＝＝ニーー…..…；

※審判所整理欄は記入

しないでください

2－11

御
意
見

閲覧等に供した場合の第三者の利益を害するおそれ、その他正当な理由
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口有 □ 紐ノ、、、

第三者の利益を害するおそれ、その他正当な理由がある部分

※対象書類の写しに該当部分をマーカー等で表示していただいても構いません。

第三者の利益を害するおそれ
卜巴｡●■●●卑●の｡争●■●の申●申■の■の■①■●●申｡U由車■申■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■合■ee白白●●｡●●●●●今色●由｡●｡●■由●●●●●●●白白■■■●●●●●●●●b●●■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

、その他正当な理由の具体的理由
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第2章様式記載例

起案 理
担当
審判官
法規・審査担当者等 起案者 整

決裁

】

発送

○ 審 ○○○

平成 30年 9月〒回回N-回回回回
(住所・所在地）

○○市○○区○○町

日

（氏名・名称）

様M

○○国税不服審判所

担当審判官 』

宛先が原処分庁の場合、 「審査請

求事件に係る閲覧届出書（168号)」

を同封する。

書類等の閲覧について

○日付で請求があった書類等の閲覧については、下記により平成 30年 9月

閲覧に供します。

記

1閲覧の日時平成 30年 10月 ○日午前○時○分から午後 ○時○分まで

¥

閲覧の場所○○国税不服審判所

（所在地） ○○市○○区○○町

閲覧に供する書類等

(1)平成30年5月○日付相続税の申告書の写し

(2)平成30年4月○日付調査報告書の写し

(3)

(4)

(5)

2

3

連絡担当者 審判O部第O部門 s 電話 00 - 0000 - 0000 内線 000※

167f '

2－12



第2章様式記載例

平成 30年 10月 ○日

審査請求事件に係る閲覧届出書

○○国税不服審判所

担当審判官 』 殿

○○税務署長

N ⑳

「書類等の閲覧について」で通知

）に係る書類等の閲覧について、

平成 30年 9月 ○日付○審○○号

のあった審査請求事件（審査請求人

下記の者を閲覧者として届け出ます。

M

記

氏 名所属・職名等

○○税務署資産○部門 Ｑ
》
Ｒ○○税務署資産○部門

168号様式
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第2章様式記載例

■■■ ■ ロ■■■■■■■■■■ F■■■■■■■

産
見 実施閲 己録

室
白

ー

言

口

審査請求人

(氏名・名称）
M

住所 職 業○○市○○区○○町 ○○

審査請求人との関係 本人氏名 M

閲
覧
等
請
求
人

住所

氏名

／職 業

審査請求人と｡跡／

一瞬一蕊所
一
名

住
一
氏

一

審査請求人との関係

|_丘一画
氏名

職 業

審査請求人との関係

閲覧の日時 平成 30年10月○日午前○時○分から午後 ○時○分まで

閲覧の場所 ○○国税不服審判所第○合議室
へ

閉）gl)
国税審判官 』閲覧をさせた者

国税審査官記録書作成者 S

ー

閲覧等に供した書類は以下のとおりです。
①平成30年5月○日付相続税の申告書の写し
②平成30年4月○日付調査報告書の写し（カメラ）閲
覧
に
供
し
た
吾
一
白

類
等

上記書類等を閲覧しました。

閲覧者

訂
署名押印を求め、閲覧等請求人力

署名押印を拒んだときは､その旨

記載する。

④M

170号様式

2－14



第2章様式記載例 担当
審判官

法規・審査担当者等 起案者 起案 整 理

決裁

発送

○ 審 ○○○

平成 30年 9月 ○日〒同同回-回回回回
(住所・所在地）

○○市○○区○○町

(氏名・名称）

M 様

‘’
○○国税不服審判

担当審判官 』 型）

写しの交付について

平成30年 9月○日付で請求のあった国税通則法第97条の3第1項に基づく書

類の写しの交付については、下記のとおり、写しを交付します。

なお、写しの交付に当たっては、同封の「写しの交付申出書」を提出していただく必

要がありますので、平成 30年 10月 ○日までに担当審判官 J 宛提出

願います。

記

1 写しの交付を行う書類及び交付手数料

別紙のとおり

2写しの交付を実施する方法

（1）直接交付

暮雪ｲﾛゞ “成”￥"Ⅲ。｣零口‘毒｡鮒， 。ゞ。"叢・
※当日差し支えがあるときは、折り返しその事情をお知らせください。
なお、 当日は印章をお持ちください。

ロ場所 ○○国税不服審判所

（所在地）○○市○○区○○町

（2） 郵←

3 写しの交付を送付によることを希望する場合、送付に要する費用（見込額）

｜送料 ，ヨ 円|唐留代速達代等は含まれておりません｡ ｝
※ 「送付に要する費用」につきましては、相当額の郵便切手を同封の「写しの交付申出書」

と併せて提出してください。

連絡担当者 審判○部第O部門 s 電話 00 0000 - 0000 内線 000

送料 92 円

171号様式
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第2章様式記載例

（別紙）

○写しの交付を行う書類及び交付手数料

書 類 名 枚数

平成30年5月○日付相続税の申告書の写し 22 枚
Ⅱ

平成30年4月○日付調査報告書の写し 4 枚

枚以下余白

枚

枚
一
枚
一
枚
一
枚
》
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚

”"” …""‘~~ 、…"………” ’

枚
》
枚

趣Tqnl--叩TT叩吋 ..........................｡-....ﾛﾛ.ﾛﾛﾛﾛﾛ.Lﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ.ﾛﾛﾛ.｡ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ.ﾛﾛ.

枚
一
枚
一
枚

26 枚
ヘ
ロ
ゾ 三」

口I

2-16

合計枚数
写しの交付手数料の額
(1枚当たりの金額）

写しの交付手数料

26枚一× 10円＝ 260 円



第2章様式記載例

平成

写しの交付申出書

○○国税不服審判所

担当審判官 』

30年 10月 ○日

交付の場合

写しの交付請求人鶴迩2
(住所,所在地） 〒000-0000

00市00区00町

参加人）

／【留意事項】 、
収入印紙の額が正

しいことを確認し

た上で、 「収受日

H寸印｣を押印する。ノ

r耐
(ふりがな）

(氏名･名称）

(法人の場合、

（ エム

M

法人番号） 、ーノ

｜ ｜ ：
(法人の場合､代表者の住所）

ｌ
Ｔ

（法人の場合､代表者の氏名､ふりがな）

（ ）

⑳

代理人

(住所,所在地）写しの交付に

交付を省略し

分を削除する

ついて（171号） 」

た場合には、下線

〒

0

(ふりがな） （

(氏名,名称）

）

⑳

平成 3()年 9月 ○日付○審第○○○号「写しの交付について’ に某づ く

写しの交付の実施方法等について、下記のとおり申出をします。

記

写しの交付を求める書類

田対象書類全て（この場合は、交付手数料(送料別） 260円となります。

口対象書類の一部（別紙のとおり）

写しの交付の実施方法

図 「写しの交付について」の指定日 ・指定場所での実施

口送付による実施（送付を希望される場合は、郵便切手を同封してください。 ）

【必要な郵便切手の金額 円】

1

）

2

※書留等での発送を希望される場合には、別途相当額の郵便切手を同封してください。

I交付手数料

当
一
，

坐り、

ごV，

260 円 〔ださい。

／1

→/／｜
又入印紙の額が正しいこと

産認した上で、収入印紙ハ

｢消印」を行う。

／’

／

畷 i職
172号様式

審判所整理欄※

番号確認

※審判所整理欄は記入

しないでください

2-17
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第2章様式記載例

（別紙）

「1 写しの交付を求める書類」
てください。

次の表を作成し対象書類の一部を求めるとした場合には、欄にて、

書 類 名 枚数

/‘

》
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚

／
／

／／
／／
／／P ，､『･･ ･, ,｢b汀ﾛlEHD 諏.鼻諦、……ハロﾉ卓,念恥■虻

／／
／／
／／ 枚

一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
》
枚
》
枚
》
枚
斗
枚

／／ ､

／／
／／
／／
／／

lLm■､別bE輔 ,,､ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛf~ﾛﾛﾛDﾛﾛ､ﾛ｡ﾛ､ﾛ､ﾛ､ﾛﾛﾛ､ﾛﾛﾛ

／／
／／
／／

ユペ承嘩正

／
／

今
ロ 計 枚

2-18

合計枚数
写しの交付手数料の額
（1枚当たりの金額）

写しの交付手数料

－－－典一一淫一歩調一一一~両



第2章様式記載例

平成

写しの交付申出害

3(）年 10月 ○日

送付の場合

○○国税不服審判所

担当審判官 』

写しの交付請求人

（住所‘所在地） 〒000

00市OO区00町

q零割“

／【留意事項】 、
収入印紙の額が正

しいことを確認し

た上で、 「収受日

付印｣を押印する。
、 ノ

r殉
(ふりがな）

(氏名‘名称）

(法人の場合、

（ エム

M

法人番号） －－＝

(法人の場合､代表者の住所） 〒 一

(法人の場合､代表者の氏名､ふりがな）

（ ）

⑳

代理人

(住所･所在地） T

）（ふりがな） ’

（氏名，名称） ⑳

第○○○号「写しの交付について」に基づく

)とおり申出をします。のとおり

平成 30年 9月 ○日付○審

写しの交付の実施方法等について、下託下記

記

1 写しの交付を求める書類

因対象書類全て（この場合は、交付手数料(送料別） 260円となります。 ）

口対象書類の一部（別紙のとおり）

2 写しの交付の実施方法

）

：さい。

‐

□ 「写しの交付について」の指定日 ・指定場所での実施

図送付による実施（送付を希望される場合は、郵便切手を同封してください。

【必要な郵便切手の金額 92円】

※書留等での発送を希望される場合には、別途、相当額の郵便切手を同封してください。

さい。

。 ）

してください。

交付手数料
一

i260 円

一

列

／//’
1入印紙の額が正しいこと

ﾐ認した上で、収入印紙ハ

．消印」を行う。

～’

題酵
172号様式

審半|｣所整理欄※

番号確認

言
※審判所整理欄は記入

しないでください

2-19
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姪



第2章様式記載例

(別紙）

「1 写しの交付を求める書類」欄にて、対象書類の一部を求めるとした場合には、次の表を作成
してください。

書 類 名 枚数

/‘
／ 枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚

／
／
／

／
／

｡早■■■■■■”■■■■”■■■甲■■■■■■■■”■■■■■｡■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡B①■■B甲■■｡｡■｡■■■■■■■■■■■■■■■B■■■テ■①■■■■■｡■①■①~■b■■毎曲－曲“｡“■■■“■■｡■■｡“■■

/／鄙部呂靜p1n1

／
／
／
／
／ 枚

》
枚
一
枚
一
枚
一
枚
》
枚
一
枚
》
枚

一･･,･････････---口-.----口････････ﾛ･ﾛ･ﾛ･･･ﾛ,ﾛ･ﾛ,ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ4,･ﾛﾛ,ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ･ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛqﾛﾛqﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ

／
4

bﾛ･･bb｡b･･bb･口｡bｩ･･･bpbp･口･ロﾛ■D･bp･■Dロﾛ■b■bﾜDdbdpdbdp･bDD■D･bdb■･ﾛ･･ﾛﾛﾛ････p0pwｩﾛ･･････････････････････････････････････ﾛロ･qpqp･･････････････････0...･ﾛ･ﾛ･ﾛﾛｰﾛﾛﾛ･ﾛﾛﾛqﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ･ﾛﾛh･･ﾛh･ﾛ･ﾛ･ﾛ･ﾛﾛﾛﾛﾛﾛqﾛﾛqﾛﾛﾛﾛh･･･ﾛﾛqﾛﾛﾛh pppqq｡｡,と,~'･ﾛ

／
lLr lLId

／可Md産■ロ ロ ロ■■■■11 1111 卜E出FbFbF 弓■ -- - - - - - - - －
■
一

／
／
／
／
／

〈
ロ 枚計

’一一全一一一一一~~可-丁一 ’ 』 ’
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第2章様式記載例 担当
審判官

法規・審査担当者等 起案者 起案 整理

決裁

発送

○ 審 ○○○

平成 30年 9月 ○日
〒向同同-回回回回
(住所・所在地）

○○市○○区○○町

~、

原処分庁に対する

交付の場合

(氏名・名称）

○○税務署長

ノ

N 様

○○国税不服審判同

担当審判官 』

写しの交付について

日付で請求のあった国税通則法第97条の3第1項に基づく書平成30年 9月○

類の写しの交付については、 写しを交付します。F記のとおり

記

1 写しの交付を行う書類及び交付手数料

別紙のとおり

2写しの交付を実施する方法

（1）直接交付

兵喜一『 ･ゞ ＊磯"￥"Ⅱ。Ⅱ零O H零口〃， □ ’叢・"ま、
※当日差し支えがあるときは、折り返しその事情をお知らせください。
なお、当日は印章をお持ちください。

ロ場所 ○○国税不服審判所

（所在地）○○市○○区○○町

(2)＝郵一

0000 内線 000連絡担当者 審判○部第○部門 S 電話 00 - 0000 一

171号様式
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第2章様式記載例

（別紙）

○写しの交付を行う書類

書 類 名 枚数

第三者Eとの訴訟資料 6 枚

1 枚H税理士の手紙の写し

枚
一
枚
斗
枚
一
枚
恥
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
一
枚
叩
枚
一
枚
一
枚
》
枚
》
枚

........................．．．．．.．...．．.........と.........．』

｜ ≠

へ
口
／

7 枚
ヨ
司

I
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第2章様式記載例

平成 30年 10月 ○日

領菫Eヨ写 し の受領

○○国税不服審判所

担当審判官 』

１
Ｊ
に

受領者

○○市○○区○○町

(住所・所在地）

(氏名・名称） MIM

別紙の書類の写しを受領しまし た ○

173号様式

2－23



第2章様式記載例

（別紙）

○写しの交付を行う書類

｢一一____

書 類 名 枚数

平成30年5月○日付相続税の申告書の写し 22枚

平成30年4月○日付調査報告書の写し 4枚

ﾛ････････ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ･ﾛ･ﾛ･ﾛ･ﾛﾛﾛﾛﾛ･､ﾛﾛﾛﾛﾛﾛ･･ﾛ･･■pbpp･･･････････ロﾛ････････ﾛﾛﾛﾛ･ﾛﾛ････｡｡････ﾛﾛ･ﾛ･ﾛ､ﾛ､ﾛ､ﾛ､ﾛ･｡･･･b･bbbbbbb･･･････････････一口･■一一･･･････qﾛ,■･ﾛqpq函､｡､｡■｡､ﾛﾛ｡｡寺｡｡･･do*･･qdq■q･ﾛ･･･q■q･ﾛロ0口0口0口0口OqOpqqO｡q･･q･･･qpq･････････････心

以下余白 枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

…J堅』~P ロロユーー師吋

枚

谷
口 計 26枚

2－24



第2章様式記載例 担当
審判官

起案者 起案法規・審査担当者等 整理

決裁

発送

○ 審 ○○○

平成30 年 10 月 ○ 日〒回回回n回回回
(住所・所在地）

○○市○○区○○町

(氏名・名称）

様M

○○国税不服審判蔵

担当審判官 』 ⑳

写しの送付について

別紙の書類の写しを別添のとおり送付します。

なお、お手数ですが、送付書類を御確認いただきましたら、同封の「写しの受領書」

に住所及び氏名を記載、押印の上、返送いただきますようお願いします。

※送付する写しにつきましては、

はしないでください。

国税通則法第97条の3の目的及び趣旨に反した使用

連絡担当者 審判O部第O部門 S 電話 00 0000 - 0000 内線 000

174号様式q
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第2章様式記載例

（別紙） ・

○写しの交付を行う書類

書 類 名 枚数

平成30年5月○日付相続税の申告書の写し 22枚

■一一･･pqpqpqp-■q■q･･･-q･ﾛﾛﾛﾛｰﾛﾛ一･,p-pppppppppq,･･,ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛ･ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛqpDqﾛﾛﾛﾛﾛqﾛﾛﾛqﾛﾛﾛqpqpqDqﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛqpqDqDqqqﾛ｡4.....,.･ﾛ,ﾛ,ﾛ,ﾛ,ﾛ,ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛq･････ﾛ,｡,｡,｡｡,･･･,｡'･ﾛ,｡｡b,｡｡･･･b･･･････････,｡,｡D･････p4pddqpqpdpqpdpdpd｡｡･･･｡｡｡■6qdqd････

平成30年4月○日付調査報告書の写し 4枚

枚
》
枚

以下余白

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

………､……""………~ー… …~"． …‘” ｜ ”……”

枚

枚

枚

26枚〈
口 計
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第2章様式記載例

平成 30年 10月

写しの交付手数料の減額(免除)申請書

○日

○○国税不服審判所

担当審判官 』
写しの交付請求人

(住所,所在地） 〒000-0000

0O市00区00町

）(ふりがな）

(氏名'名称）

(法人の場合、

（ エム

M

法人番号）

）(製

(法人の場合､代表者の住所） T

国税通則法施行令第35条の2第6項

減額(免除)を申請します。

(法人の場合､代表者の氏名､ふりがな）

（ ）

⑳

代理人

(住所‘所在地） 〒

）(ふりがな） （

(氏名'名称） ⑳

規定に基づき､下記のとおり写しの交付手数料の

記

の

1 減額(免除)を求める額

（交付の求め1件につき、 2,000円を限度と します。 ） 2,000円

2減額(免除)を求める理由（イ又はロのいずれかを○で囲んでください。 ）
幸一

Iの 生活保護法(昭和25年法律第144号)第1l条第1項1号に掲げる扶助を受けている
こと。 －

ロその他の事実(具体的に記載してください。 ）

(注）1 イに○印を付した場合には、当該扶助を受けていることを証明する書類を添付してください。 、

2 ロに○印を付した場合には、その理由を具体的に記載するとともに、その事実を証明する書面を

添付してください。

175号様式

審判所整理柵:；

番号確認

※審判所整理欄は記入

しないでください
2－27



第2章様式記載例

首席
審判官
次席
審判官
部長
審判官
担当
審判官

起案者 起案 整理

決裁

発送

〒M何回一回回回回
（住所・所在地）

○○市○○区○○町

○ 審○

平成 30年

○○

10月 ○日

(氏名・名称）

M 様

○○国税不服審判所

担当審判官 J ⑳

写しの交付手数料の減額(免除)決定通知書

⑳

平成 30年 10月 ○日付の写しの交付手数料の減額(免除)申請について、

国税通則法第97条の3第5項の規定に基づき、下記のとおり減額(免除)することと

しましたので通知します。

記

写しの交付

の実施方法
｢写しの交付について」の指定日 ・指定場所での実施

写しの交付

手数料を減

額(免除)す

る額

2,000円

審判O部第O部門 s 電話 00 - 0000 - 0000 内線 000※連絡担当者

176号様式
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骨式記載例第2章様式記載例

’
次席
審判官
部長
審判官
担当
審判官

首席
審判官

起案 整理起案者

決裁

発送

○ 審 ○○○

平成 30年 10月 ○日

〒回回回回回回回
(住所・所在地）

○○市○○区○○町

(氏名・名称）

様M

○○国税不服審判所

担当審判官 J ⑳

写しの交付手数料の減額(免除)について

平成 30年 10月 ○日付の写しの交付手数料の減額(免除)申請については、

F記のとおり国税通則法第97条の3第5項に規定する減額(免除)理由に該当しない

ので通知します。

記

写しの交付

の実施方法
｢写しの交付について」の指定日 ・指定場所での実施

減額(免除）

を求める写

しの交付手

手料の額

2,000円

減額(免除）

が認められ

ない理由等

生活保護法（昭和25年法律144号）第11条第1項第各号（種類）に掲げ
る扶助を受けていることを証明する書面の提出がありません。

※連絡担当者 審判○部第O部門 S 電話 00 - 0000 - 0000 内線 000

177号様式
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

目 次

ジ
２
３
３
３
３
４
４
４

一
一
一
一
一
一
一
一
一

ぺ
３
３
３
３
３
３
３
３

1 原処分庁から証拠として提出された申告書、請求書、届出書等及びその添付書類の写し
（1） 請求人の申告書等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘

【1－1－1】請求人の申告害等の第三者情報（原則マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ，

【1－1－2】申告書等の税務署整理欄（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． .

【1－1－3】申告書等の職員IDの印字（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ .

（2） 第三者の申告書等． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【1－2－1】閲覧等請求人以外の相続人が閲覧等請求人とは別に提出した｢相続税の申告書」 （全部ﾏｽｷﾝグ）

【1－2－2】推計課税事件における同業者の決算書（全部マスキング） ・ ・ ・ ・

2課税処分に係る決議書等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ．

【2－1－1】課税処分の決議書等（マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ．

【2－1－2】相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書（控用） （一部マスキング）

４
５
５

－
一
一

３
３
３

3 帳簿、請求書、契約書等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（1） 請求人保有の帳簿等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．

【3－1－1】原処分庁から提出される「請求人保有の帳簿等（の写し） 」 （ﾏ.スキングなし）

【3－1－2】請求人から新たに提出される「請求人保有の帳簿等」 （原則マスキングなし）

【3－1－3】請求人から新たに提出される「請求人保有の手帳等」 （一部マスキング）
（2） 第三者の帳簿及び原始記録等． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【3－2－1】原処分庁から提出される「取引先･関係先の帳簿及び原始記録等」 （一部マスキング）

【3－2－2】取引先・関係先から新たに提出される「取引先・関係先の帳簿等」 （一部マスキング）

５
６
６
６
６
６
６
７

－
一
一
一
一
一
一
－

３
３
３
３
３
３
３
３

4聴取書等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（1）請求人からの聴取書等． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【4－1－1】請求人が回答者である「質問応答記録書」 （マスキングなし） ． ．
【4－1－2】調査報告書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（2） 第三者からの聴取書等． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【4－2－1】取引先･関係先から聴取した｢不開示とすることを条件に作成された調査報告書」 （全部ﾏｽｷﾝ ）
【裁判例】昭和49年10月22日大阪地裁判決（月報20巻13号） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

７
７
７
７
８
８
８

－
一
一
一
一
一
一

３
３
３
３
３
３
３

5反面調査資料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ． ．． ． ． ． ． ．

【5－1－1】請求人の｢預貯金等の取引履歴｣等が添付された銀行からの回答文書(一部マスキング）
８
９
－
－
３
３

6 その他の証拠等． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（1） 基本的な個人課税関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－1－1】個人調査決議書（一部マスキング） ． ． ・ ・ ・ ・ ・

【6－1－2】消費税及び地方消費税の決議書明細､課税期間別追徴税額の明細書
【6－1－3】源泉所得税調査簿（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ．

０
０
０
１
１

１
１
１
１
１

－
一
一
一
一

３
３
３
３
３

、 ■ ● ● ● ● ●

(マスキングなし）
I ● ● ● ● ● ●

目次－1



第3章マスキングすべき箇所についての考え方

ジ
ー
２
２
３
４
４
５
５
５
５
７
８
８
９
０
０
０
１
１
１
１
３
３
３
４
４
４
５
６
６
７

一
Ｊ
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
訓
丑
丑
丑
丑
丑
丑
丑
丑
丑
Ｅ
Ｅ
Ｅ
２
２
２
２
２

ぺ
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

【6－1－4】源泉所得税調査事績書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－1－5】調査手続チェックシート （本表） （マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ． ．

【6－1－6】預り証（マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

(2) 基本的な法人課税関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． .

【6－2－1】法人税決議書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－2－2】復興特別法人税決議書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－2－3】消費税及び地方消費税の決議書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－2－4】源泉所得税の本税徴収･加算税賦課決定決議書付表(その1、その2） （マスキングなし）

【6－2－5】現物確認チェック表（法人税調査用） （一部マスキング） ・ ・ ・ ・

【6－2－6】輸出物品販売場許可申請チェック表（マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ．

(3) 基本的な調査課関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－3－1】法人税決議書第1表（調査課様式） （一部マスキング）・ ・ ・ ・ ・

【6－3－2】調査経過等の報告書及び調査経過書その1 （一部マスキング） 。 ．

【6－3－3】消費税及び地方消費税の非違内訳書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・

は） 基本的な資産課税（相続税）関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－4－1】相続税の更正・決定決議書及び加算税の賦課決定決議書（一部マスキング）

【6－4－2】相続税実地調査事績書兼非課税申告是認決議書（一部マスキング）

【6－4－3】相続税調査（処理）事績書（付表）取得財産等合計表（マスキングなし）

【6－4－4】相続税調査（処理）事績書（付表）財産明細表（マスキングなし）

【6－4－5】税務調査の実施のお知らせ（マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－4－6】相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税省略決議書（一部マスキング）

(5) 基本的な資産課税（譲渡所得）関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－5－1】平成○年分譲渡所得実地調査書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－5－2】譲渡所得反面調査事績回報書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【6－5－3】平成○年分譲渡所得納税相談申告審理事績書（一部マスキング） ・

【6－5－4】資産の取得時期等照会書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．

【6－5－5】譲渡物件の現地確認事績（依頼）書（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・

【6－5－6】取得価額引継整理票（一部マスキング） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

(6) 基本的な間接諸税関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．

【6－6－1】間接諸税の調査決議書（第5表を除く） （一部マスキング） ・ ・ ・

【6－6－2】印紙税不納付等事実調査書（マスキングなし） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ .
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【7－2－1】納付誓約書（マスキングなし） ・ ・ ・

(3) その他関係書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【7－3－1】一件別徴収カード（一部マスキング）

【7－3－2】財産調査関係書類（一部マスキング）
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【裁判例】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1 審査請求人の書類等閲覧請求の拒否と手続上の利益（東京地裁平成4年3月18日判決）

2 行政不服審査法33条2項にいう 「正当な理由」の意義（大阪高裁昭和50年9月30日判決）

3 閲覧拒否の正当な理由の要件（大阪地裁昭和44年6月26日判決） ・ ・ ・ ・ ．

4所得調査書の閲覧請求と要約書の閲覧（大阪高裁昭和54年1月26日判決） ．

5 所得調査書を対象とする閲覧請求と閲覧拒否の正当な理由（東京高裁昭和59年11月20日判決）
【学説等】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1 平成28年改訂「国税通則法精解」 1125ページ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2金子宏「租税法第22版」 1022ページ（弘文堂、平29） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3 南博方「税務争訟の理論と実際」 88．89ページ（弘文堂、昭55） ・ ・ ・ ・ ．
（1） 閲覧許可の時期・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・
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担当審判官において通則法第97条第1項第2号の規定による提出を求めることが相当でない書類について
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

本章は、閲覧等の請求の対象になると見込まれる典型的な文書について、実例に基づ

き、 「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」及び「その他正当な理由があ

るとき」に該当する箇所についての原則的な考え方を示した上で、必要に応じて参考裁

判例及び参考学説を付加したものである。

ところで、マスキングすべき箇所については、個々の事件の内容等により異なってく

るものであり、一律に定まるものではない。

（参考）マスキング箇所の判断基準に関する裁判例

「閲覧拒否を正当化する『正当な理由』とは、審査請求人等の閲覧請求権と閲覧を

許可することによって生ずると予想される審査請求人等以外のものの利益の侵害とを

調整する概念として理解すべきである。 」 （大阪地裁昭和44年6月26日判決）

したがって、マスキングすべき箇所については、事件によって本章で示す例とは必ず

しも合致しないケースも生じ得る。

以上を踏まえ、閲覧等の請求への対応に当たっては、基通97の3－3に該当する場合

を除き、提出人等に対して、閲覧等を拒否すべき理由の有無、マスキング箇所について

の意見を確実に聴取し、特に閲覧等に供することに難色が示された場合には、その点も

十分考慮してマスキングを施す箇所の判断を慎重かつ適切に行う必要がある （第3章3

－8ページ裁判例参照） 。

なお、本章で示す考え方は、閲覧等請求人が、請求人や原処分庁である場合を前提と

して作成したものであるから、参加人が閲覧等請求人であるような場合には、マスキン

グすべき箇所も本章で示す例とは異なってくることに留意する必要がある。

駐） 本文中の【○一○一○】は、以下「項番」 といい、その表示内容は次の要領で記

載している。

（例） 【4－1－1】 【4聴取書等一(1) 請求人からの聴取書等一 (1)の1番目】

｜ 【参考】

' 1 行政不服審査法（以下、本参考において「行審法」 という。 ）における「第三者の｜

｜ 利益を害するおそれがあると認めるとき」 とは､第三者のプﾗｲバｼｰを侵害するお｜
｜ それがあるとき（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下、本参考に｜

｜ おいて「個人情報保護法」 という。 ）第14条第2号に該当）や、第三者の営業秘密を｜

｜ 漏洩するおそれがあるとき （同条3号に該当）等である。 「その他正当な理由がある｜

｜ とき」 とは、監査の手法等が明らかになり当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ’

’ れがあるとき （同条7号に該当）等である （宇賀克也「行政不服審査法の逐条解説｜
｜ （有斐閣） 」 ）

' 2 行審法における「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な｜

｜ 理由があるとき」に関し、対象とする証拠書類等の中に、第三者の個人識別情報が含｜

｜ まれている場合や、閲覧等により、行政機関が行う事務の性質上、当該事務の適正な｜

｜ 遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている場合などが該当する。 これらのI

情報は、個人情報保護法第14条各号に規定する不開示事由に該当するものでもある

(総務省行政管理局「逐条解説行政不服審査法平成27年4月」 ） 。

なお、 この点、総務省は、行審「法第38条第1項の「第三者の利益を害するおそれ

があると認めるとき、その他正当な理由があるとき」に該当する情報は、個人情報保
’－－－－－－－‘.．一一一一一一‘■D－‘■■ ‘■■一一‘■■－■■一一‘■D－－－－－－－－－．■＝－－－一一一一一一一一一．ﾛ｡ ！■■－‘■■ ‘■■－－－－－－－－．■一一一一一一一一一一一－－－－－－－－－－1－－－－1－1－1－1－－1－1－1－・ﾛ■－1
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

護法第14条各号に規定する不開示事由に該当するものでもあると承知しているが、閲
1

1

｜ 覧等の求めが、審査請求人等が審査請求の審理において適切に主張・立証することが’

｜ できるよう、その手続的権利を保障する観点から認められることに鑑みれば（総務省｜

I 行政管理局「逐条解説行政不服審査法平成27年4月」 ） 、両者の範囲の外延は必｜

｜ ずしも一致するものではなく、審理員が審理に必要と認める場合には、個人情報保護I

法の不開示事由に該当すると認められる情報であっても、行審法第38条の閲覧等を認｜

める場合があり得ると考えて差し支えないかご教示願いたい。 」旨の照会に対し、 I

｢審理員の判断でお示しのような場合はあり得ると考えられる。 」旨回答している。
’一一一一一一一一一---一一､一一一､=一一一一.--.--.一一一一.一.一一一一－"-.一一一一一一一一一一一一一一一一一鹿鹿草画草堂一一一一一一一一一一一一一一.一一一一一一一一一.一一一一戸再一一＝一一＝－．一一一一一一一一一．一一一一・一一一一一一－1

1 原処分庁から証拠として提出された申告書、請求書、届出書等及びその添付書類の

写し

原処分庁から証拠として提出された申告書、請求書、届出書等及びその添付書類

（以下「申告書等」 という。 ）の写しが、処分の理由となった事実を証する書類とし

て提出される。

《主な申告書等一覧》

税
目 証拠書類等の名称

平成○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書

平成○年分収支内訳書

１
》
２
岬
３
冊
４
岬
５
冊
６
酔
７
‐
《
８

平成○年分所得税青色申告決算書

所
得
税

死亡した者の平成○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

所得税の青色申告承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出（変更届出） 害

所得税の棚卸資産の評価方法（減価償却資産の償却方法）の届出書

平成○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書（分離課税用）ｑ
紬
、譲

渡
所
得

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

平成○年分保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書1l

平成○年分譲渡所得の内訳書２
四
３

１
輌
１ 買換（代替）資産の明細書

平成0年0月0日から平成0年0月0日までの事業年度分の法人税及び地方法人税の確定申告書４
』
５
》
６
四
７
皿
８

１
唖
１
輯
１
畑
１
ｍ
１

法
人
税

平成0年0月0日から平成0年0月0日までの課税事業年度分の復興特別法人税の確定申告書

欠損今の繰戻しによる還付請求書

適用額明細書

法人事業概況説明書、会社事業概況書（調査課）

平成○年分贈与税の申告書1q

合H

20

相
続
税
等

.....□』．._相続税の申告書

相続時精算課税選択届出書21

q－ワ
u合
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平成0年0月0日から平成0年0月0日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書ワワ
ノ』／』

消費税の異動届出書消
費
税

ワQ
ムリ

24 消費税課税事業者選択（不適用）届出害

消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書

消費税課税期間特例選択（変更）届出書

ワ医
ムリ

26

平成○年0月分印紙税納税申告書（書式表示用） 、平成○年度分印紙税納税申告書（一括納付用）

平成○年○月分（たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税及び地方揮発油税、航

空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、電源開発促進税）納税申告書

７
－
８

２
》
２

間
接
諸
税

ロロ■■■■■寺■■■■T■■課税標準数量及び税額計算書

印紙税不納付等事実申出書

９
岬
０
－
１
蝿
２

２
》
３
缶
３
》
３

印紙税書式表示承認申請書、印紙税一括納付承認申請書

揮発油税特定石油化学製品の移出数量等報告書

更正の請求書共
通

33

34 再調査の請求書

(1) 請求人の申告書等

【1－1－1】請求人の申告薑等の第三者情報（原則マスキングなし）

請求人の申告書等は、請求人作成に係る書類であるところ、請求人により請求人

以外の第三者情報も記載されているが、 これらの第三者情報は、閲覧等請求人であ

る請求人の知り得ている情報である。

また、請求人は、 自身が相続税の申告書等の共同提出者の1人であり、相続人間

で争いのない者であれば、他の相続人の情報も知り得る立場にある。

したがって、上記のような場合、請求人の申告書等の閲覧等の請求に対しては、

上記第三者情報や他の相続人の情報についてマスキングを施すことなく閲覧等に供

することになる。

性）相続人全員の署名･押印がされた｢死亡した者の平成一年分の所得税及び復興特別

所得税の準確定申告書付表（兼相続人の代表者指定届出書） 」が提出されている

場合には、閲覧等請求人以外の相続人に係る 「印影」及び「7 還付される税金

の受取場所」欄にマスキングを施すことに留意する （第4章4－1ページ参照） 。

【1－1－2】申告書等の税務署整理欄（－部マスキング） （第4章4－2及び4－4

ページ参照）

所得税確定申告書の税務署整理欄の「A」欄（平成21年6月以前のものは「K」

欄を含む。 ）及び贈与税の税務署整理欄の「処理」欄は、原処分庁所属の職員が申

告書の事務処理に必要な符号等を記載するものである。

したがって、上記各欄は、当該部分を閲覧等に供すると税務行政の適正な遂行に

支障を来すおそれがあることから、 「その他正当な理由があるとき」に該当するこ

とになるので、 当該各欄には一律にマスキングを施した上、閲覧等に供することに

なる。

【1－1－3】申告書等の職員IDの印字（－部マスキング) (第4章4-5ページ

3－3



第3章マスキングすべき箇所についての考え方

参照）

e-Tax利用者の申告書のフッター部分の職員IDの印字は、セキュリティー上の

問題等から、閲覧等に供すると税務行政の適正な遂行に支障を来すおそれがあるこ

とから、 「その他正当な理由があるとき」に該当することになるので、当該IDの

印字にはマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

(2) 第三者の申告書等

【1－2－1】閲覧等請求人以外の相続人が閲覧等請求人とは別に提出した「相続税

の申告書」 （全部マスキング） （第4章4－6ページ参照）

閲覧等請求人以外の相続人が閲覧等請求人とは別に提出した「相続税の申告書」

については、その申告内容を含め、その提出の事実自体、閲覧等請求人は知り得な

い第三者情報というべきである。

これを閲覧等に供することは、 「第三者の利益を害するおそれがあるとき」に該

当することになるので、 申告書（証拠説明書、証拠書類等目録及び帳簿書類等留置

目録における標題の表示も含む。 ）全てにマスキングを施した上、閲覧等に供する

ことになる。

ただし、閲覧等請求人が、上記「相続税の申告書」 と具体的に指定してその閲覧

等を求めてきた場合、担当審判官は、上記「相続税の申告書」の提出の有無も含め、

上記閲覧等の請求には応答できない旨の説明を行い、その経過等について記録した

「調査事績書（149号） 」を作成する。

【1－2－2】推計課税事件における同業者の決算書（全部マスキング）

同業者比率法による推計課税事件における同業者の決算書は、閲覧等請求人以外

の第三者情報が記載された書類であり、 これを閲覧等に供することは、 「第三者の

利益を害するおそれがあるとき」に該当することになるので、その全てにマスキン

グを施した上、閲覧等に供することになる。

課税処分に係る決議書等

課税処分に係る決議書等（以下「決議書等」 という。 ）は、課税処分の送達年月日、

2

新たに納付すべき税額、処分の理由等が記載された書類であり、原処分庁からその写

しが提出される。

なお、当該決議耆等は、審査請求が適法に行われているか否かの形式審査の資料と

しても活用することになる。

《主な決議書等一覧》

税
目

証拠書類等の名称

平成○年分所得税及び復興特別所得税の更正決議書１
冊
２
冊
３

所
得
税

平成○年分所得税及び復興特別所得税の加算税の賦課決定決議書

加重分等の過少申告加算税がある場合の過少申告加算税の税額の計算書

加算税の基礎となる税額の計算書4

3-4
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源泉所得税の本税徴収・加算税賦課決定決議書所
得
税

Ｆ
Ｄ
皿
（
ｂ
》
７
‐

青色申告の承認申請の（承認、却下）

青色申告の承認取消し通知書

通知書

法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書

法人税の加算税の賦課決定通知書

８
皿
９

Ⅱ

地方法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書
角

地方法人税の加算税の賦課決定通知書

法
人
税

10

１
皿
２
》
３
》
４

１
ｍ
１
唖
１
脚
１

復興特別法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書

復興特別法人税の加算税の賦課決定通知書

青色申告の承認申請の承認（却下、取消）決議書

消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書消
費
税

15

16 消費税及び地方消費税の加算税の賦課決定通知書

相
続
税
等

平成○年分贈与税の更正決議書及び加算税の賦課決定決議書

相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書（控用）

７
岬
８

１
邸
１

○○税の更正又は決定及び加算税賦課決定通知書９
四
０
唾
’

’
四
２
型
２

間
接
諸
税

○○税加算税賦課決定通知書

印紙税の過怠税賦課決定通知書及び納税告知書

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

更正の理由書

処分の理由書

修正申告等について

物件の留置きに当たって

不服申立て等について

再調査決定書

型
一
邪
一
鯉
一
距
一
沁
一
”
｜
犯

共
通

【2－1－1】課税処分の決議書等（マスキングなし）

当該決議書等は、請求人に送達又は交付された通知書等と同一の内容であることか

ら、閲覧等の請求があった場合については、マスキングを施すことなく閲覧等に供す

る。

【2－1－2】相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知薑（控用） （－部マスキ

ング） （第4章4－8ページ参照）

当該決議書等の整理番号は、原処分庁所属の職員が、閲覧等請求人にとっては第三

者に当たる被相続人に係る事務の必要上記載したものであり、閲覧等に供すると税務

行政の適正な遂行に支障を来すおそれがあることから、 「その他正当な理由があると

き」に該当することになるので、当該整理番号にはマスキングを施した上、閲覧等に

供することになる。

3 帳簿、請求書、契約書等

帳簿、請求書、契約書等（以下「帳簿等」 という。 ）は、①原処分庁から処分の理

由となる事実を証する証拠書類等として、その写しが提出されるほか、②審査請求時

n 『ー
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に請求人から、また、③担当審判官における提出要求により、請求人の取引先・関係

先から、新たな帳簿等（の写し）が提出されることがある。

(1) 請求人保有の帳簿等

【3－1－1】原処分庁から提出される「請求人保有の帳簿等（の写し） 」 （マスキ

ングなし）

原処分庁から提出される「請求人保有の帳簿等（の写し） 」は、請求人の取引

先・関係先等第三者の氏名、法人名、取引金額、取引内容、 口座番号等の第三者情

報も記載されている。

これらの第三者情報は、請求人自ら作成した帳簿等に記載されているもの又は取

引先・関係先から請求人が交付を受けた帳簿等に記載されているものであり、請求

人が知り得ている情報であるから、請求人に対してはマスキングを施すことなく、

閲覧等に供することになる。

【3－1－2】請求人から新たに提出される「請求人保有の帳簿等」 （原貝llマスキン

グなし）

請求人から新たに提出される「請求人保有の帳簿等」は、請求人から原処分段階

や再調査の請求段階では提出されず、審査請求段階に至って初めて請求人から提出

されるものであるから、請求人に閲覧等に係る意見を求めることになる。

この場合、通常当該書類には争点外事項（第三者である取引先・関係先の氏名、

法人名、取引金額、取引内容、 口座番号等）に当たる第三者情報が記載されている

ものの、その内容は請求人の業務に関するものであることに照らすと、上記意見の

求めに対する回答は、およそ「第三者の利益を害するおそれ」はない旨であること

が見込まれるので、そのことを前提にすると、第三者情報についてマスキングを施

すことなく、閲覧等に供することになる。

【3－1－3】請求人から新たに提出される「請求人保有の手帳等」 （一部マスキン

グ） （第4章4-g"､:-ジ参照）

請求人から新たに提出される「請求人保有の手帳」等は、原処分段階や再調査の

請求段階で提出されず、審査請求段階で初めて提出されるものである。

この場合、通常「請求人保有の手帳」等には、争点や争点関連事項のほか、請求

人のプライベートな事項等も混然一体となって記載されている。

したがって、 「請求人保有の手帳」の場合は、請求人に対して閲覧等を拒否すべ

き理由の有無、マスキング箇所についての意見を確実に聴取し、閲覧等に供するこ

とに強い難色が示された場合には、その点を十分考慮の上、 「第三者の利益を害す

るおそれ」又は「その他正当な理由があるとき」に該当するものとして、マスキン

グを施す必要があるか否かの判断を慎重かつ適切に行う必要がある。

(2) 第三者の帳簿及び原始記録等

【3－2－1】原処分庁から提出される「取引先。関係先の帳簿及び原始記録等」

（一部マスキング） （第4章4－10ページ参照）

原処分庁から提出される「取引先・関係先の帳簿及び原始記録等」は、原処分庁

所属の職員が、請求人の取引先・関係先に対する調査を実施することにより収集し
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た書類、帳票類である。

当該帳簿及び原始記録等の記載内容は、基本的に請求人以外の第三者である取引

先・関係先の営業上の秘密に属する第三者情報が含まれており、それらは「第三者

の利益を害するおそれがあるとき」に該当するので、担当審判官が審理を行うため

必要があると認めた部分を除き、マスキングを施した上で閲覧等に供することにな

る。

なお、提出者である原処分庁に対して、マスキング箇所についての意見の聴取を

行い、その結果、担当審判官が必要と認めた場合、上記帳簿等の作成者である取引

先・関係先に対しても、請求人に対する閲覧等を拒否すべき意見の有無、マスキン

グ箇所についての意見を直接聴取することはできる。

その結果、上記取引先・関係先から閲覧等に供することに強い難色が示された場

合には、その点を十分に考慮してマスキングを施す箇所（全部マスキングとなるこ

ともあり得る。 ）の判断を慎重かつ適切に行う必要がある。

【S-2-2】取引先・関係先から新たに提出される「取引先・関係先の帳簿等」

（一部マスキング）

取引先・関係先から新たに提出される「取引先・関係先の帳簿等」は、担当審判

官が、審理を行うため必要があると判断した場合に、請求人の取引先・関係先から

提出を受けるものである。

当該帳簿等については、多くの場合、その大半が「第三者の利益を害するおそれ

があるとき」 （例えば、請求人以外の第三者の氏名、法人名、取引金額等の守秘義

務によって保護されるべき第三者情報）に該当することになるので、その閲覧等に

際しては当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

なお、マスキングすべき箇所についての考え方については、 【3－2－1】参照。

聴取書等

聴取書等は、調査担当職員が請求人又は取引先・関係先からの聴取事項を記載した

書であり、原処分庁から処分の理由となった事実を証する証拠として、その写しが

4

文書であり、

提出される。

(1) 請求人からの聴取害等

【4－1－1】請求人が回答者である「質問応答記録書」 （マスキングなし）

質問応答記録書は、 「調査関係事務において必要がある場合に、質問検査の一環

として、調査担当職員が納税義務者等に対し質問し、それに対し納税義務者等から

回答を受けた事項のうち、課税要件の充足性を確認する上で重要と認められる事項

について､その事実関係の正確性を期するため、その要旨を調査担当者と納税義務

者等の質問応答形式等で作成する行政文書」であるとされている。

請求人が回答者である「質問応答記録書」は、その内容を、回答者（請求人）に

読み聞かせ、誤りのないことを確認した書類であることから、マスキングを施すこ

となく、閲覧等に供することになる。

【4－1－2】調査報告書（一部マスキング） （第4章4－11ページ参照）
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

調査報告書は､ ． 「調査関係事務において必要がある場合に、質問検査の一環とし

て、調査担当職員が納税義務者等に対し質問し、それに対し納税義務者等から回答

を受けた事項のうち、課税要件の充足性を確認す．る上で重要と認められる事項につ

いて、その事実関係の正確性を期するため、その要旨を記録し、統括官等（必要に

応じて、署長又は副署長）に報告するために作成する行政文書」であるとされてい

る。

当該報告書のうち、請求人との応答内容を記録した部分については、請求人の知

り得る情報であることから、マスキングを施すことなく、閲覧等に供する。

ただし、当該報告書に原処分庁の調査方針や調査手法が記載されている箇所があ

れば、当該箇所は、 「その他正当な理由があるとき」に該当するため、マスキング

を施した上、閲覧等に供することになる。

(2) 第三者からの聴取害等

【4－2－1】取引先・関係先から聴取した「不開示とすることを条件に作成された

調査報告書」 （全部マスキング）

取引先・関係先から聴取した「不開示とすることを条件に作成された調査報告

書」 とは、取引先・関係先が請求人に対し聴取内容を漏らさないことを特に条件に

したなどの特段の事情があり、あるいは、 これを請求人の閲覧等に供することに強

い難色を示した場合の「調査報告書」を指す。

上記のような事情のある当該報告書について、請求人から閲覧等の請求があった

場合、担当審判官は、 「第三者の利益を害するおそれ」又は「その他正当な理由が

あるとき」に該当することを理由に閲覧等を拒むことになるので、その書面全部に

マスキングを施すことになる。

性）担当審判官は、原処分庁に対する質問検査により上記特段の事情を認識した

場合は、請求人へ反論・反証の機会を与える手続を保障する法97条の3の趣旨

及び目的に照らし、原処分庁に対して他の客観的な証拠による立証を求めるか、

あるいは、取引先・関係先に質問・検査を実施し、事実を認定するなど、事件

の内容に応じた対応を採ることになる。

【裁判例】昭和49年10月22日大阪地裁判決（月報20巻13号）

審査請求人が処分の理由となった事実を証する書類等を請求したところ、審査庁

は所得税の更正・加算税賦課決定決議書と異議申立決定決議書の閲覧を許可した

が、その他の書類については、第三者の利益を害するおそれがある事項または税務

行政執行上の機密にわたる事項の記載があるとの理由で閲覧を拒否したことが認め

られるところ、証人である原処分庁職員の証言によれば、 閲覧を拒否した書類は原

の阿郷に

のであり、 ノ又直 ？）不十-E

三圧守男j情0 泡|寛乞ごfEｺﾉⅢ‐目一言VzI妃1房

んだことに正当な理由があったということができ、 閲覧拒否に違法はない。

反面調査資料

反面調査資料は、調査担当職員が請求人の取引先や金融機関に対して、請求人との

5

取引について実地による反面調査で収集した資料又は照会に対する回答を記載した文
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

書であり、原処分庁から処分の理由となる事実を証する書類として、その写しが提出

される。

【5－1－1】請求人の「預貯金等の取引履歴」等が添付された銀行からの回答文書

(－部マスキング）

請求人の「預貯金等の取引履歴」等が添付された銀行からの回答文書は、請求人の

預貯金等の取引履歴のほか口座残高などの書類が添付されたものである。

回答文書には銀行担当者の署名押印がされており、その担当者の氏名、印影、電話

番号等は、 「第三者の利益を害するおそれがあるとき」に該当する。

また、回答文書中の、例えば、 「コピーを取る際に写った他人の口座番号等、摘要

欄、出金欄、入金欄の各表示」 、 「銀行における事務処理のための当該銀行固有の顧

客番号、預入番号、取引コード等の文字」は、 「第三者の利益を害するおそれがある

と認めるとき」又は「その他正当な理由があるとき」に当たる場合もあるため、その

場合は、当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

q

b
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

6 その他の証拠等

前記1から5までの書類等のほか、国税庁「個人課税・法人課税・調査課・資産課

税・間接諸税事務提要」 （事務運営指針）に定められている書類が証拠として提出さ

れ、請求人から当該書類を特定して閲覧等の請求がされることも想定される。

そこで、以下、 当該書類についてのマスキングすべき箇所の考え方を示す。

なお、 当該書類のうち、前記1から5までにマスキングすべき箇所の考え方を示し

た書類及び各事務系統で重複する書類については、例示を省略している。

(1) 基本的な個人課税関係書類

書 類 名 項番 ｜参考資料2

重要事案審議会審議表の写し

個人調査決議書（一号用紙）

争点整理表

調査結果の説明書

對
白
一
畳
鐸
田
鐸
恥
伽

１
唖
２
》
３
岬
４

6－1－］

③■｡｡｡■｡●甲｡｡｡｡■｡■③■■■■■■■■■■■申■■■■■■■■■■■■■■■■■■－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■BB“｡■■B■■■■■■■■■■■■■■■｡｡｡｡■｡｡■

個人調査事績チェックリスト５
》
６
背
ふ
８
》
９
》
、
》
皿
》
皿
》
咽
》
皿
》
咽
》
旧
Ⅳ

個人調査決議書（二号用紙・三号用紙）

青色決算書等

１
１
》
１
２
１

１
１
》
１
１
１

６
１
》
４
４
２

質問応答記録書

調査報告書

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書（決裁用）

修正申告等について（控用）

物件の留置きに当たって・不服申立て等について（控用）

１
１

１
１

２
２

消費税及び地方消費税の決議書明細 ２
２

１
１

６
６課税期間別追徴税額の明細書

源泉所得税チェック表兼入力表

義務者管理情報入力結果リスト

源泉所得税調査簿

源泉所得税調査事績書

源泉所得税の本税徴収加算税賦課決定決議書

４
》
４

辻
か
辻
〈

6-1-3

6－1－4

2－1－1

6－1－5

18

1Q
上四

20

21

22

個2着眼事項等兼チェックシート

調査手続チェックシート

預り証 6－1－6

【6－1－1】個人調査決議書（－部マスキング） （第4章4－12ページ参照）

個人調査決議書一号用紙は、調査担当職員が所得税・消費税の調査事績を記載し

て、原処分庁の所属長等の決裁を受ける際の書類であり、所得税の調査額及び加算

減算の内訳や消費税の調査額及び非違の内訳などが記載されている。

当該決議書の二号用紙は、所得税の売上金額、経費の科目ごとの調査額などが記

載されている。

当該決議書の三号用紙は、調査額計算の過程・推計方法などが記載されている。
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

事案の内容に応じてほかに四号から九号用紙までが作成されている場合もある

が、いずれの書類も所得金額や税額などの計算根拠の詳細が記載されている。

一号用紙の「調査区分」及び「調査総日数」欄は、閲覧等に供すると税務調査

の適正な遂行に影響を及ぼす可能性があり、 「その他正当な理由があるとき」に

該当することから、該当箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することにな

る。

【6－1－2】消費税及び地方消費税の決議害明細､課税期間別追徴税額の明細書

(マスキングなし）

消費税及び地方消費税の決議書明細は、調査担当職員がKSKシステムに入力し

た事績について、その入力内容を確認するために作成する書類であるが、①消費税

に係る課税標準額、控除税額、納付税額、②地方消費税に係る課税標準となる消費

税額、納付譲渡割額、③過少申告加算税及び重加算税など計算根拠の詳細が記載さ

れており処分額を検証するために有用である。

課税期間別追徴税額の明細書は、調査担当職員が前記【6－1－1】個人調査決議

書一号用紙の決裁を受けるための参考書類であり、原処分庁において消費税に係る

非違の内容、追徴税額、不正額などを詳細に記載したものである。当該明細書は、

処分額を検証するために有用であり、税務調査の適正な執行に影響を及ぼすマスキ

ングすべき「その他正当な理由があるとき」の該当箇所がないから、いずれの書類

もマスキングを施すことなく、閲覧等に供することになる。

【6_1ー3】源泉所得税調査簿(一部マスキング） （第4章4－13ページ参照）

源泉所得税調査簿は、調査担当職員が徴収義務者の源泉所得税の納付状況等を確

認するための書類であり、納付税額や納付年月日など納付の事実を確認するために

有用である。

当該調査簿の「源泉組織区分」 、 「新規原因・除外原因・態様区分」 、 「加入団

体」 、 「直前調査」 、 「実況区分」及び「説明会コード」欄は、閲覧等に供すると、

税務調査の適正な遂行に影響を及ぼす可能性があることから 「その他正当な理由が

あるとき」に該当するため、該当箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供するこ

とになる。

【6ー’－4】源泉所得税調査事績書(一部マスキング） （第4章4－14ページ参照）

源泉所得税調査事績害は、調査担当職員が源泉所得税の調査事績を記載して、原

処分庁の所属長等に決裁を受ける際の書類であるが、原処分庁において判断した源

泉所得税の課税漏れ支給人員・金額、追徴本税額、不納付加算税額、重加算税額な

どの詳細が記載されており、処分額を検証するために有用である。

当該事績書の「調査日数」 、 「組織区分」 、 「調査区分」 、 「その他指導区分」 、

「局コード」 、 「非違区分」 ．､ 「非違整理欄」 、 「源泉実地調査整理欄」及び「郵

便局依頼欄」の欄は、閲覧等に供すると、税務調査の適正な遂行に影響を及ぼす可

能性があることから「その他正当な理由があるとき」に該当するため、該当箇所に

マスキングを施した上、閲覧等に供することになる。
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

【6－1_5】調査手続チエックシート （本表） （マスキングなし） （第4章4－15

ページ参照）

調査手続チェックシート （本表）は、調査担当職員が実地調査着手前の手続、現

況調査、提出物件の留め置きなど、各調査手続の履行状況を時系列で記載し、担当

統括官等に確認を受ける書類である。

請求人が調査手続の違法性を主張した事件において、原処分庁の調査手続等が適

法に行われたか否かを検証するために有用である。

調査手続チェックシート （本表）には、税務調査の適正な遂行に影響を及ぼすマ

スキングすべき「その他正当な理由があるとき」の該当箇所がないから、マスキン

グを施すことなく、閲覧等に供する。

なお、第4章4－15ページの様式と異なる調査手続チェックシートの場合は、個

別にマスキングの要否等について検討することになる。

【6－1－6】預り証(マスキングなし）

預り証は、調査担当職員が請求人の帳簿等の物件の留め置きをした事実を証する

書類である。

原処分庁が帳簿等の物件を留め置くに当たって、無断で帳簿等が留め置かれたな

どの主張がある事件については、その事実の存否を検証するために有用である。

当該書類は、請求人に対して、一度は交付された書類であることからマスキング

を施すことなく、閲覧等に供する。

I
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

(2) 基本的な法人課税関係書類

書

決議書への編てつ対象書類

類 名
参考資料2項番

法人税決議書第1表

更正の請求書・欠損金の繰り戻しによる還付請求書等

事業年度別増減差所得金額の明細表

法人税決議書第2表から第4表

１

１

１

－

１

２
１
《
２
岬
２

６

１

６

》

６

１
》
２
》
３
》
４
》
５
《
６
》
７
》
８
－
９
－
ｍ
》
皿
》
咽

調査結果の説明書（法人税） 共3

法人税等の加算税の賦課決定通知書 １
１
１

１
１
１

２
２
２

通知書及び加算税の賦課決定通知書法人税額等の

更正の理由書 (法人税）

処分の理由書（法人税） 2－1－1

法人税決議書第5表以下 6－2－1

2－1－1青色申告の承認申請（却下、取消）決議書

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書（法人税）

復興特別法人税決議書

１
２
１
１
１

１
２
１
１
１

２

６

２

２

２

旧
一
皿
一
岨
一
焔
一
Ⅳ
一
昭
岬
旧
伽
加
一
ｍ
一
浬
一
銅
一
鯉
一
泌
一
妬
一
町
》
犯
一
羽
一
卯
叩
鉦
》
犯
》
羽
》
弘
一
妬
》
調

復興特別法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書

更正の理由書（復興特別法人税）

処分の理由書（復興特別法人税）

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書（復興法人税）

消費税及び地方消費税の決議書

更正の請求書等

訓
一
も
》
乱
一
毛
一
辺
》
乱

１
《
２
》
１
－
１
－
１
竺
伽
１

２
》
６
』
１
岬
６
》
６
型
酷
２

課税期間別追徴税額の明細書

消費税及び地方消費税の決議書付表

調査結果の説明書（消費税） 共3

消費税及び地方消費税の加算税の賦課決定通知書

消費税及び地方消費税更正・決定通知書並びに加算税の賦課決定通知書

更正の理由書（消費税）

2－1－1

１
１
１

１
１
１

２
２
２

処分の理由書（消費税）

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書（消費税）

源泉所得税調査事績書

源泉所得税の本税徴収・加算税賦課決定決議書
４
１
４
１
１
１
１

１
１
２
１
’
’
１
１
１

６
２
６
２
１
１
１

源泉所得税の本税徴収・加算税賦課決定決議書付表

処分の理由書（源泉所得税）

調査結果の説明書（源泉所得税）

資料情報カード （活用効果があったもの）

消費税及び地方消費税の修正申告書

共3

法1

消費税及び地方消費税の申告書、同添付書類

法人税修正申告書

適用額明細書37 1－1－1
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第3章 マスキングすべき箇所についての考え方
『

38 1法人税申告書､添付書類
決議書以外の編てつ対象書類

1－1－1 1
項番 ｜参考資料2

調査事績書

準備調査表

調査手続チェックシート

争点整理表

現物確認チェック表（法人税調査用）

預り証

物件の留置きに当たって・不服申立て等について

１
皿
２
》
３
曲
４
》
５

輝
三
錘
ぶ
こ
煙

6－1－5

岬
５
》
６
冊
１
冊
６

’
－
２
》
１
》
１
－
２

恥
６
皿
６
》
２
》
６

６
－
７
》
８
》
９
》
、
斗
皿
一
也
》
岨
》
皿

輸出物品販売場許可申請チェック表

源泉所得税チェック表

申告事績分析表

法人事業概況説明書

修正申告書等について

重要事案審議会審理表

応接簿（意見聴取用）

共4

法3

１
１

１
１

１
２

１
冊
６

辻
念
辻
〈

【6－2－1】法人税決議害（－部マスキング） （第4章4－18ページ参照）

法人税決議書第1表は、調査担当職員が法人税の調査事績等を記載して、原処分

庁の所属長等の決裁を受ける際の書類であるが、法人の所得金額若しくは欠損金額

又は法人税額若しくは還付金等の額に相当する税額の調査額等が記載されている。

当該決議書第2表は、加算税の対象となる法人税額及び賦課すべき加算税額の計

算に係る詳細が記載されている。

当該決議書第4表は、調査による否認又は認容額による所得金額の計算に係る詳

細が記載されている。

当該決議書第5表は、利益積立金額及び資本金等の額の計算に係る詳細が記載さ

れている。

申告内容等に応じて上記以外の各別表に係る決議書が作成されている場合もある

が、いずれの書類も法人の所得金額や税額などの計算根拠の詳細が記載されており

処分額を検証するために有用である。

当該決議書の第1表の「調査区分」 、 「調査方法」 、 「売上階級」 、 「調査日

数」 、 「資料収集の状況」 、 「実況区分」 、 「そ及区分」及び「局コード」欄は、

閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから

「その他正当な理由があるとき」に該当するため、該当箇所にマスキングを施した

上、閲覧等に供することになる。

【6－2－2】復興特別法人税決議書(－部マスキング） （第4章4－19ページ参照）

復興特別法人税決議書は、調査担当職員が復興特別法人税の調査事績を記載して

原処分庁の所属長等の決裁を受ける際の書類であるが、課税標準法人税額、復興特

別法人税額の調査額、増減額の内訳などの詳細が記載されており処分額の適法性を

検証するために有用である。
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

当該書類の「調査分類」 、 「調査区分」 、 「調査方法」 、 「調査日数」及び「そ

及区分」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性が

あることから 「その他正当な理由があるとき」に該当するため、該当箇所にマスキ

ングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－2－3】消費税及び地方消費税の決議書（一部マスキング） （第4章4－20

ページ参照）

消費税及び地方消費税の決議書は、調査担当職員が消費税及び地方消費税の調査

事績を記載して原処分庁の所属長等の決裁を受ける際の書類であるが、①消費税に

係る課税標準額、控除税額及び納付税額、②地方消費税に係る課税標準となる消費

税額及び納付譲渡割額、③税額の増減額の内訳などの詳細が記載されており処分額

を検証するために有用である。

当該書類の「調査区分」 、 「調査方法」 、 「調査日数」 、 「資料収集件数」 、

「そ及区分」及び「不正還付」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に

影響を及ぼす可能性があることから「その他正当な理由があるとき」に該当するた

め、該当箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－2－4】源泉所得税の本税徴収・加算税賦課決定決議害付表（その1 、その

2） （マスキングなし）

源泉所得税の本税徴収・加算税賦課決定決議書付表その1及びその2は、源泉所

得税の本税徴収・加算税賦課決定決議害の決裁を受けるための参考書類であるが、

当該付表その1は、所得者別の追徴税額の合計額などが記載されており、当該付表

その2は、所得者別の月別の追徴税額などが記載されている。

いずれの書類も源泉所得税額の計算根拠の詳細が記載されており、処分額を検証

するために有用である。

税務調査の適正な執行に影響を及ぼすマスキングすべき「その他正当な理由があ

るとき」の該当箇所がないことから、いずれの書類もマスキングを施すことなく、

閲覧等に供することになる。

【6－2－5】現物確認チェック表（法人税調査用） （－部マスキング） （第4章4－

21ページ参照）

現物確認チェック表は、調査担当者が実地調査等において現物確認調査を実施し

た場合、 日時、場所、承諾を得た者、立ち会った者、実施した物等及び保管場所へ

の返納状況、電子データの取得状況等を整理するために作成する書類である。

請求人が現物確認調査の違法性を主張した事件において、現物確認調査が適法に

行われたか否かを検証するために有用な書類である。

当該書類の「③現物確認の実施」欄は、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可

能性があることから「その他正当な理由があるとき」に該当するため、該当箇所に

マスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－2－6】輸出物品販売場許可申請チェック表(マスキングなし）

輸出物品販売場許可申請チェック表は、請求人が輸出物品販売場許可申請を提出
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

した際に、原処分庁が許可要件及び添付書類の確認を行うための書類である。

輪出物品販売場許可の適否が争点となっている事件については、当該チェック表

は添付書類とともに処分の理由を検証するのに有用である。

当該書類は、税務調査の適正な執行に影響を及ぼすマスキングすべき「その他正

当な理由があるとき」の該当箇所がないことから、マスキングを施すことなく、閲

覧等に供することになる。
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（3） 基本的な調査課関係書類

書

決議書への編てつ対象書類

類 名
参考資料2項番

法人税決議書第1表（調査課様式）

更正の請求書・欠損金の繰り戻しによる還付請求書等

6－3－1１
－
２
岬
３
》
４
岬
５
州
６
》
７
－
８

１
》
２
》
１
評
》
１

乱
一
毛
一
過
一
一
一
乱

１
》
６
出
６
》
》
２

調査経過等の報告書、調査経過書その1

法人税決議書第2～4表

調査結果の説明書（法人税）

法人税等の加算税の賦課決定通知書

共3

通知書及び加算税の賦課決定通知書法人税額等の通知書Z

更正の理由書（法人税）

処分の理由書（法人税）

１
１

１
１

２
２

9

10

11

12

13

2－1－1

法人税決議書第5表以下

青色申告の承認申請（却

１

１
１
２
１
１

２
１
１
２
１
１

６
２
２
６
２
２

F、取消）決議書

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書 (法人税）

復興特別法人税決議書

復興特別法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書哩
一
噛
一
肥
一
Ⅳ
》
旧
一
四
一
加
一
型
一
理
《
躯
峰
型

更正の理由書（復興特別法人税）

処分の理由書（復興特別法人税）

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書（復興法人税）

消費税及び地方消費税の決議書

更正の請求書等

消費税及び地方消費税の非違内訳書

消費税及び地方消費税の決議害付表

調査結果の説明書（消費税）

2－1－1

１
畳
３
部
１
恥
２
－
２

碓
叩
牙
価
咋
一
針
一
ル

２
》
６
－
１
恥
６
－
６

共3

消費税及び地方消費税の加算税の賦課決定通知書 １
１

１
１

２

２消費税及び地方消費税通知書並びに加算税の賦課決定通知書

更正の理由書（消費税）５
》
６
皿
７
》
８
－
９
》
０
》
１
冊
２

２
》
２
冊
２
》
２
皿
２
“
３
皿
３
》
３

１

１

１

１

１

１

１

１

１
１
１
１
１
１
１

１

２

２

２

１

１

１
１

１

処分の理由書（消費税）

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書（消費税）

消費税及び地方消費税の修正申告書

消費税及び地方消費税の申告書、同添付書類

法人税修正申告書

適用額明細書

法人税申告書、添付書類

決議書以外の編てつ対象書類 項番 ｜参考資料2

引継文書

申告管理表申告管理表

調1１
》
２ （兼・準備調査表）及び準備調査書

調査手続チェックシート

争点整理表

識
唾
一
一
鐸

３
岬
４

6－1－5
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預り証

物件の留置きに当たって・不服申立て等について

輸出物品販売場許可申請チェック表

属
品
６
浮
丸
８
》
９
》
岨
》
皿
斗
吃

６
皿
１
唖
６

１
岬
１
》
２

６
冊
２
冊
６

源泉所得税チェック表 共4
” ｜""｡"‘: ,弓 ” “

会社事業概況書 １
１

１
１

１

２修正申告書等について

検討会資料及び青色申告の承認の取消し要否検討表 調3

共6応接録（意見聴取用）

【6－3－1 】法人税決議書第1表（調査課様式） （一部マスキング） （第4章4－22

ページ参照）

法人税決議書第1表は、調査担当職員が法人税の調査事績等を記載して、原処分

庁の所属長等の決裁を受ける際の書類であるが、法人の所得金額若しくは欠損金額

又は法人税額若しくは還付金等の額に相当する税額の調査額等が記載されている。

当該決議書第2表には、加算税の対象となる法人税額及び賦課すべき加算税額の

計算に係る詳細が記載されている。

当該決議書第4表には、調査による否認又は認容額による所得金額の計算に係る

詳細が記載されている。

当該決議書第5表には、利益積立金額及び資本金等の額の計算に係る詳細が記載

されている。

申告内容等に応じて上記以外の各別表に係る決議書が作成されている場合もある

が、いずれの書類も法人の所得金額や税額などの計算根拠の詳細が記載されており

処分額を検証するために有用である。

当該決議書の第1表の「調査分類」 、 「調査区分」 、 「調査方法」 、 「そ及区

分」 、 「海外取引に係る増加所得等（同上のうち不正発見分） 」 、 「指令・準調・

実調・委託・発議日数」及び「実態区分」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の適

正な執行に影響を及ぼす可能性があることから 「その他正当な理由があるとき」に

該当するため、当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－3－2】調査経過等の報告書及び調査経過書その1 （－部マスキング） （第4章

4－23ページ参照）

調査経過等の報告書及び調査経過書その1は、前記【6－3－1】法人税決議書第

1表で決裁を受けるための参考書類であるが、調査経過書等の報告書は、是否認事

項が一覧できる書類であり、また、調査経過書その1は、是否認事項ごとの個々の

内容や是否認の理由等が記載された書類であることから処分の理由や処分額を検証

するために有用である。

調査経過書等の報告書の「うち不正IT調査増差」 、 「うち不正海外取引増差」

欄、調査経過書その1の「IT調査増差」 、 「海外取引増差」 、 「調査手段」及び

「不正動機」欄は、原処分庁が、今後の調査分析等のために活用するものであり、

閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから

「その他正当な理由があるとき」に該当するため、該当箇所にマスキングを施した
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

上、閲覧等に供することになる。

【6ー3_3】消費税及び地方消費税の非違内訳書(一部マスキング） （第4章4－26

ページ参照）

消費税及び地方消税額の非違内訳書は、前記【6－2－3】消費税及び地方消費税

の決議害で決裁を受けるための参考書類であるが、消費税に係る是否認項目を「連

動非違」及び「固有の非違」に区分して、 「非違税額」 、 「うち重加」の合計額な

どの詳細が記載されており処分額を検証するために有用である。

当該内訳書の「非違税額」の「うちIT調査分」及び「調査手段（固有の非

違） 」欄は、原処分庁が、今後の調査分析等のために活用するものであり、閲覧等

に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから「その他

正当な理由があるとき」に該当するため、当該箇所にマスキングを施した上、閲覧

等に供することになる。
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(4) 基本的な資産課税（相続税）関係書類

書 類 名 項番 ｜参考資料2

相続税更正・決定決議書及び加算税の賦課決定決議書

相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書（控用）

１
唾
２
岬
３
岬
４
》
５
曲
６

6－4－1

2－1－2

相続税実地調査事績害兼非課税申告是認決議書

調査結果の説明書（相続税）

２
函
崎
１
１
－
１

４
二
一
１
１
－
１

６
》
皿
２
２
》
２

共3

'

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

修正申告等について（控用）

処分の理由書

争点整理表

相続税調査（処理）

７
》
８
》
９
一
，
一
ｕ
一
皿
一
咽
一
哩
一
嘔
叩
岨

土ヒワ
／、ｰ

事績書（付表）取得財産等合計表

事績書（付表）財産明細表

３
》
４
翻
５
唖
６
畑
１

４
》
４
》
１
皿
１
坪
１

６
冊
６
》
６
冊
６
》
２

相続税調査（処理）

調査手続チェックシート

預り証

物件の留置きに当たって

相続関係図

不服申立て等について

１
－
２

相
》
相相続税資料カード兼準備調査書

税務調査の実施のお知らせ（控用） ５
》
》
６

４
－
両
４

６
唖
』
６

平成○年分総合収支調査書

相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税・省略決議書

相317

18

19

20

21

平成○年○月分相続税法第58条の規定による通知書 ４
》
５

相
一
相相続税見込事案抽出票

1－1－1相続についてのお尋ね

【6－4－1】相続税の更正。決定決議書及び加算税の賦課決定決議書（_部マスキ

ング） （第4章4－27ページ参照）

相続税の更正・決定決議書及び加算税の賦課決定決議書第1表は、調査担当職員

が相続税の調査事績等を記載して、原処分庁の所属長等に決裁を受ける際の書類で

あるが、取得財産の価額、債務及び葬式費用の金額、納付税額、加算税等の調査額

などが記載されている。

事案に応じてほかに当該決議書の第2表から第10表までが作成又は記載されてい

るが、いずれの書類も相続税の取得財産の価額や税額などの計算根拠の詳細が記載

されており処分額を検証するために有用である。

当該決議書第1表の「上申」 、 「実調入力」 、 「所有等資料」 、 「整理番号」及

び「処理に要した日数」欄は、 当該部分を閲覧等に供すれば、税務調査の適正な遂

行に影響を及ぼす可能性があることから 「その他正当な理由があるとき」に該当す

るため、 当該部分にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－4－2】相続税実地調査事績書兼非課税申告是認決議書(－部マスキング） （第

4章4－28ページ参照）

相続税実地調査事績書兼非課税申告是認決議書は、調査担当職員が相続税の調査
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事績等を記載して、原処分庁の所属長等に決裁を受ける際の書類であるが、財産及

び債務ごとの調査額や調査税額、増減財産の内訳などの詳細が記載されており処分

額を検証するために有用である。

当該書類の「調査区分」 、 「資産所有等資料の作成」 、 「上申の要否」 、 「名簿

番号」 、 「見込総遺産価額」 、 「選定事由」 、 「選別索引簿」及び「調査日数」欄

は、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があることか

ら「その他正当な理由があるとき」に該当するため、当該箇所にマスキングを施し

た上、閲覧等に供することになる。

【6－4－3】相続税調査(処理)事績書(付表)取得財産等合計表(マスキングなし）

相続税調査(処理)事績書(付表)取得財産等合計表は、調査担当職員が前記【6－

4－2】相続税実地調査事績害兼非課税申告是認決議書で決裁を受けるための参考

書類であるが、財産取得者別に増減差額が生ずることとなった詳細が記載されてお

り処分額を検証するために有用である。

税務調査の適正な執行に影響を及ぼすマスキングすべき「その他正当な理由があ

るとき」の該当箇所がないことから、マスキングを施すことなく、閲覧等に供する

ことになる。

【6－4－4】相続税調査(処理)事績書(付表)財産明細表(マスキングなし）

相続税調査(処理)事績書(付表)財産明細表は、調査担当職員が前記【6－4－2】

相続税実地調査事績書兼非課税申告是認決議書で決裁を受けるための参考書類であ

るが、財産債務の種類別に増減差額が生ずることとなった詳細が記載されており処

分額を検証するために有用である。

税務調査の適正な執行に影響を及ぼすマスキングすべき「その他正当な理由があ

るとき」の該当箇所がないことから、マスキングを施すことなく、閲覧等に供する

ことになる。

【6－4－5】税務調査の実施のお知らせ(マスキングなし）

税務調査の実施のお知らせは、調査担当職員が、事前通知事項を文書にして、請

求人へ送付した事実を証する書類である。

請求人から事前通知がなかったとの主張がされた事件において、その事実関係を

検証するのに有用である。

請求人へ送付した書類と同一の内容であることから、マスキングを施すことなく、

閲覧等に供することになる。

【6－4－6】相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税省略決議書(－部マスキン

グ） （第4章4－29ページ参照）

相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税省略決議害は、原処分庁所属の職員が、

申告審理事績等を記載して、原処分庁の所属長等に決裁を受ける際の書類であり、

申告額のほかに申告案内発送年月日や申告相談事績等の事実も記載されていること

から、請求人から税務職員による誤指導があった旨の主張がされた事件における事

実関係を検証するために有用である。
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当該決議書の「処理区分」 、 「名簿番号｣、 「申告審理時における見込総遺産価

額」 、 「署内外資料の収集年月日」 、 「資産所有等資料の作成」 、 「申告審理事

績」 、 「指示事項」 、 「その他処理てん末」 、 「選定基準」 、 「優先順位」 、 「見

込日数」 、 「指令年月日」及び「指令日数」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の

適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから「その他正当な理由があるとき」

に該当するため、当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

3－22



第3章マスキングすべき箇所についての考え方

(5) 基本的な資産課税（譲渡所得）関係書類

項番 ｜参考資料2書 類 名

平成○年分譲渡所得実地調査書 6－5－1１
》
２
－
３
斗
４
－
５
》
６
》
７
》
８
－
９
－
ｍ
》
皿
》
⑫
一
過
》
哩
飾
胆

讓1

共3

譲渡所得反面調査依頼書

調査結果の説明

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書 １
１

１
１

２
２修正申告等について

処分の理由書

調査手続チェックシート

預り証（控用・交付用）

2－1－1

6－1－5

6－1－6

不服申立て等について物件の留置きに当たって（控用） 2－1－1

譲渡所得反面調査事績回報書

平成○年分譲渡所得納税相談

税務調査の実施のお知らせ（控(控

6－5－2

申告審理事績書 ３
》
５
－
４
－
５
－
６

５
岬
４
州
５
》
５
－
５

６
岬
６
》
６
－
６
－
６

用）

資産の取得時期等照会書

譲渡物件の現地確認事績（依頼）書

取得価額引継整理票

【6－5－1】平成○年分譲渡所得実地調査書(－部マスキング） （第4章4-30ペー

ジ参照）

譲渡所得実地調査書は、調査担当職員が譲渡所得の調査事績等を記載して、原処

分庁の所属長等に決裁を受ける際の書類であるが、譲渡価額、取得費、譲渡費用、

税額等の調査額などの詳細が記載されており処分額を検証するために有用である。

当該調査書の「名簿番号」 、 「実地調査区分」及び「調査総日数」欄、当該調査

書付票の「調査年月日」 、 「調査担当区分」 、 「名簿番号」 、 「当初見込時価」 、

「修正見込時価」 、 「整理項目」 （ 「消費税調査の有無」 、 「資産の種類等」及び

「資産の所在」欄は除く） 、 「収集資料せん枚数」及び「実地調査選定基準」欄は、

閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから

「その他正当な理由があるとき」に該当するため、当該箇所にマスキングを施した

上、閲覧等に供することになる。

【6－5－2】譲渡所得反面調査事績回報書(－部マスキング） （第4章4－32ページ

参照）

譲渡所得反面調査事績回報書は、譲渡所得反面調査依頼書の依頼を受けて反面調

査事績を回答した報告文書であり、譲渡資産の契約日、引渡日、価額、代金の支払

状況など詳細な事実が記載されており事実関係を検証するために有用である。

当該回報書の「調査年月日」 、 「調査所要日数」及び「名簿番号」欄、 さらには、

「調査により確認した事項」及び「その他参考となる事項」欄の記載内容によって

は調査手法や検討段階の情報でもあり、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行

に影響を及ぼす可能性があることから 「その他正当な理由があるとき」に該当する

ため、 当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。
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また、当該回報書の「中間譲渡者」欄は、請求人の知り得ない第三者情報である

可能性もあり、 「第三者の利益を害するおそれがあるとき」に該当することから、

当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－5－3】平成○年分譲渡所得納税相談申告審理事績書(－部マスキング） （第

4章4－33ページ参照）

譲渡所得納税相談申告審理事績書は、原処分庁所属の職員が譲渡所得の納税相談

事績や申告審理事績などを記載して、原処分庁の所属長等に決裁を受ける際の資料

であるが、請求人から税務職員による誤指導の事実があった旨主張された事件にお

ける当該事実関係を検証するために有用である。

当該事績書の「継続区分」 、 「確認調査」 、 「取得期限・供する期限」 、 「処理

区分」 、 「事案区分」 、 「名簿番号」 、 「除却処理入力」 、 「相談集計日付」 、

「審理区分入力」 、 「見込時価当初・修正」 、 「資料枚数」 、 「買受人照会回答」 、

「調査のポイントとなる事項、その他参考事項」 、 「選定基準」 、 「除却処理」 、

「相談区分」 、 「申告審理記事」 、 「指示事項」 、 「指令年月日」及び「指令日

数」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性がある

ことから「その他正当な理由があるとき」に該当するため、当該箇所にマスキング

を施した上、閲覧等に供することになる。

【6－5－4】資産の取得時期等照会書(－部マスキング） （第4章4－34ページ参

照）

資産の取得時期等照会書は、調査担当職員が、譲渡物件の所在地の市区町村長に

対して、譲渡物件の取得時期を照会したことに対し、市区町村から回答として提出

された文書であり、資産の取得時期が争点となっている事件については、その事実

を検証するために有用である。

当該照会書の「譲渡者名簿番号」及び「取扱者」欄は、閲覧等に供すれば、税務

調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから「その他正当な理由がある

とき」に該当するため、当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することに

なる。

【6－5－5】譲渡物件の現地確認事績(依頼)書(一部マスキング） （第4章4－35

ページ参照）

譲渡物件の現地確認事績(依頼)書は、調査担当職員が、譲渡物件の現地確認を要

するものについて、物件の概況、利用状況、造成状況、実測の有無、探聞事項、付

近の売買実例及び見込時価額の検討などの詳細な現地確認の事績を記載する書類で

あるが、譲渡物件の所在地が管外にある場合は、所轄する税務署長に対しての現地

確認依頼書及びその回報害として使用する。

居住用財産の譲渡の特例などが争点となっている事件について、その事実関係を

検証するために有用である。

当該事績（依頼）書の「譲渡者名簿番号」 、 「見込時価額」 、 「探聞事項」 、

「付近の売買実例」 、 「見込時価額の検討」及び「その他参考事項」欄は、調査手

法や検討段階の情報でもあり、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を
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及ぼす可能性があることから 「その他正当な理由があるとき」に該当するため、当

該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－5－6】取得価額引継整理票（一部マスキング） （第4章4-36ページ参照）

取得価額引継整理票は、譲渡所得の買換え特例の適用があった場合、原処分庁所

属の職員が、関係簿書から、その買換資産の取得価額、引き継いだ取得価額、計算

根拠などの詳細な事実を記載した書類であり、上記特例の適用があった場合におけ

る取得価額を検証するために有用である。

当該整理票の「作成の基となった簿書名」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の

適正な執行に影響を及ぼす可能性があることから 「その他正当な理由があるとき」

に該当するため、当該箇所にマスキングを施した上、閲覧等に供することになる。

また、当該整理票の「譲渡者特例適用者」欄は、請求人の知り得ない第三者情報

であるとともに、争点事項に該当する可能性もあることから、その点を踏まえて、

当該箇所にマスキングを施すか否かの判断は慎重かつ適切に行う必要がある。
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（6） 基本的な間接諸税関係書類

書 類 名

決議書への編てつ対象書類
参考資料2項番

（印紙税､たばこ税及びたばこ糊||税､揮発油税及び地方揮発油税､航空機燃料税、

石油ガス税、石油石炭税、電源開発促進税）調査決議書(1表から3表）

印紙税調査決議書（4表（印紙貼付分に係る印紙税調査の場合に限る。 ） ）

1 6－6－1

2 6－6－1

(印紙税､たばこ税及びたばこ特別税､揮発油税及び地方揮発油税､航空機燃料税、

石油ガス税、石油石炭税、電源開発促進税）調査決議書（5表）
１
》
３

諸
基
く

3

調査結果の説明書４
宵
Ｏ
恥
６
》
ワ
４
８
斗
９
一
ｍ
》
皿

処分の理由書 2－1－1

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

印紙税不納付等事実調査書 （印紙貼付分に係る印紙税調査の場合に限る。 ）

(印紙貼付分に係る印紙税調査の場合に限る。 ）

6－6－2

1－1－1

1－1－1

印紙税不納付事実申出書

更正の請求書

修正申告書又は期限後申告書

当初申告書

1－1－］

1－1－1

決議書以外の編てつ対象書類 項番 ｜参考資料2

調査手続チェックシート１
冊
２
》
３
》
４
岬
５
》
６
頚
７
“
８

５

６

》

１

１
１
坪
１

６

６

》

２

預り証

物件の留置きに当たって（控用） ・不服申立て等に当たって
qwロロロrwqqq甲■甲■早早早早■■■■■■■ロロ■甲■■■ロロ■■■■■■■BB■■■■｡■BBBB甲B写り甲早早｡｡■■■｡早■■｡■■■■■■■B■B■■B①｡｡■B■BqB■B■B■■Bりり時｡Ⅱ｡｡押已BB■■甲4り■｡①｡③｡B■●甲GB■｡■B■BB①BBB■b■③■■■■■■■■■

争点整理表 鐸
》
｜
》
識

修正申告等について 2－1－1

活用済みの資料せん

準備調査表

申告状況分析表

５
冊
３

辻
急
諸

【6－6－1】間接諸税の調査決議書(第5表を除く） （－部マスキング） （第4章4－37

ページ参照）

調査決議書第1表は、調査担当者が印紙税又は印紙税以外の間接諸税の調査事績

等を記載して、原処分庁の所属長等の決裁を受ける際の書類であるが、調査対象者

の課税標準、税額若しくは還付金等の額に相当する税額の調査額等が記載されてい

る。

調査決議書第2表は、処理区分別の否認又は認容による税額等の詳細が記載され

ている。

調査決議書第3表は、調査による否認又は認容による税額並びに加算税の対象と

なる税額及び賦課すべき加算税額の計算に係る詳細が記載されている。

印紙税調査決議書第4表は、印紙貼付分に係る印紙税調査における文書の作成年

月日等別に不納付等税額及び過怠税額の詳細が記載されている。

当該調査決議書は、いずれの書類も調査対象者の課税標準や税額などの計算根拠

の詳細が記載されており処分額を検証するために有用である。

当該調査決議書の第1表の「売上階級」 、 「調査区分」 、 「調査日数」 、 「応援
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受入」 、 「調査選定理由」 、 「非違区分」 、 「非違発見端緒」 、 「調査事績通報書

作成」 、 「大口非違事績通報害作成」 、 「局(統括官等)への連絡」及び「税関への

連絡」欄は、閲覧等に供すれば、税務調査の適正な執行に影響を及ぼす司能性があ

ることから「その他正当な理由があるとき」に該当するため、当該箇所にマスキン

グを施した上、閲覧等に供することになる。

【6－6－2】印紙税不納付等事実調査書(マスキングなし）

印紙税不納付等事実調査書は、請求人に送達又は交付された書類である「過怠税

の内訳書」 と同じ内容が記載されたものであることから、閲覧等の請求があった場

合については、マスキングを施すことなく閲覧等に供することになる。
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7 徴収関係

（1） 滞納処分の調書、公告、計算書及び決議害

滞納処分の調書、公告、計算書及び決議書（以下「決議書等」 という。 ）は、原

処分庁が滞納処分などの徴収関係処分を行う際に作成される書類で、処分の日付、

滞納国税、差押財産目録等の記載があり、処分の理由となる事実を証する書類とし

て、原処分庁から当該決議書等の写しが提出されるところ、当該決議耆等は、請求

人の審査請求が適法に行われているか否かの形式審査書類としても活用するもので

ある。

決議耆等に係る徴収関係書類は、国税庁「徴収事務提要」 （事務運営指針）に定

められたものであり、請求人から当該書類を特定して閲覧等の請求がされることも

想定されるので、以下、当該書類についてのマスキングすべき箇所の考え方を示す。

なお、当該マスキング例は、閲覧等請求人が滞納処分等の相手方である主たる納

税義務者の場合を想定して作成しており、閲覧等請求人が第二次納税義務者、連帯

納付義務者、その他の第三者等の場合は、マスキングすべき箇所も異なることに留

意する。

《主な決議害等一覧》

処分関係書類の名称 証拠書類等の名称

差押調書１
》
２
》
３

差押解除決議書差押・捜索関係書類

捜索調書

交付要求決議書

交付要求解除通知決議書

４
》
５
》
６
》
７

交付要求・参加差押関係書類
参加差押調書

i 7 1参加差押解除通知決議書
滞調法関係書類 ； 8 1差押（通知）書及び交付要求決議書

納付通知決議書９
》
、
》
皿 ''

第二次納税義務、連帯納付

義務等関係書類
納付催告決議書

|譲渡担保権者の物的納税責任に関する決議書
'2 1督促状発付決議書督促関係書類

公売公告（兼見積価額公告）1Q
八J

14 公売通知決議書

不動産等の最高価申込者の決定等の公告５
》
６
皿
７
昭
８

１
唖
１
唖
１
峠
１

換価関係書類
不動産等の最高価申込者の決定等通知決議書

売却決定通知決議書

配当計算書

納税の猶予許可決議書岨
一
別
》
皿
》
犯

納税の猶予不許可決議書
猶予関係書類

相続税延納却下決議書

相続税（贈与税）延納許可取消通知書

滞納処分の停止（兼納税義務消滅）決議書泌
一
型

停止関係書類
滞納処分の停止取消決議書

申
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【7－1－1】滞納処分の決議害等（原則マスキングなし）

当該決議書等は、請求人に送達又は交付された書類と同一の内容である場合は、

マスキングを施すことなく閲覧等に供することになる。

ただし、徴収関係事件の場合、納税者以外の第三者（例えば、差押財産が自己に

帰属することを主張する第三者）が請求人となることもあり得るから、この場合に

は、滞納国税の内訳などの納税者の情報は、請求人から見て第三者情報に当たるた

め、マスキングを施すことに留意する。

【フー1－2】第二次納税義務者にとっての主たる納税義務者の「差押調書」 （一部

マスキング） （第4章4-39ページ参照）

第二次納税義務者にとっての主たる納税義務者の「差押調書」に記載されている

差押財産を特定することができる情報、又は第二次納税義務が課されていない滞納

国税に関する情報は、第二次納税義務者の知り得ない情報であることから、 「第三

者の利益を害するおそれがあるとき」に該当するため、該当箇所にマスキングを施

した上、閲覧等に供することになる。

【7-1-3】担保提供害及び納税保証書（マスキングなし）

請求人から原処分庁に提出された担保提供書及び納税保証書は、担保提供及び

納税保証の内容が争点となっている事件において、その事実の存否等を検証する

ために有用である。

担保提供書は、担保提供者の署名・押印とともに担保物件の登記事項証明書、

抵当権設定登記承諾書及び印鑑証明書が添付されており、また、納税保証書は、

納税保証人の署名・押印がある。いずれの書類も、第三者情報が含まれているも

のの、請求人が知り得る情報を基に、請求人自らが提出したものであることから、

閲覧等の請求があった場合は、マスキングを施すことなく閲覧等に供することに

なる。

【7－1－4】財産収支状況書（マスキングなし）

財産収支状況書（財産目録、収支の明細書）は、請求人から原処分庁に提出さ

れたものであり、資産、負債、収支の状況が記載された書類である。

財産収支状況書（財産目録、収支の明細書）は、猶予申請書に対する許可の適

否が争点となっている事件において、その処分の理由を検証するために有用な書

類である。

財産収支状況書（財産目録、収支の明細書）は、税務調査の適正な執行に影響

を及ぼすマスキングすべき「その他正当な理由があるとき」の該当箇所がないこ

とから、マスキングを施すことなく、閲覧等に供することになる。

【7－1－5】現在納付能力調査表及び見込納付能力調査表（マスキングなし）

現在納付能力調査表及び見込納付能力調査表は、徴収担当職員が請求人からの

聴取又は帳簿書類等の検査を実施し、現在又は将来の納付可能な金額を判定する

ために作成した書類である。

現在納付能力調査表及び見込納付能力調査表は、いずれも猶予申請書に対する
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許可の適否が争点となっている事件において、その処分の理由を検証するために

有用な書類である。

現在納付能力調査表及び見込納付能力調査表は、税務調査の適正な執行に影響

を及ぼすマスキングすべき「その他正当な理由があるとき」の該当箇所がないこ

とから、マスキングを施すことなく、閲覧等に供することになる。

(2) 納付誓約関係書類

【7－2－1】納付誓約書（マスキングなし）

納付誓約書は、請求人が滞納国税を一時に納付することが困難であるとして分割

納付を申し出、原処分庁がその申出を容認する場合に提出を受ける書類であり、請

求人自らが納付誓約した書類であることから、マスキングを施すことなく閲覧等に

供することになる。

(3) その他関係書類

【7－3－1】一件別徴収カード（一部マスキング） （第4章4－41ページ参照）

一件別徴収カードは、KSKシステム内に格納されている納税者ごとの租税債権

が、税目及び納期限別に管理されている基礎帳票であり、督促状の発付年月日、充

当適状日 （納付があったとみなされる日）などの記録が表示されていることから、

督促処分又は還付金等の充当処分がなされた年月日を確認できる有用な書類である。

当該徴収カードに被相続人の整理番号など納税者以外の情報が記録表示されてい

る場合には、当該情報は第三者情報に当たることから「第三者の利益を害するおそ

れがあるとき」に該当するため、当該情報にマスキングを施した上、閲覧等に供す

ることになる。

【7－3－2】財産調査関係書類（一部マスキング）

照会害の回答害や聴取害などの財産調査関係書類は、徴収担当職員が、請求人の

取引先・関係先又は金融機関に対して、財産調査を行い収集した書類である。

そのマスキング箇所は、前記3(2)の第三者の帳簿及び原始記録等、 4(2)の第三者

からの聴取書及び5の反面調査資料と同様である。
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く参考資料1＞

閲覧請求（法改正前のもの）に関する裁判例や学説等を掲載したので、執務の参考と

されたい。

【裁判例】

1 審査請求人の書類等閲覧請求の拒否と手続上の利益（東京地裁平成4年3月18日判

決）

国税通貝ﾘ法第96条第2項による審査請求人の書類等の閲覧請求権は、審査請求人に

原処分庁から提出された審判所長の手持資料を閲覧させることによって、原処分庁の

した処分の具体的な処分理由の正当性を検討し的確な攻撃防御手段を講ずることので

きる機会を審査請求人に保障するという趣旨で認められた権利と解されるところであ

り、従って、右条項にいう正当な理由がないのに審査請求人の閲覧請求が拒否された

という場合であっても、 これによって、審査請求人の右のような手続上の利益が実質

的に侵害されるところがなかったと認められるような特段の事情があるときは、 この

ことによってその審査裁決自体に取消事由に該当するような暇疵があることとなるも

のではないと考えるのが相当で、すなわち、審査請求人の書類等の閲覧請求が違法に

拒否された場合に、 このことによってその審査裁決が違法として取り消されるべきこ

ととなるのは、審査請求人が閲覧請求を拒否された書類その他の物件を閲覧した場合

に、 これに関する適切な反論や反証等を提出することによって、その裁決の結論に影

響を及ぼす可能性があったと考えられる場合に限られるものと解するのが相当である。

2行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」の意義（大阪高裁昭和50年9月30日

判決）

国家公務員法第100条第1項は、公務員は職務上知り得た秘密（個人的秘密及び行

政上の秘密）を他に漏らしてはならないといういわゆる守秘義務を規定しているけれ

ども、個人的秘密について、法律の定める限られた者に対し、法律の手続に従ってこ

れを開示すること迄も絶対的に禁止しているものとは解せられない。 したがって、公

務員が職務上知り得た個人の秘密だからといって、それだけで常に行政不服審査法第

33条第2項の閲覧拒否の正当理由があるというわけにはいかない。閲覧拒否の正当理

由があるというためには、単に審査庁が主観的抽象的に第三者らの利益を害するおそ

れがあると認めるだけでは足りず、客観的具体的にみてそのようなおそれが認められ

なければならないと解すべきである。そうでないと、審査庁の裁決に対する客観性が

保たれず、一般の信頼を失う結果を招来し、また、取引先その他の第三者の調査に対

する協力が得られなくなり、結局税務官庁のこうした自発的資料の収集、情報源を失

い、税務行政上支障を来たし、公平な課税が図れず、公益を害するに至るおそれがあ

るからである。

3 閲覧拒否の正当な理由の要件（大阪地裁昭和44年6月26日判決）

行政不服審査法第33条（処分庁からの物件の提出及び閲覧）第2項後段の閲覧請求

を拒否し得る「正当な理由」 とは、審査請求人等の閲覧請求権と閲覧を許可すること

によって生ずると予測される審査請求人等以外のものの利益の侵害とを調整する概念

として理解すべきであるが、審査請求人等以外のものの利益の中には、第三者の個人
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的秘密及び行政上の秘密の両者が含まれると解するのが相当であり、その外正当な防

御権の行使としてではなく、税務行政を混乱に陥れようとするような意図でなされる

等、閲覧請求権の濫用にわたる場合も、閲覧拒否についての正当な理由があると解す

べきであるが、閲覧拒否の正当な理由としての第三者の個人的秘密あるいは行政上の

秘密が存在するといえるためには、単に審査庁がその裁量によってその要件が具備し

ていると認定するだけでは不十分であって、かかる事項が、閲覧請求人あるいはその

外の一般人に知られないことについて客観的にみて相当の利益が存在する場合でなけ

ればならない。

4所得調査書の閲覧請求と要約書の閲覧（大阪高裁昭和54年1月26日判決）

所得調査書の内容には第三者の利益を害するおそれのある部分（控訴人の所得を推

計するためになされた同業者の営業内容の調査結果に関する事項）や税務行政の機密

に触れる部分（税務調査技術に関する事項）が含まれていたこと、そこで被控訴人所

長は、それらの部分を除外し、他の部分を抽出要約した所得調査書等要約書を作成の

うえ、 これを控訴人に閲覧させたこと、そして右要約書には、少なくとも控訴人が裁

決手続において有効な反論や反証を提出するにつき支障のない程度に、本件更正処分

の理由が特定され、かつ具体的に記載されていたことがそれぞれ認められ、 しかも右

のように原処分庁から提出された書類に第三者の利益を害するおそれがあり、また閲

覧請求を拒否すべき正当な理由のある部分が含まれている場合において、裁決庁がそ

の余の部分の閲覧に代えて、右のような要約書を作成してこれを閲覧させたとしても、

審査請求人の防御権は実質的に保障されるものと解されるので、右のような裁決庁た

る被控訴人所長の措置をもって、本件裁決の違法をきたす手続上の暇疵とはいえない

し、ほかにも同被控訴人について、控訴人の書類閲覧請求に対し違法な閲覧拒否のあ

ったことを窺わせる証拠はないので、控訴人のこの点の主張もやはり採用の限りでは

ない。

5所得調査書を対象とする閲覧請求と閲覧拒否の正当な理由（東京高裁昭和59年11月

20日判決）

担当審判官は、所得調査書のうちその他の部分については、 これを審査請求人に閲

覧させるべきであるが、 もともと、国税通則法第96条第2項が、審査請求人は担当審

判官に対し、原処分庁からの提出書類等の閲覧を求めることができるとしているのは、

審査請求人がそれらを閲覧することにより当該処分の正当性の有無を検討し、 これに

対する攻撃防御方法を講ずる参考に供する趣旨と解されるから、右認定のように、閲

覧させることのできない部分とそれが可能な部分とが一体となっている場合には、閲

覧可能部分を右認定のような要約書としてこれを閲覧させる方法によっても、 これに

より、審査請求人の防御権は実質的に保障され、右国税通則法の趣旨を満たすもので

あり、 したがって、原処分庁から提出された所得調査書それ自体を閲覧させなかった

からといって、 これを違法とすることはできない。

【学説等】

1 平成28年改訂「国税通則法精解」 1125ページ

通達、判例では、右の「第三者の利益を害するおそれがある場合」 とは、例えば、

3-32



第3章マスキングすべき箇所についての考え方

密告書、投書、聴取書、決議書、調査書等を閲覧させることにより第三者（請求人以

外の者をいう。 ）の利益を害するおそれがある場合をいう。また、決議書、調査書等

は、その記載内容によっては、 「第三者の利益を害するおそれがある場合」に該当す

るほか、税務執行上の秘密にふれるため閲覧させないことについて「正当な理由」が

ある場合に該当することもある（基通（審） 96条関係1） 。なお、第三者の営業上の

秘密保持及び行政上の機密保持の必要から、第三者に係る所得調査書の閲覧を拒否し、

これに代えて審査請求人の防御に必要な部分を抽出要約した所得調査書等要約害を閲

覧させることは本条に違反しない（昭和54年1月26日大阪高判月報25巻5号1445ペー

ジ、昭和59年11月20日東京高判税資140号237ページ）が、行政上の秘密にわたる部分

がそれ以外の部分と混然一体となって分離困難であることをもって、そのすべての部

分の閲覧を拒否する正当な理由があるとはいえないとされている（昭和50年9月30日

大阪高判月報2400ページ） 。

2金子宏「租税法第22版」 1022ページ（弘文堂、平29）

「原処分庁から提出された書類その他の物件」 （96条2項。たとえば所得調査書）

も閲覧請求の対象となる。 ここに「第三者の利益を害するおそれがある」 とは、第三

者に経済的または個人的な不利益を与えるおそれがあることを意味する。また、 「正

当な理由がある」 とは、行政上の秘密や私人の秘密がそれらの文書等に含まれている

場合や、第三者が反面調査に応じたことを開示されることに反対している場合（大阪

地判昭和49年10月22日月報20巻13号134ページ）を意味すると解すべきであろう。た

だし、 これらの場合においても、審査請求人その他の審理関係人に閲覧請求権を認め

た法の趣旨（手続的保障原則）及び権利救済機関としての国税不服審判所に対する納

税者の信頼の確保の観点からは、閲覧を全面的に拒否することは許されず、該当部分

を分離ないし削除して閲覧させるとか（大阪高判昭和50年9月30日行集26巻9号1158

ページ参照） 、審査請求人の攻撃・防御に必要な部分を抽出・要約した文書を閲覧さ

せる等の措置を講ずるべきであろう （大阪高判昭和54年1月26日月報25巻5号1445

ページ、東京高判昭和59年11月20日行集35巻11号1821ページ） 。

S南博方「税務争訟の理論と実際」88．89ページ（弘文堂、昭55）

（1） 閲覧許可の時期

書類が審判所に現存する場合において、閲覧の時期を請求時よりも後に遅らせる

ことができるであろうか。審査請求に趣旨、理由が審査請求書等において明らかに

されていないような状態の下で閲覧請求がされた場合においては、まず審査請求人

に請求理由の明確化、計数説明資料の添付を要求し、争点が明確にされた後閲覧を

許してもさしつかえないものと考えられる。けだし、法令によれば、審査請求書に

は請求の趣旨および理由を明確に記載するとともに、その趣旨及び理由を計数的に

説明する資料を添付するように努めなければならないことになっている。その審査

請求書の趣旨及び理由に対応して、原処分庁から答弁書が提出され、 これに基づい

て審査請求人から反論書が提出されることによって、まず争点を確定し、ついで証

拠調べをするという手順で手続を進行するのが法の建前であるから、証拠調べであ

る閲覧に先立って、まず争点を明らかにするための措置をすることは、審理の順序

として当然であると解されるからである。
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(2) 第三者の利益。行政の秘密

「閲覧拒否を正当化する『正当な理由』とは、 (1)第三者の利益を害するおそれ

があると認めるとき （法第96条第2項）のほか、 (2)税務執行上の機密の保持の必

要も含まれると解するべきである （大阪地判昭和44年6月26日税資57号42ペー

ジ） 。 」 とし、第三者の利益及び税務執行上の機密の保護について、次のような書

類の場合が問題となるとしている。

①第三者に係る議決書、調査書類

②第三者から提出された課税資料及びその存在を推知させるおそれのある記載の

あるもの。例えば、投書、密告書、聴取書、反面調査資料、銀行調査記録

③標準率表、効率表、権衡調査記録

④調査方法、調査内容に関する指示事項

(3) その他の拒否事由

裁判例のなかには、 「正当な防御権の行使としてではなく、税務行政を混乱に陥

れようとするような意図でなされる等、閲覧請求権の濫用にわたる場合も、閲覧拒

否についての正当な理由があると解するべきである」 とするものがある（前出大阪

地判昭和44年6月26日） 。このほか、審査請求人の主張・立証がないにもかかわら

ず閲覧を拒否できないとすれば、当事者間の公平の原則にもとるとの見解も主張さ

(3)

れている。
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く参考資料2＞

担当審判官において通則法第97条第1項第2号の規定による提出を求めることが相当

でない書類について

担当審判官は、原処分庁に対し、審理を行うため必要があると判断した書類に限って

その提出を求めることになるところ､例えば、以下に掲げるような書類は、原則として、

処分の理由となる事実を証する書類には当たらないものであるから、その提出を求める

こと自体、相当でない。

なお、上記は、担当審判官が審理の参考に資するため、必要に応じてそれらの書類を

検査して、その内容を確認する （そのためのメモ等を作成することを含む。 ） ことまで

妨げるものではないことに留意する。

性)1 各見出しの「共」は、複数の税目等に共通する書類を示し、その名称は税目に

よって異なる場合があることに留意する。

2 各見出しの「個」 、 「法」 、 「調」 、 「相」 、 「譲」及び「諸」は、それぞれ

個人課税、法人課税、調査課、相続税、譲渡所得及び間接諸税関係書類を示す。

共1 重要事案審議会審議表の写し

重要事案審議会審議表は、調査担当職員及び担当統括官（調査担当職員の上司であ

る統括国税調査官）が、原処分庁の所属長等に、事案の調査経過、調査額及び不正の

手口の説明を行い、重要事案審議会の審議における指示・決定事項を記録し、所属長

等の決裁を了した書類である。

当該審議表に係る審議の内容は、後記【参考裁判例】のとおり、処分に至るまでの

経過的事実であるにとどまるものであることから、その提出を求めることは相当でな

い。

｜ 【参考裁判例】岡山地裁平成21年1月7日判決
， 本件申立人は、 「重要事案審議会審議表」 （以下｢本件文書」 という。 ）により､本｜
｜件処分が法令適用の基礎となる事実認定に関し、十分な審理がなされないまま、根拠な’

｜ くずさんな手続でなされたことを立証し、本件処分の適法性を弾劾する旨主張する。 し｜

｜かしながら、重要事案議会において、いかなる理がされたかが立証されたとして｜

｜も、それは、本件処分に至るまでの経過的事実であるにとどまり、それ自体としては、 ｜
｜本件本案の争点である上記重加算税の賦課要件の有無及び国の主張の変更の適否を判断I
1 1

Iするに当たって資するところがない。 1

1

｜ そうすると、本件文書は、本件本案の争点の判断に資するものではなく、その結論に｜

｜も影響しないというのであるから、 これを本件本案において取り調べる必要性はないと ｜

|いうべきであり、その他一件記録を精査しても、 この判断を覆すに足りる資料はない。 I

共2争点整理表

争点整理表は、調査担当職員、担当統括官及び審理担当者が、調査の過程において

調査事案で把握した問題点等について、原処分庁の所属長等に、重要事案審議会等の

審議の場で、争点に係る課税要件について、把握した根拠となる事実及び証拠とそれ

に対応する納税者の主張の説明を行い、重要事案審議会の審議における指示・決定事

項を記録し、所属長等の決裁を了した書類である。
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当該整理表に記載された内容は、処分に至るまでの経過的事実にとどまるものであ

ることから、その提出を求めることは相'当でない。

共3調査結果の説明書

調査結果の説明書は、調査担当職員及び担当統括官が、納税者へ調査結果を説明す

る前に、原処分庁の所属長等に更正又は決定をすべきと認めた額及び理由を説明し、

所属長等の決裁を了した書類である。

当該説明書に記載された内容は、処分に至るまでの経過的事実にとどまるものであ

ることから、その提出を求めることは相当でない。

共4源泉所得税チェック表兼入力表・義務者管理情報入力結果リスト

源泉所得税チェック表兼入力表は、調査担当職員が、調査選定及び準備調査に活用

するほか、調査後の給与計算担当者、海外取引や機械化取引の状況、現物給与などの

義務者情報管理入力表として使用する文書であり、処分の理由となる事実を証する文

書ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

義務者管理情報入力結果リストは、源泉所得税チェック表に基づいてKSKシステ

ムへ入力した義務者管理情報の入力内容を確認する書類であり、処分の理由となる事

実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

共5準備調査表

準備調査表は、調査担当職員が、実地調査の着手前に、実地調査等における要調査

事項等を記載し、原処分庁の所属長等の決裁を受けた調査着手前の検討書類であり、

処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当

でない。

共6応接簿(意見聴取用）

応接簿（意見聴取用）は、調査担当職員が、事前通知前に、税理士法第35条《意見

の聴取》に基づき来署又は電話等により税理士等に意見聴取等を行った場合に、意見

聴取に関して応答した事績及び「意見聴取結果のお知らせ」の送付要否に関して検討

した事績などを整理、記録する場合に作成する書類であり、処分の理由となる事実を

証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

個1 個人調査事績チェックリスト

個人調査事績チェックリストは、調査担当職員が、調査事績等をKSKシステムに

入力後、その入力内容やエラー結果などが表示される書類であり、処分の理由となる

事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

個2着眼事項等兼チェックシート

着眼事項兼チェックシートは、調査担当職員が資料の活用及び資料の収集などの着

眼事項を、調査前及び調査後にチェックするとともに、調査終了後に活用・収集した

資料の枚数を記載する書類であり、処分の理由となる事実を証する書類ではないこと

から、その提出を求めることは相当でない。
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法1 資料情報カード(活用効果があったもの）

資料情報カードは、原処分庁が調査対象者の取引金額などの資料情報をKSKシス

テムにより出力し、調査選定や実地調査時などに活用する書類であり、処分の理由と

なる事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

法2調査事績書

調査事績書は、調査担当職員が、実地調査等を行った法人の調査事績、調査内容及

び調査において把握した当該法人に関する情報を集約した書類であり、前記【6－2－

1】法人税決議書、 【6－2－2】復興特別法人税決議書及び【6－2－3】消費税及び

地方消費税の決議害の所属長等の決裁を受ける際に、調査の概要等を説明するための

書類にとどまるものであることから、その提出を求めることは相当でない。

法3 申告事績分析表

申告事績分析表は、調査対象法人等の分析・選定システムにより粗選定又は指定し

た法人について、申告又は届出事績、決算事績等、 これらの分析比率、代表者との取

引状況、調査又は選定に際しての着眼点などを出力し、調査対象法人等の選定、準備

調査又は調査項目の抽出のために作成した書類であり、処分の理由となる事実を証す

る書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない， 0

調1 引継文書

引継文書は、調査担当職員が各種決議書とともに原処分庁の所属長等に決裁を受け

る書類であるが、実地調査事案に係る調査項目、調査場所、調査書類、調査手段及び

調査結果等について、調査の協力度合い、次回調査時の留意事項、課税に至らなかっ

た調査事項などを記載したものであり、次回の調査担当職員の参考となるべき事項を

引き継ぐ、書類であり、処分の理由とする事実を証する書類ではないことから、その提

出を求めることは相当でない。

なお、同種の書類として、調査担当職員が作成する実地調査記録害（本社用・事業

所用）があるが、当該書類は、調査の協力度合い、調査の具体的手段．その結果及び

翌期以降留意すべき事項（特異事項・調査手法）が記載されているにすぎないもので

あるから、その提出を求めることは相当でない。

調2 申告管理表（兼・準備調査表）及び準備調査書

申告管理表（兼・準備調査表）及び準備調査書は、原処分庁が実地調査対象法人に

ついて調査事項、調査箇所及び調査日数、所要日数並びに連携調査の要否等を検討す

るために作成する書類であり、処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、

その提出を求めることは相当でない。

調3検討会資料及び青色申告の承認の取消し要否検討表

検討会資料は、調査担当職員が、実地調査着手前又は着手後に、原処分庁の所属長

等へ、今後の調査計画や重加算税賦課の可否の理由などの説明を行い、検討会の審議

における指示・決定事項を記録し、所属長等の決裁を了した書類であるが、当該審議
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の内容は、処分に至るまでの経過的事実にとどまるものであることから、その提出を

求めることは相当でない。

青色申告の承認の取消し要否検討表は、調査担当職員が調査により隠ぺい又は仮装

による不正所得金額を把握した事案のうち、多額なものについて作成し、検討会等の

場において、青色申告の承認の取消しの要否について検討を行うものであるが、上記

検討会資料と同様にいかなる審議がなされたとしても、処分に至るまでの経過的事実

にとどまるものであるから、その提出を求めることは相当でない。

相1 相続関係図

相続関係図は、調査担当職員が準備調査のために把握した被相続人の親族関係等を

一覧できるように図示したもので準備調査段階の検討資料であり、処分の理由となる

事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

なお、請求人から相続税の申告害に添付して相続関係図（申告案内用）が提出され

ている場合は、その写しの提出を求めることは差し支えない。

相2相続税資料カード兼準備調査書

相続税資料カード兼準備調査書は、調査担当職員が、実地調査着手前に準備調査資

料として、申告額の分析、要調査事項、担当統括官の指示事項などを記載する書類で

あり、処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その提出を求めること

は相当でない。

相3平成○年分総合収支調査書

平成○年分総合収支調査書は、調査担当職員が、準備調査又は実地調査の実施に

当たり、不表現資産（現金・預金・有価証券・公社債等）の調査の充実を図るため、

被相続人等の相続開始前数年間の収支を検討するために作成した検討資料であり、処

分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当で

ない。

相4平成○年○月分相続税法第58条の規定による通知書

平成○年○月分相続税法第58条の規定による通知書は、市区町村長から原処分庁に

対して、被相続人の相続開始年月日、固定資産税評価額、相続人等を記載した通知文

書にとどまり、処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その提出を求

めることは相当でない。

相5相続税見込事案抽出票

相続税見込事案抽出票は、原処分庁所属の職員によって、相続税資料等から相続税

課税見込又は非課税事案を抽出する書類であり、処分の理由となる事実を証する書類

ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

讓1 譲渡所得反面調査依頼書

譲渡所得反面調査依頼書は、調査担当職員が、譲渡所得の実地調査対象事案につい

て、反面調査を管外の税務署長に依頼する調査依頼害にとどまり、処分の理由となる
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事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

諸1 間接諸税の調査決議書第5表

間接諸税の調査決議書第5表は、調査による資料の活用・収集件数、反面・銀行調

査等の相手先の名称、件数等の事績を整理、記録するために作成した書類であり、処

分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当で

ない。

諸2間接諸税の活用済みの資料せん

間接諸税の活用済みの資料せんは、調査選定や実地調査時などに活用した資料であ

り、処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは

相当でない。

諸3 間接諸税の申告状況分析表

間接諸税の申告状況分析表は、原処分庁が分析・選定システム等により粗選定又は

指定した法人等について、調査対象者の選定、準備調査又は調査項目の抽出等のため

に作成した書類であり、処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、その

提出を求めることは相当でない。

○法定資料

法定資料は、法令の規定に基づき支払者から原処分庁に提出された「給与所得の源

泉徴収票」 、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの法定調書を指すが、

法定調書は支払の事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当

でない。

○徴収システム

原処分庁は、徴収システム導入後（平成24年1月以降）の滞納者に関する情報は、

原則として、当該徴収システムにより管理している。

当該システムにより作成される帳票として、①滞納者概況票、②滞納者概況票付表

及び一人別滞納整理概況表、③滞納口座一覧表及び財産状況一覧表、④滞納整理事績

（詳細）等がある。

1 滞納者概況票

滞納者概況票は、滞納者の滞納整理状況（猶予・財産保全状況） 、課税情報、滞

納国税異動状況等が表示された請求人の滞納情報等にとどまり、処分の理由となる

事実を証する書類ではないことから、その提出を求めることは相当でない。

2滞納者概況票付表及び一人別滞納整理概況表

滞納者概況票付表は、滞納者の概況、課税原因、滞納原因、納付意思、原処分庁

の今後の処理方針等が表示された帳票であり、一人別滞納整理概況表は、課税・滞

納状況、滞納整理概況、処理方針等が一覧表示された帳票であるが、いずれも請求

人の滞納情報等にとどまり、処分の理由となる事実を証する書類ではないことから、

その提出を求めることは相当でない。

3滞納口座一覧表及び財産状況一覧表
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第3章マスキングすべき箇所についての考え方

滞納口座一覧表は、滞納国税額等の情報が表示されるものの、KSKシステムに

より出力可能な前記【7－3－1】一件別徴収カードの方がより詳細かつリアルタイ

ムな情報が表示されることから、あえてその提出を求めることは相当でない。

財産状況一覧表は、各財産の評価額、優先債権額等が表示されるものの、請求人

の財産情報にとどまるものであり、処分の理由となる事実を証する書類ではないこ

とから、その提出を求めることは相当でない。

4滞納整理事績（詳細）

滞納整理事績（詳細）は、①滞納処分における滞納者本人やその家族等関係者か

らの聴取事項、②滞納者に関する滞納処分の事績、③取引先等の第三者に対する調

査の事績、④滞納処分における財産調査の結果、⑤今後の滞納処分の方針及び方法

等の検討及び⑥上司の指示等が、調査日時ごとに混然一体として表示される帳票で

ある。

徴収関係の審査請求事件については、請求人から徴収権の濫用、信義則違反及び

手続の違法を理由に処分の取消しを主張される事件も少なからずあり、滞納整理事

績(詳細)の提出を求める必要がある事件もある。

しかしながら、滞納整理事績(詳細)は、第三者の利益を害するおそれのある情報

や事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報と請求人の知り得る情報とが

混然一体となって記載されており、マスキングを施すと、文書としての体をなさな

いものも多いことから、原則として、その提出を求めることは相当でない。

そうした場合、担当審判官は、請求人が主張する違法性等の存否について、原処

分庁に対して徴収担当職員の申述をとりまとめた調査報告書の提出を求め、あるい

は、徴収担当職員と面談を実施し、請求人が主張する違法性等の存否について、質

問・検査を実施し、 「質問調書」を作成することにより証拠化を図り、必要に応じ

て請求人に反論・反証させるなど争点を整理した上、速やかな調査審理の展開を図

ることになる。
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第4章マスキング例

【1－1－1】請求人の申告書等の第三者情報（第3章3－3ページ参照）

｜ ‐一連番号 ｜

死亡した者の平成 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
（兼相続人の代表者指定届出害）

（
平
成
二
十
五
年
分
以
降
用
）
○
こ
の
付
表
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

1 死亡した者の住所・氏名等

フリガナ

住
所

氏
名

死亡

年月1J 平成 年 月 日

2 死亡した者の納める税金又は還付される税金(W鮒關臓灘)(雛鋤瀦饒漁縛） 円…A

(§溌息総熱發談､おにその代表） ＃懸耀3 相続人等の代表者の指定

(＃瀧認1擬蕊と謂蘇溌瀞） 限定承謹4 限定承露の有無

’
1

(1) 住 所

5

フリガナフリガナ

閲覧等請求人 ⑨ ⑳ ⑳(2)氏 名

相
続
人
等
に
関
す
る
事
項

i l剛綱i l剛｜ ’
整 理 欄 Ｕ

９
Ｇ
ｇ
９
■
０(溌雛:､で）

｜ ｜鳶｜ ｜:｜ ｜鴇｜ ｜紫｜ 園 ｜:’
続
柄

職
業(3)轆燃
明・大・昭・平

年 月 日

明・大・昭・平

年 月 日

明・大・昭,平

年 月 日

明・大・昭．平

年 月 日
(4) 生年月日

(5)電話番号

法定・指定 法定・指定 法定・指定 法定・指定

(6) 相続分…B

円(7) 相儀財産の個額 円 円 円

Ａ
が
黒
字
め
と
き
一
Ａ
が
赤
字
の
と
き

各人の納付税額
A×B

６
納
め
る
税
金
等

(:騨臘噂） 伽円 ㈹円 (X)円 ㈹円

各人の還付金額

(謡W襖］ ’円 円 円 円

銀 行
金庫・組合
農協・漁協

本晒‘支店
出張所
本所・支所

預金

銀 行
全庫・組合
農協・鋤魁

本店・支店
出吸所
本所・支所

預金

銀 行
金庫・紐合
農協・鋤協

本店・支店
出摂所
本所・支所

銀 行
金麗・組合
農協・漁協

本店・支店
出張所
本所、支所

預金

銀行名等

支店名等

預金の種類

口座番号

振
込
み
を
希
望
す
る
場
合

銀
行
等
の
預
金
口
雁
に

7

還
付
さ
れ
る
税
金
の
受
取
場
所

預金

願
酎
懸
鋤
結

行
の
凹
蝿
腱

ゆ
・
う
ち
よ
銅
輝

貯金u座の

記号番号

焔
△
口

を
希
望

窓
、
受

郵
便
剛 郵便局柏等

雛L 」

26.11
（注） 「5相続人等に関する事項」 以降については、相続を放棄した人は記入の必要はありません。
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第4章 マスキング例

【1－1－2】申告書等の税務署整理欄（第3章3－3ページ参照）

■ | F Ao ! Z 01■
二三二;塑雷平成F年分の鶴罰織の 申告害B年 月

第
一
表
（
平
成
二
十
六
年
分
以
降
用
）

〒nnn-nnnn nnnrnJnnnnrnnnlフリガナ
住所

幟
，
‐
！
‐
一

「
Ｉ
ヨ’

悪
名
別
氏
性|蕊I 唖築

｜魑号耀号 …の氏名 ｜悩祷室との識”

]|□□□□□□|駕鳳宅"墜龍捻添一
爵 ｜番号|D｢nn｢旧■園 霊窪|同』

、
■
に

ｌ
や
寸

年
日
所
〆
笥

成
月
住
抄
〃

立

１

の

|種類'零|分藻|員失|修正(単位は円）

’
⑦|[司nlnnnnn
⑦|nnnnnnnn
。'[司nnnnlnn
①IFnnnnnnn
③|｢~1nnnnnnn
②|nnnnnnnn

驚蝋認鑿嬰|⑳［．■■田mlOOO
剖蕊型尊灘⑰ 同｢『胴｢mnn
配当控除⑳、「胴、｢mnn

l:|□⑳nnnn｢旧nn
税農蕊蝿|#|己恩hmHFFHH
l政党篝寄附金割荊控除曾魯仁司nnnnnnn
金騨競鱗|:|口曾謬nnnnnnnn
露奪筆鐙簿 ⑬に司口nnnnnn

の謹鰯曇|:巨丑串串
復轤獺簾額|⑪ Fnnnnnnn
計辮師臘蹴W髄噸@ rn□■nnnn
外国税額控除|:|D@nnnnnnnn

算蟻騨:胄粁串帛
識瀧篭撫 ⑯nDDn｢胴nn
螺辮納鋤る税金⑰仁司m1nnnnn
第3期分の税額 一

濁辮頚|謝非る謎⑬区司「mnrl1nn
配偶者の合計所得金額＠口「nnr「|nn

専鰹給与(控除噸の合識⑳F「旧n「胴nn

そ青色車告犠腱除額5FFFH両可HH

の鵜騨:胄肝串円月
他ホ皐分罐し引く繩鯨蝋、'二コⅢ]叩□□
平均課税対象金額⑮同向司、「胴nn

銅僻諦得金霞|:'。⑮に｢nn｢胴nn

:層 關韻腿r'"""|@ I二コ正□EE回回
の出 延納届出額|⑳ [． OOO

所得税及び復興
特;|』所得税の

第3期分の脱額
（⑮－⑮）

事
業
一
不
一
利
一
配
一
給

収
入
金

等
業
産
．
子
当
与
等
他
期
期
時
等
業
産
子
当

金

業
年
の
業

動
的
動

営
農
公
そ
短
長
営
農 農

nnnnnnnn
nn~nrmnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nrrn何可､n
nnnnnnnn

nnnnnnnn

nnnnnnnn

nnnnnnnn

nrnnrmnn
同｢nnnnnn
nnnnnnnn

nnnnnnnn

nnnnnnnn
nnnnnnnn

nnnnnnnn

nrnnnnnn

nnnnnnnn

nnnnnnnn
OOOO

E． DOOO
E． Obob
戸nコnnnnl可

に． OOOO
[訓、n口nn口口

④
｜
、
’
＠
’
＠
｜
⑥
｜
①
｜
②
｜
③
｜
④
｜
⑤
｜
⑥
｜
⑦
｜
③
｜
⑨
｜
⑩
｜
⑪
｜
⑫
｜
⑬
｜
⑭
｜
⑮
｜
⑯
｜
⑬
｜
⑲
型
⑳
雲
⑳
｜
⑳
｜
⑳

等
一
他
一
期
一
期
一
時
一
等
一
業
一
産
一
子
一
当
一

一
一
時
剴
一
計
一
除
一
除
一
除
一
礁
一
除
一
除
一
除
一
除
一
除
一
一
除
一
除
一
計

函
■
函
■
函

額 雑

総
合
譲
渡
一
一

等

事|営
'土居

業

所
不

匡得隠
金給与|:|DD[

雑

額総合譲渡．一時
＠＋{〈｡＋②)×潅｝

合 計

雑損控除

所医療費控除
得社会保険料控除
か
小蜆模企詰共済等捗会控除

ら生命保険料控除
差地震保険料控除
し

引:態難
か

れ勤労学生､障害者控除
る図饒犠'潅除|:|□

妻÷灘：計

分嬉

｜
津
一
一
雛
一
幸
一
一
霊

※復興特別所得税額⑳欄の記入をお忘れなく。

銀行
合庫･組合

本店･支店

出張所受
取
場

還
付
さ
れ
る
税

「A」欄（平成21年6月以前のも

のは「K」欄も対象｡）

郵便局

名尋

爵所厩

酔

士
印
号

理
認
識

税
署
電Ｉ ｡）
|回|溌鵠謹苓|回|□’■

4-2
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第4章マスキング例

］■■ FAOO74

平成「司年分の雛;綱の確定申告書B
第
二
表

○所得から差し引かれる金額に関する事項
損密の原匪 ｜ 損皆年月 日 ’ 蝸奮を受けた資産の糀類など

⑩
雑
損
控
除

｡ ●

円壕鷺全などで 円話|損失霞の
桶璃される うち災寄開豐
会 翻 支出の金額

円 話|損失霞の
うち災寄間彊
支出の金額

和室

壌鷺金などで
桶珊される

△二

蒲

円

損害金額 （
平
成
一
一
十
六
年
分
以
降
用
頁
莞
一
一
表
嶢
篁
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
源
泉
徴
収
票
国
民
年
金
保
険
料
や
芸
操
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
壺
曇
に
添
付
し
な
け
麓
な
ら
な
善
類
は
添
付
書
雲
羅
な
ど
に
貼
ぞ
く
だ
さ
い
”

驫
詮

円
■■
■

保険金などで

權填される金額
支払医療費

住
屋
列
氏

所
号
和
名

社会保険の種顛｜ 支払保険料｜ 心 掛金の種類｜ 支払掛金

⑬

峰
⑫
社
会
保
険
料
控
除

弓 円

:鋤
金
控
除

企
業
共
済 計合合 計○所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）

門 円

所得の種類|澪&図擬潟撹V器|収入 呉
謬
率

旧生命保険料の計新里識険料の計金額

円
旧個人年金保鷺農の計寵人年錐熱り計

二二二二二三一~一介甚医療俣隣料の計

円謝⑮
》
昨
錨

地璽保険料の計 旧長期掲宮保裟料の計

円⑮
壺
附
率

寄附先の

所在地・名称
寄附金

’
本
人
該
当
率
項

心
り
く
ｊ
心
哩

口寡婦〈寡夫)控除

(目鯏日舞淵）
口勤労学生控除

／学校名
｛
、 ）

⑳
■撞
衣
缶陣

氏 名

鰹j里者の氏名 生年月皀③
～
⑳
配
侭
責
特
副
控
除
投
塞
控
除

口配偶者控除

口配偶者特別控除’
馴
額

腎
暴
訂

及
濠
税
珈
得
得
所
所
合
⑭

罠

． ’
生二月 薑

大
平
明
晒

譲除対象扶養鰻族の氏名｜続柄 謹除額

万円大
平
朋
昭

○特例適用条文等
大
平
申
Ｇ
蛎
曜

大
平
■
甲
鴎
鯉○雑所得(公的年金等以外)､総合課税の配当所得･罰震所得､-時所得に関する事項

種目・所得の
生ずる堀所

万円

|⑳扶養控除額の合計必要経費等 差引金額所得の種類 収入金額

円 円 円

○事業専従者に関する事項

従事月数°程度
仕事の内容

専従者給与(控除>額続柄

｛
門

氏名

生年月日
大
平
明
昭

氏名

生年月日
明･大

昭･平 ｡ ｡

円

⑳轆誰与腔隙)恩の合計額
○住民税・事業税に関する事項

円扶養親族の氏名 ｜続柄｜ 生年月日 ’ 別居の場合の住所 配当に関する住民税の塒例

非居住者の特例

配当割額控除額

株式等譲渡所得割額控除額

附禽|瓢道陶県.篇区町村分｜
"蕊|餅警誓苧引

肥
歳
未
満
の
扶
養
親
族

ｌ
住
民
税

平

平

’
都過“｜
市区町村｜

｜ 給与から差引き
､: ｜ 自分で納付

円平
存附令

瑠勲控壌

条例

指定分

差与・公的年金等に係る所習以外(平成27年4月1日において
65戯夫満の方は鹸与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の遥沢

’
■

｢霧1－

4－3

再
甘
口
写 ■

事
業
税

非課税所得など

損益通算の特例適用前の
不 動 産所 得

不動産所得から差し引いた
青色申告特別義除額

事紫用資産の醸渡損失など

前年中の開(廃)業 藷始・廃止

番
号

同

§’

所得
全額

肩

他都道府県の拳務所等 I 1

別居の控除ﾇ橡配偶高・樫黙懇扶養親族

事業専従者の氏名・住所

所得魂で控球対象配偶者

な ど と し た専従者

氏
名

氏
名

住
所

|：’ ”



第4章マスキング例

【1－1－2】申告書等の税務署整理欄（第3章3－3ページ参照）

■ “需長
､卜【成 《1. 月 R提出

□
平成|ml年分贈与税の申告書 | F D4724 ’

M,
付

笛
二
士
衣
（
平
成
配
年
分
以
降
用
）
（
住
宅
取
得
等
資
金
の
非
課
税
の
申
告
は
申
告
害
第
一
表
の
二
又
は
第
一
表
の
三
と
、
相
続
時
精
算
課
税
の
申
告
は
申
告
書
第
二
表
と
．
｜
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
）

鯛

一

Ｆ

卜

f一明治回､大正回昭和回､平成囚 <単位は円）

I
禰澪罰灘(IW。

得 し た財産の明

江毒工騨緊蔬嘉
型
単
一
倍

財産を取得した年月H

財 産 の 価 額

価
一
勲

榊
認

一一一一一一一一一一一一円

平成□口年□口月□口日|続柄唖一 ﾛﾛ 申

I壷－ I H IF
ﾛ

生ff月日| 明火,昭平 年 H ト’
住所 F1

暦γ蹄 ，リ 慌｜続柄
氏.橘

蜂月! ' |叫大咄､if 年 Ⅱ ロ
年住1脚 H

｜統柄
ﾌ脳ナ 信氏名 門

課生fl淵日|叫火｡昭平 年 H H
l 財産の価額の合計額(課税価格） ①
噸鷲蹴,購繍隷競歳品撫瀧鱗灘欝童剣､)#嬢"'幽②
税豊蝋篇"'"…鱸……､…"''幟…，‘……i…， ③

②及び③の控除後の課税価格((4)一鯵一’戦) [1.000円未満切捨て】 ④

⑤分④に対する税額(命瞥書弟-表(締､)の…｢麟与魂の運算表を艦'て剛算しまず．）
外国税額の控除額《外国にある則産の蝋与凄受けた嶋倫で､外国の鱗与脱驫撫世‘対1たときに服人します,） ⑥

医療法人拷分税額控除額(艤獣鱗繍鰯繍灘識|震職職総鯨罐伽） ⑦
|⑧差引税額（．3－⑥一⑦）

倍H

円

' '1 僻
11U

円

倍ロ

一一一一一一一一一一

rmnrmnrmnn

平成□口年□口月□口日
一一一一一一一一一一
rmnrmnrmnn
一一一一一一一一一一一一

平成□口年□口月□口日
一一一一一一一一一一

□
□
□
□
□
□
□
□
口
峠

皿
四
ｍ
ｍ
田
四
ｍ
四
四
》

四
四
四
皿
工
皿
エ
エ
ェ
ー

□
｜
□
｜
□
｜
回
一
口
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

匹
匹
匹
匹
四
匹
匹
匹
叩

叩
、
而
而
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

r-相続時精算課税分(4壁蝿職陥瀧露漁錨i鵜熱撫溌；鍋謡'誹雌密だ：瀞&鯛興誤“‐
オ､,

▽特定贈与者ごとの課税価格の合計顕

Ⅱ驫態裟蝋;撚菖縛嚴綿"桃"…””の筆調"衝馴御
（第．亥「平成年分鰡与税の申背肯く相銃時梢算課穐の酔算明細喬}‐の秘め金額の合計掴

|@|n｡□血口皿□□
|⑩|rmnrmnrmnn ’
⑪団口皿口旺□□
⑫|田口四口匹回回
⑬田口四口匹回口
⑭rmnrmnrm回回

⑮rmnrmnrmn回

⑯'四口皿口四ｺロロ
⑰|田口皿□に田口回
⑱||rmnrmnrmn回

Ⅲ課税価格の合計額(嘩十⑨）
差引税額の合計額（納付すべき税額（鋤十鋤)) [100円未満切措て】

今、農地等納税猶予税額（ 「農地‘牙の贈与税的納税讃予税舗の31算書」の鉾の企御
Fコ

株式等納税猶予税額(際輔獺蟻舗巽臘鬮』総噸鰄§撚繍）

医療法人持分納税猶予税額（鶴獣騏灘熊謡瀦鱸騨露職職鰡綴蕊翻）

計 軍告期限までに総付すべき税額唾-鰹-侭-鱒）
差引税額の合計額（納付すべき税額）の増加額

この申告書が修正 （⑫一弟三表「平成 年分讃与税の俺,f申告書側表} Iの⑬）

申告書である場合 申告期限までに納付すべき税額の増加額
（⑯一鏥三表「､ド成 年か順与税の催7F巾告占醐表> lの⑯》

この申告書が修正

申告書である場合

｢…盤……"･縞…満"． 剛’｡ ’
口税理十法第30条の書面提出有

口税埋上法第33条の2の書血提111"
■

(萱5－10－1－1－A4燕・） （､lf26. 10）

4-4

住 所

ナ
ー
名

ガ
ー

リ
’７
－
氏

生年月ロ

〒 (電話 ）

瀞フリガブ･ば．必ずdﾛ人してくだ連91

□ □□ 1 □□ 月 □□'｡'職叢

卿

税務署整理欄（記入しないでください｡）

糖斑番H □□、「mnnn 名薄 nnnnn「
＃｣告吉提lll年月ロ

災害淳延長期限

出国年月ロ
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□□

]□

]□
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■旧

日■

1，

吋庄

細H

コー臘

一

死L年月日 □ ｡□ ｺロ ]□
関与
l〈力 ■□ 修箙 口匡

□□霊

□□

□□

処理

訂1 ﾛに
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第4章 マスキング例

【1－1－3】申告書等の職員IDの印字（第3章3-3ページ参照）

28/06/0709:18201606070918282921281010754112009350･001税務協会

3215123･4567大阪市中央区○○町1－］ 財務太一

■ ■
第
一
表
（
平
成
二
十
六
年
分
以
降
用
）

|F AO'20
＝三謹壼平成｢ー1年分の悪繍織の 申告書B
〒何司n-nnnn フリガナ

住所

蕊｜
函などノ 「 ’’ 氏名|’ lI I

昔舟|瞳纂 ｜圏書罷曇 ｜世編韮… ｜'‘誘壹との鐙“

篭|□|田［ロロロ|蕊|筒零"塗先総論一
瞬|"農|番号|nnnn｢mDD||譲巣農|回

8. -－－－－－8

瀞~鳶｢‐
，隻付前、 (単位は円)陸 |言 ’ ’

’
事|営業等⑦、｢n、~胴nn
業|農 業⑦[．■田画暦■□□
収不 動 産。［．■i■函■田□□

入利 子、［．叩Ⅱ■□
配 当③、「『『『ﾘｺ■|臼｜
金給 与②nn1rrmnn

額"|§・篇:円 RR
等曾短 期＠にｺﾛﾛﾛﾛﾛﾛロ
鷺|長 期③nnnnnnnn
－ 時⑥同nnnnnnn

事|営業 等①、｢「『『胴nn
業|農 業②｢可｢舸｢'一胴、．
所不’ 動 産6h斤耐-両両同
得利 子④にコロロロロロロロ
配 当⑤nnnnnnnn

金給与|:|□□□⑥nnnnnnnn

額繩鳥漸:日用脾R冑
合 計⑨□m'Dn－mnn
雑損控除⑩nngimia'g□□
函医療費控除⑪同｢､｢『舸同戸
得社会像陰料控除⑫同両司RFmnn
’､ "'嬢嶬纈識倉鶴⑬同同司､hnn
2生命保険料控除⑭|－1｢n口｢mnn

着，‘……⑮口田口叩□□

:!:鱸慕:口四口需詔
れ勤労学生､障害者控除§圏に． OOOO
る閻雛繩'鶴|§|□，馨［． DOOO
金扶養控除⑳［． OOOO

霞基礎控除|.nnnnnnnn⑳[． OOOO合 計'．l Il iⅧi ll l l

溌翰皇濯鑿|⑳E．|■'四■OOO
壷驚竺薫鱈⑳、｢「胴｢11，■
配当控除⑳n「胴、｢胴、■

穂蝋蝋|:|日:円岼串帛
｜ 政党等寄附金割制控除､亀r1nnnnnnn
金§雛離|口鳥nnnnnnnn
露灘藍噸⑬E1nnnnnnn

の謹縣蕊|:R評串帛
復篭期簾額⑪同nnnnnnn
計辮繩囎蹴繩噸@nnnnnnnn
外国税額控除|:|D@nnnnnnnn

算灘蕊:目卍目串目目
簿犠篭翻⑯仁ｺﾛﾆ旧朋□□
雛灘引総める濯金@n｢｢旧｢旧OO
第3期分の覗割

溜辮頚|鋤さ伽る誰⑳区司nnn｢胴nn
配偶者の合計所得金額@nrmn「舸nn

難舗与(控除瀬"合計甑⑳nnnn｢nnn

そ青色轄鰭別陰鯵額団向同可h｢祠HH

の鵜繍:円詳年日日
他噸鱒:胄帛円串日日
変動億騰鵡金霞|:|□⑮、｢nnnnnn

:愚､鵠服諏に鮒妬麹'＠' '二コm口匹回o
;出延納届出額|⑬| ｢－1｢mDOOO

所得税及び復興
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第3期分の覗額
（⑮一⑮）

｜
津
一
一
唾
辨
一
乗
》
｜
讓
潅
一
一
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詮噌’ ”ゞ門雪麹割当一預金
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第4章マスキング例

【1－2－1】閲覧等請求人以外の相続人が閲覧等請求人とは別に提出した「相続

税の申告書」 （第3章3－4ページ参照）

□ 生
口相続税の申
聿
冒 |F D35511税務署長

年 月 日提州

［繍紬鯖隼月日 年一月一日|’ 年 ” ロ｜※申告期限延長R|
oﾌﾘガﾅは､必ず記入してください． 「一 各 人 の 合 計|・ 財産 を 取得 し た 人

’

ブ リ ガナ
ー■－－ 一 一 ニーー■一一ｰ一一ー一一一一一＝一一一一

氏 名

<被相縫人） 第
１
表

⑳

月
１
卿

氏

生

住

く

被

と

政

》

恥

一

一
》
》
昭
一
函
一
一
壷
州
岬

年

番話循
幟
砿
人
柄
得

税
〆
恥
、

務
對
卦
付
○
一
」
の
申
告
書
は
機
械
で
読
み
取
り
ま
す
の
で
、
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
配
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１

ｒ

一

・
口
課
税
価
格
の
計
算
一
一

住

蕊齢｜轍

一般の場合

(”岨合を除く）

年 月 R （年齢 裳）年 月 R （年齢 勤
・

■

〒
所

（糟 話 番 号〕 （
平
成
”
年
分
以
降
用
）

ま
た
、
申
告
書
と
添
付
資
料
を
一
緒
に
と
じ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（ 1

業 ｜一’ ｜■
取 得 卿 圃 ｜｜ 鎮当する取得原鬮をoで鰯みます。 ｜ 編織.遣剛.繍雛時瀞鄭諜融に係る購与

※ 隻饗 欝 躍 |-|Dnnnnn口□| |し－~IDnnnnnl8[
|岬胤,認,緬緬5'□□rmnIT1n胚□口門nnrmnmlnr11nl
|樋臓繍臓摺聴② □nrmnrmF｢I1nn lnnrmnrmnl~m田口
偵務繊蕊慨金緬③□□□[]口王□I□□ ｜□□[二Ⅲ]□｢mnrm口□

;灘騨:,B汗朏Ⅱ毛||朋弔H泙月Ⅷ目
聾(%0晶為鵬?' |o Dnrmn: I~!｢| |~lOlO|D面|~|nrmnrmnl IOIOO'
瀝鋤"蕊|蕊蕊鳥／ロロ人|□□FIqlOb而回01画燭W蝿め鷆調”雲?》
繍競税の總額⑦||□□E肥口E1ｺﾛDDOO1との欄には､錆2表の“の金…入します，
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一
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第4章マスキング例

口 ■

第
１
表
（
続
）
（
平
成
”
年
分
以
降
用
）

相続税の申告書(続） ｜ 『 ’3，54 1
｜※申皆期限延長H| 年 月 月
財産を取得 し た人

|※申肯期限延長HI 年 月 同
財産を取得 し た人Oフリガナは、必ず記入してください

M フ リ ガナ
ニ左 二 b ヨニー

氏 名

○
こ
の
申
告
書
は
機
械
で
読
み
取
り
ま
す
の
で
、
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

⑳ ⑳

生 年 月 H 年 月 F1 〔年齢 勘 年 月 F1 （年齢 鋤

〒 〒
住 所

（鋪 話番 号）
（ （） ）

与
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ｌ
－
円
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一
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口
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□
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□
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第4章マスキング例

【2－1－2】相続税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書（控用） （第3
章3－5ページ参照）

□□□-□[]□、 加算税の蹟課鷺豐喜驚喜鱈”
相続税の

第|墨書響l l l l l l l l l’ ’琵理番号

号
巳平成 年 月

一
所
名

住
宝

税務墓長 @！

C廉税椰進等及び巍額琴の計算朝拒

(1) 納付穫額又は還付税額の計算男箱
段

当誘 r 額
醸税額 、

区 分 頷

｜ 被相漉人氏名 函I
臣■

唇尋
円 霊

■■■■■ロ 征 歌得した討壷の価額

平寅 隼 月 日の栢捜雪姶:二係る桾統室及びその和算税

について､右の表のとおり 及び加反夜の賦媒決定をし
まナコ

ンセき＄って､ 二の通知lこより転たに納付すべき又球域少する睨額
iき_吹つとおりとなりますs

C． この通知により 新たに袖付すべきスは域少する良頗

ご|用萱"轍風■厘迅鬮吋置急置璽
ご|演務及び弱式受用の全額

篭 責 童 屋 額

（ ⑩+盆一国 ）

（

』

茸害看零諦‘ご牢舎通る毎年壁分
財 与 彫 宝 題 額

一

哩

論便鱈子釦壁窒位乞,

納付すべき 本艮宰瓶
減｣>する

納付すべき
木悦和

猿少する

納竹ナ．．こき

加算税刀額
減少する

⑤腰浬価格 （重十豆）

一幅 綾 便 の 掩 劃
､L‘ ( （2 ） の 瓦の全額）

‐弓皇 1重|同上…堂綱合

梍 捜 便 の 捷 韮
（ （2 ） の 瓦の全額）

－１）

ｅ

門 円 円

合
窪一

署 相震便餌
（ZxE）⑨申告加艮唖

:
白
坂
巴

皿
且
急

冷
罵
日

飼
寺

坤
《
却
遼

哩
公
竃

臣
司
短

梱捜便衣
I付表1(1)わB）

⑭豆加算罠

福謹税額の2割加真弓5行われる
樫合の加亘隻額

、
○ 拍付すべき種額及び蓬滞税（補種道子鯵のある人I会､補税道子額

控除後の本意･加算夜の額及び廷潅寝の額）罐､ 同封の納付巷に

より平成 年 月 日まで;二日本愚行〔±唐、 支店、

代理盲及び象入代鬘壱（塞便局を言む尋 ) ）又濫当喫琶署へ納付L，
てく芝さいで

ご 缶主【こ誌付すべき土民につ:､で延納又iま拘補を若亘される方途､上配の朔眠
までに申精してください息

C 暁に袖付した税額2Eこの通知Iこより璽少する場合で､他に宗納の

穫額3m危いどきば、垂行辱の預貯金口室への振込み又iまゆうちよ銀行､

郵便局の志口私いの方塗:こより還idすることに余ります，

番年屡筏分の
珊与税額控除懇

こ

税
鏥
控
諌
額

層醒橿考の夜毎軽域砿

怠未成年者控除錘

遍陸害者控除額

通桓次棺捜控除額

E外三種額控除額

魯 計

産偶考の硬慈軽敏飯

ご 延癖の針夏方法

（国戻通則法舞60桑､第61条､篤lZS桑.第ﾕ19条及び臣硬特別槽匠法第恥条j1

延滞税の割合〈注1)崖､年T､39b(摘索限の翌日から2月を軽通したE以

後は年14.5･も) となります零

具錐的牟蓋海鼠の銀志､武の頁式'二よって針算してください宮

差 91 種 釦

（Z＋E－E又ば、＋愈一職
週

棺涜時椿亘展罠分
尋町与硬ゆ控肺麺

曇

至宗法人持分税浬控除類
（付安』 2cB J

罰

公 1,計 (函一冠一⑪)

屡地辱網硯猶予段頷

く付表エ (1) の⑫）
皆定袖禦匿⑤翌日か
ら完論刀日主で

忽

額
ｊ
税
屋
子
の
遺
２
税拍
２
等
表
式
付
除
く
税

額
Ｊ
鴬
宜
子
の
猶
２
便
３
拍
表
休
付

山
く

365

注1 平家12年1月1EE職の遜涛鷺の創合Iま. 年
日)で.以下のとおり適用寸居ことになります。

エ 平虞12年1－月1日から平成25年12.日31画：

年

工 平嘆Z2年1月1日から平或25年12月31日ま

嚢

単位(1月ユ日～12月3Z 巨察書人持分諭展華子観額

（付表4 2尋A）
鼠

’
での朔岡に対応する

差潅臣の創合

・納期限の翌日から2月を運遇する日室で. ．年『前年の11月期

E辱‘日本愚行談定める基鐘劃引率十4％』

･納期隈の翌Eから2.号を径話し主冒以後. ●年「14.696J

Z 平戎零年1月1日以後の婚閲に対応する延漕観の割合

･帝期限D翌日から2月を径遇する巳室で･ ･年｢7.3%』と

『特倒華塑割合〈燕)+1％』のいずれか鼈ぃ剛含

. 袷期隈の翌日から2月を廷避した日以後． ･隼r14.6%」 と

『特醐基筆割合(燕)+7.3％』のいずれか畦い割合

（斑） 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行

毎,新鏡の撞期貸出約定平均金利の合計を'2で陣当て得た割合と

して各年の前年か'2.月'5日哀でiご財麓大臣が告示する割合【こ､

年’9”割合を加算した割合

塗2 本税の頷き'10'0“円未潤の程合;こば、延滞種を袖付する迄要津お

り堂ぜん含

注3 あなだの堤合律､国漢通則桧､規定により〈息 . . 至・ ･ 〕

の蛎刊は､上記の計算期間I弓含まれをい二とIこ傘っています憩

二の更正ズ涼挨定き§申告蛎隈から1年を遥遥しぎされた襲合で、その国

鹿辱を－痔に納付する三とができな'､と路ある通るとき瞳、原則として拍

銅限方にされた申猜により､ 1年以内の期測、納寝の猶予が解あられ室すS

申 告

納硬胡

〈か割一等
一・

詰f廿ぺき溌恕詮

週付される規頓敏

(2ノ 輻癖の稔頚の計冥鶚篭

当初 ，
屋硬額 、 額）区 分 額

画

画｣ 器
① 誰得酎直価額の合計額

用
銀
遭
叶
税
合
隈
の
算情
糎
時
歴
綻
宝
福
吋2

豆 債務控除の合計銀

轄竃壷篭翫こ率さ這る客手黒段差心

町与叶宝邑額寿台肝晒
王

一
心 屡現鉦桧の合肝飯

人
面 会定相捜人の数

円
一

■一

色 遺壹;こ係る基冤控除額

計算か差高畠拳ろ全額

（ 霞一旦 ）
C 一

心

運 桓捜税 の 捻想

C加寡税の額の針算明細
こ この運伺に係る処分の理由

含鉈再唆毎餌

’.垂ぱきと二x室

産み古併醸

Uh 吋
瓦
・
廿

温
飼
胴

工
ら
毎

守
一
・
〒
暁

吋
丘
§
甘

星
呵
尉

守
舎
エ
●
一
口
》

‐
〒
風

（
上

z工令ヨも昌巨赴町沙鷺員算

二亨舎包君皇とも竹■α号里。
z七昌色■

区 分 瓢箕童わ基語
と ．雀ろ唆額

円円

9，0”

F1

局

0．000

賦曝
浸画

ｑ
一
“

｜
岬

更更良迄強の
置喚裳定額

一
ｍ
｜
血0.0㈹ 0,000

一国
＝乱

５
｜
血 ＝

申
告
加
算
税

軽減頭
0,0m

叶
壷
■

一
切
§ ＝

句
一
叩

孟貝異更金号
画世部

0,C“
〈
） お穀だIま､ 上だの新たに鏑付すべき撹飯のI言か､ あなたが受げた

利差の面額を限度として相捜良性富3↓失策 項の煙定により他ら

枢捜人スIま受逓者霧相捜嗅について遼甫効けの責任韻あり苣十。

一 ＝＝
納付すべき頷
域少 する甑

＝
斌 黒
譲言顕

一

“0,0虻宜
加
算
寝

＝＝
菱更良定伎の
産謀浸定額

｜

“0,0卯

＝＝
袖けすべき額
峻少する額

〈 ）杖のうち〈 ）検目

(責4－T5-2-A4篭一）

4－8

王君艮寿釦

･1,000円未濁念暑合jま
納付不要

･1,0“円瓢上乞･婆倉准
l”月末漢の鎚登切捨て



第4章f マスキング例

【3－1－3】請求人から新たに提出される「請求人保有の手帳等」 （第3章3－

6ページ参照）

WE麗嘩I郷
Ⅱ■

I麓
塗斗i蜜 ーー－辞一国ローー

2Mon

畿蕊挺父の怯要は3月 ／8日午前／0時、○○会館

、請求人の主張】 、
領収証の保存のない必要

3

｜

Iゴ

3Tue
｛

経費の追認を求める旨で、

具体的には、組合費

300,000円、歩合金50,000

円、酒代30,000円及び仲

介手数料1,000,000円であ

る。

Aとの泳行、 4月／2日～旧日予定

一…-----’
Wed4

B歯科錘今から妻の役員就任の承諾を得た。

忽今費300,000日、 歩今金50,000日、酒代30,000日支払傭
I

晃
弔
も

４
ｆ
ザ

＄
公
刊

．

〃

，

Ｐ

5<III Thu

○○市にJ1趣（ 、妻住民票、

魂会1 ,000

C氏に仲介子教科

・

埴

000門を女オムう
l ミ

|;
A瀧

Ｆ
、
ロ
Ⅱ
Ⅱ
川
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
瞬
旧
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
叩
Ⅲ

熟----.-----‐

I Fri 6、 Fri 6II

離寧明日の同窓会は 2次会はない
Ｄ
Ｃ
。
ｂ
・
弓
Ｉ
Ｄ
■
Ｄ
ｊ
ｐ
ご
ｆ
Ｆ

■●GB■ ■P ■

ん ･診『ﾛ･

ロヶ

P･"nい む

盃も､．シ･『渉了

｡,.,〆f導懸
ｙ
聾

齢寧

１
１

I

I

sun8
雛塞

戦
跡

#：
ミコタ

剋守■■ 凸

F■ 凸 ■も

剛

ー一一一一篭蒸口
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第4章菫 マスキング例

【3－2－1】原処分庁から提出される「取引先・関係先の帳簿及び原始記録

等」 （第3章3－6ページ参照）

多 “,”ゞ”エゞ
総勘定元帳(損益の部）

5ヘ｡－ｼﾞ

0301

有限会社 ，

| 借方金額｜貸方金額｜ 残借方金額 貸方金額劃
「

’ 摘 要部門相手科目 部門 高

II

契畔里
I ！

=一一→一一口一一一一一一

※前頁より 産
I

■
■
■
ｇ
ｏ

り Iり I

25｡ 2.C 郷
！
；
蕪

現 金
E協会

E協会

E協会

E協会

21000 "_QlEi"E
8 ：

i i

28I0201665
i l

・ 1 8

28:022i665

面5ﾃZで
Ｉ
。
‐
Ｄ
，
…
叩
一
・
ｏ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｕ
０
０
１
０
ｌ
ｌ
１
９
９
ｌ
Ｌ
９
８
ｆ
↓
巾
■
１
９
８
■
０
■

金
金
金

現
現
現

4iOOO
↑
』
訓
芦
１
４
１
４
１
１

〔
可
″
一

ハ
且
》 ’

21000252q
盃一百てず

－

325

41－00Q 28;0260261665

4i"IL!
金 325

1 | !」』－型i哩哩
現

E協会

25． 2‘ (Lー 未払費用 U’
寺
Ｉ
ｑ
Ｇ
１
１
ｑ
Ｉ
４
ａ
４
Ｉ
ｌ
ｌ
ｆ
ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
０
１
１

A 2月分 2381250

閉未払費用 I

全
分

月
一
月

２
ｌ
２

Ｂ
ｌ
Ｃ

293j750
別
‐
一

未払費用
31副750

－－－

栗r菰賓 用 UI|
l
l

i 9

!I749!000
１
１

。
■
Ｉ
申
Ｂ
■

Ｆ
８
■
■
０
０

分

分
月

月
．
２

２
・

一
業

㈱
一
エ

Ｆ
ｌ
Ｇ

，
ｒ
０
０
曲
■
０
０
０
５
６
０
０
１
６
勺
■
●
９
１
⑪
０
９
○
４
４
４
４
９
上
申
９
４
１
９
９
日

卜
ふ
り
ｌ
‐
１

ｍ
グ
｛

ｎ
ｑ
ｕ未払費用
12051380

戸
．
【
垣
ツ
巾
ｒ
■
・
０
９
『
ｇ
４
ｆ
ｌ
Ｔ

兜
一
別

未払費用
H機エ2月分

I㈱2月分

※ 2月度計※

』 ９
■
汀
■
伊
、
ザ
心
耳
＆

未払費用
301422 870

0

325
i

現 金25． 3．
》
一
幸

| 30!424187021 000

321
1

現 金25． 3． 、

4261870 （2iOOO 30
一

325現 金－J

E協会

E協会

E協会

E協会

「E協会

F㈱3月分

21000
‐
一
眠
り
‐
１
１
１

〔
》
〃
一
．
３

､

金
一
金

■
け
６
１
卜
Ｐ
■
Ｄ
ｂ
０
ｂ
ｒ
０
Ｄ
Ｐ
■
ｂ
０
０
０
９
■
０
凸
Ｂ
０
Ｂ
０
Ｄ
■
■
ｑ
ｂ
ｊ

現
一
現 叫叫型

i 301434i870

2IOOO

325
1
1

25. 3｡C
41000

一

１
１
１

．
Ｆ
一
加
〉
●
１
０
５
■
！

２３25. 3.C 金
金

現
現

2jOOO
言~~ーT~-_

3014381870
函 ）

2 000

8871"， ’8125. 3.C未払費用

未払費用

未払費用

未払費用

81

A 3月分

B 3月分

C 3月分

3641000

81

3861000 一

｜
’

81

3991750

■…口
I１

１
１
１

１
１ ｜ ｜ ：翼次亘へ ※
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マスキング例

【4－1－2】調査報告書（第3章3－7ページ参照）

第4章

特官・統括官等 担当者副署長確 認 署長

①① の ①27． 1 ．○

調査報告書

○○税務署長殿

平成27年1月○日

○○税務署法人課税第○部門

財務事務官G

納税義務者 学校法人A

務 実地調査用

調査年月 日 平成27年1月○日 14：○～ 15：○

○○市○○区○○町用 務 先

学校法人A理事長兼学務総長C調査対象者

請求人の理事長兼学務総長のcとの質問応答記録書を別添のとおり作成したが、弁護士と

相談したい旨を申し立て、署名押印を拒否した。

《今後の調査方針》

以下余白

4－11

・ ○○府庁に赴き、学校法人Aにおける役員の変更手続等の確認

・ 理事会における退職金支払の決議の確認



、

(第3章3－10ページ参照）

第4章 マスキング例

【6－1－1】個人調査決議書

や

今
西
者

へ年月 日FADEP13 実地調査

特官・統括暗

■

畠1

特官・統括官事務年度

個人調査決議書

営庶業所得者用（－号用紙）

｜ 」 ’
業種名

番号氏 名

I

一
‐

納税地

（ ）

人日

年分電話番号（ ）

卜窯一：
納税地外

（ ）

処理

区分電話番号（ ）

’
｜屋号｜

（ 年青色成) |消費税届出

整理番号

青白区分

関与

税理士

年分 年分単位：千円 年分

対調査

前割合

調査前

の 額

調査額調査前

の 額

調査額 対調査

前割合

調査前

の 額

調査額 対調査

前割合

’

一
一
一
一

額
額
額
額
額
得
額
額
無
計
額
計
額
無

売
一
差
一
算
一
特
一
特

上 （ 収入） 金

益 金

出 所 得 金

前 所 得 金

後 所得 金

の 他 の 所

計 所 得 金

告 納 税

|過 少
重

税 標 準

費 税

除 税 額

計 消 費 税

|過 少
重

営
庶
業
所
得
一
そ
一
合
一
申

所
得
税

二
加算税

課

消
一
控
一
合

’消
費
税

二 二
加算税

年分 ｜

額|重加対象｝錘|金
｜ ’

年分

額|重加対象|連動
年分 ｜

額|重加対象|連動|金
｜ ’

単位：千円

_FW 加算・減算の事由 ｜金
一

再

一

一

加

加
算
減
算
項
目
の
内
訳

＝に
｜ ’

算

小計

’減

算

小計

差引計 一一一一一一一一一
自年月 日至年月 日 自年月 日至年月 日 自年月 日至年月 日

増差合計税額|重加対象税額増差合計税額|重加対象税額増差合計税額|重加対象税額
非 違 区 分

消
費
税
の
非
違
の
内
訳

連課税標準に対する消費税額の誤り

動控除税額の誤 り

非申告差務の判定誤り
違

小 計

固課税標準に対する消費税額の誤り

有控除税額の誤 り

の申告義務の判定韻り

非そ の 他
違

小 計

そ の 他

合 計

違非動連違非の有固

’

＝に＝＝

二手

4-12

起案

年月日

決裁

年月日

施行

年月日

年月 日

年月 日

年月 日

決
裁

署 長 昌|I署長 審理 担当者



第4章マスキング例

【6－1－3】源泉所得税調査簿（第3章3－11ページ参照）

幸

園
」
■
丑

巨
吠
巴

〆~

婿。
釦
『
つ
い
関
ト
ロ
”
ず
吟
、
一

】
『
『

僧

。
や
ぞ嘩

龍
鄙
報

シ

団
単
ｆ
嬰
晶
若
惑

冨
踊
画
工
乱
』
癌

余
区
恒
批

q］
ご由

、

這
一

番号
そ乞
一

誕坤函

蕪
鐙

掛叶号・叶叶曙

窪冨仙同一ェ

薑’
１
１

幹

F

（
自
画
』
）

ヘ
ヨ
コ
『
》

Q

署

羊余
繁凶

叩
－
１
，
隼
三

寺
当
司
郎

I卜

’濁顕
1 龍

曲
弗
卜
訟
貿

凝
障
津
崖

ユ
ー
、

牽
搾
鬮
当

Ｆ
ｅ
Ｌ
Ｕ

寺
口
守
■

。
①
令
口
今
①

●
■
●
Ｇ
宇
口今

守
■

■
■

■
Ⅱ
８
８
凸
Ⅱ
Ⅱ
■
■
且

寺
■

申
■

■
■
８
８
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■

■
■
■
ａ

■
■
②
■
函
叩

●
■
』
■Ｉ■ｏ函ｍｅ■ｑｄ叩卸５

Ｆ
寺
■Ｉ？■ｇ

Ｃ
■
凸
、
。

、
や
寸
凸１６口■

■
■
心
い
い

●
▲１帖”■Ｃ、

Ｃ
Ｇ
一

ｍ
配

り
■Ｉけ凸ｒ■■吾■１４■凸ｄＤＧｃ

■
ｂ
ｅ

ｇ
Ｄ
ｂ
９
■
０

ヱ
垣
叶
倶
嵩

二
醐
置
脚
色
マ

乎
騨
騨
竿

守谷守e0吋ﾛ可■宅

ロ
■
■
需
幽
一
陰
禮
熱
『
一

■
屯
凶
罵
倒

隆
屋く

弓雲
蹴
訶

’
…

唾

；
唾
、
今

国
璽
。
邨
云
野
軒

●OG凸■｡■■qや
6，■■BDO

計
宰
霧

q■Q ■ Ⅱ q D8E●BET

三

浸
騨
華
堤

巽
冴
常

■●＄凸凸ﾛ上｡、、●･Da4巴■■q『色q■｡、■､

Q■●4■■pcU■■ ■｡凸●凸■a4■■■●｡■■a

厘
酉
叶
怪
筆

■■■■D■g■■■､■け■p■

圓
閣
草

垣
ぺ

騨霧

寵

黒
鯛
（
墾
斑
樹

學 ｡■■■■qO｡PC■90口も4ppG●Gq■■

暫凸■も0｡■1DB■BBも3■申守■竹Q■■

9句q■gﾛ■■●二二号巴寺二・9，1U､■●■

PロやGdOQgD■nF､今争｡■｡ebg守｡｡

§ ﾛ ﾛbpcGa6QG

潤 一 庶
龍
圏
Ｉ

更
さ
野
韻
型

篭
辻
憩
〆
哩
く

＜

守9Cqqデマ町■Te寺『旬Ⅱ ●『争序

騨
帝
等

碓
龍
廓
瞑

；
■■gQqGg①6巳■p●■

璽
瑞

G■■旬4■■■cqb■0.ひ■●｡▲凸■

｜ ｜

寵需細溌

偶
■

唾
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第4章 マスキング例

【6－1－4】源泉所得税調査事績書（第3章3－11ページ参照）

源泉所得税調査事績書（一般事案用）

副署長・特官署 長 統括宮 担当者

1決
裁
認
印

所在地

名称

業種目’ （ ）

事徴 績追

| ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ’ 計 ｜‐計所得種類 徴収区分

人 人 人 人画八 八

課税漏れ支給人員

千唇 千屑 千円 千厩 千円TF

課税漏れ支給金額

千R 了｢rW 干戻 千区 干鴬 千便

追徴本税額

千漢 千F 千鳶 千F T両 干腐

不納付加算税額

千贋 T;T 千円 千便 千便 千便

重加算税額

人 A 人 人 メ 八

う
ち
不
正
分

人 員

T両 千F 千円 千便 TF 千震

支給金額

T届 千厩 千円 千便 千円 千円追 徴
本税額

|認定賞与の金額｜経済的利益の金額｜不正扶養是正人員給与所得

に係る

追徴の内訳 ￥剛 ￥1 1
千 千 金 融 擬 閼

｜ 給 与 ｜ 報酬･料金等 ’ 非居住者等 ｜ 利 子

|震|蕊|無|鑿|息ﾄ"|鑿|駕卜"|蕊|鐸|鑿|鰻|管|÷"|蕪|麓|震|熟|篭’
認定

賞与

簿外

給与

齢諸

芸能

法人等

人的

役務

使用

料等

不動

産等

繕等

蕪毒

限度

起渦

仮名

預金等

特別

利息等

その他

給与

経済的

利益

不動産

譲渡

非腺税

法人扱

雰等
ホス

その他 その他 その他非 違 区 分 その他

’

|調査対象の選定事由(単独鴎戸) ｜ 非違発見の端緒 ｜ 不正計算の手口 ｜ 把握の状況 ｜ 調査経験
非違
整理欄

整理欄

不明取引等解明依頼せん作成｜

■調査情報連絡せん作成｜
その他連絡せん（ ） ｜

’ 鶏
査察連絡

機動連絡

雲
一
鈍
一
翫
一
鋤
一
部

調査件数

非違件数｜
重加適用件数｜
納付年月日 （

納付場所（

資料収集 郵便局
依頼欄

澗
査
整
理
側

源
泉
実
地 資料活用 自主納付

整理欄’
ｊ
・
』

1

4－14

華
一
評

年 月 日

腱、
整理番号

施行年月日

調 査 区 分

そ の 他指導区分

｜ ｜ 年 1 月 1 日

局 ． ド

支給人員

調査日数

未
的
整
理

f

訂正

当初

央裁の場合の

決潅施行年月日

本税額

不納付扣算税額

徴収区分

人

千円

千円

年 月 日

I

決議区分

調査対象

期 間

自

至

年 月 日

年 月 日

部門番号



マスキング例

【6－1－5】調査手続チェックシート （本表） （第s章S-12ページ参照）

第4章

調査手続チェックシート （本表）

1 調査開始前の手続

2不在連絡票等の交付等

（ ／ ）

4-15

調査の相手方

の氏名

（ ）
住所・居所

(所在地）
腫 一 一

関係.人の氏名

法人代表者･被相続人.（ ）

（ ）署

関係場所

（ ）

瞠 一 一 （ 署）

業種又は職業

（ 一 ）

青白区分 青・白
関与税理士

（口代表）

(30条，33条の2〔意見聴取日平成年月 日〕）

他 八

胞 一 一 （ 暑）

区． 分 日付 手 続 の 履 行 状 況 確認

準
備
調
査

再調査の確認

決
裁
事
項

再 調杳に

該当する場合

事前通知を要しない
礎査による若手を検
討する場合

通知事項等

の整理

(砿麗日）

／

<決銭日）

／

<決鮫日）

／

<決鮫日〉

／

結果

様式

様式

様式

口再調査に該当する
口再調査に該当しない

方法 □KSK口簿書□その他( )

再調査の適否検討表 結果
口再調査を実施する
口再調査を実施しない

事前通知を要しない調査
の適否検討表

結果
口事前通錘を要し勢､函査を実施する

口事前通錘を要し熊い照査を実施し鞍い

調査手続チェックシート

（ 事 前通知用 ）
通知先

ｰ厨四基vジグ1.口÷／Jvノ辱弄

口税務代理人のみ
口調査の相手方及び税務代理
ハ

①
｜
④
｜
⑧
｜
◎

⑳

事
前
通
知

日程調整等

事前通知に関す
る｢同意｣の要件
を満たして
いない場合

調査の柁手方に

対する事前通知

通知事項の詳細の

説明を臨場時とし
てほしい旨の申出

税務代理人に
対する事前通知

提出の申出に基づく

『同意のある税務代理
権限証書』の提出

調査開始

日時･場蕨

の変更

申出

連絡

<丁し主日）

／

(丁した日）

／

(申出日）

／

<丁した

／

<滝麗日）

／

<申出日》

／

<連絡日）

／

税務代理権限
の解消の有無

口有口無
調査開始
日時

調査開始
場所

税務代理人から先に連絡する場合､偏意』の要件を満たしていない理由と調
査の相手方にも事前通知を行う旨の通知

□

｢同意のある税
務代理権限証
書』提出の申出

口有口無

鯛査の相手方

の同意

提出予定巳

ロ有口無
結果

口税若代理人のみに通知
する

口瞬査の相手方及び税蕩
代理人の双方に通知する

税務代理人を通
じて詳細を通知
することの申出

口有口無
通知した

内容

口溌査手続チニックシート(事前通知用)のとおり
□（ ）

最低限の通知
事項の通知

口実地調査の実施口税目
口調査開始日時 口調査開始場所
口日程変更の申出が可能な旨

調査経過
記録害へ
の記載

□

通知した内容
口調査手続チェックシート(事前通知用)のとおり
□（ ）

提出日 結 果
口瞬査の相手方にも通知する
ロ震査の相手方に通知しない

申出の理由 合理性の有無 口有□

変更後の

調査開始日時

変更後の

調査開始場所

②

｜
③
’
’
一
④
一
⑤
｜
⑥
｜
⑦

⑳

⑩

⑳

⑳

⑳

⑳

⑩

区 分 履 行 状 況 確認 区分 履 行 状 況 確認

不
在
連
絡
票
等

交付･差置日

交付相手

交付場所

回答期限

交付･差置日

交付相手

交付場所

回答期限

月 日

口配偶者口他（ ）

口差し置き

口自宅口事務所
口他（ ）

月 日

月 日

口配偶者口他（ ）
口差し置き

口自宅口事務所
口他（ ）

月 日

⑳

⑳

交付･差置日

交付相手

交付場所

回答期限

交付･差置日

交付相手

交付場訴

回答期限

月 日

口配偶者口他（ ）

口差し置き
口自宅口事務ま

口他（ ）

月 日

月 日

口配偶者口他（ ）

口差し置き

口自宅口事務所

口他（ ）

月 日

⑳

⑳



第4章マスキング例

調査手続チェックシート
3現況調査

4提出物件の留置き

5事前通知事項以外の事項に係る質問検査等

（ ／ ）

4-16

区 分 履 行 状 況 確認 区分 履 行 状 況 確認

現
況
調
査

実施日等

承 諾

立会い

場 所

対象物

月 日

時 分～ 時 分

口本人

口本人口配偶者

口他（ ）

口現状復帰

⑳

実施日

承 諾

立会い

場 所

対象物

月 日

時 分～ 時 分

口本人

口本人口醍偶者
口他（ ）

口現状復帰

⑳

現
金
監
査

実施日等

承 諾

立会い

実施箇所

カウント

月 日

時 分～ 時 分

口本人

口本人口配偶者
口他（ ）

口本人口配偶者
口他（ ）

⑳

実施日等

承 諾

立会い

実施箇所

カウント

月 日

時 分～ 時 分

口本人

口本人口配偶者
口他（ ）

口本人口醍偶者
口他（ ）

⑳

デ
ー
タ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

実施日等

承 諾

立会い

操作者

対象物

月 日

時 分～ 時 分

口本人

口本人口配偶者
口他（ ）

口本人口配偶者

口他（ ）

⑳

実施日等

承 諾

立会い

操作者

対象物

月 日

時 分～ 時 分

口本人

口本人口配偶者
口他（ ）

口本人口醍偶者

口他（ ）

⑳

区 分 日付 手 続 の 履 行 状 況 確認

提
出
物
件
の
留
置
き

1

，
■■■

3

留置き

返還

留置き

返還

留置き

返還

(雷置き日》

／

<返還日）

／

(雷置き日〉

／

<返還日）

／

<雷置き日〉

／

(返還日）

／

申出内容

保管場所等

一部返還

申出内容

保管場所等

一部返還

申出内容

保管場所等

一部返還

〈 ／ ）

④

〈 ／ 》

④

《 ／ ）

⑳

； ／ 1
t ／ ‘

⑳

（ ／ ）
P

④

今

P ／ ・

《 ／ 》

⑳

〈 ／ 》

⑳

（ ／ 》

⑳

（ ／ 》

⑳

交付送達に係

る署名・押印

預り証の返還

交付送達に係

る署名・押印

預り証の返還

交付送達に係
る署名・押印

預り証の返還

口有口無

口有口無

口有口無

口有口無

口有口無

口有口無

⑧
｜
⑨
｜
⑧
｜
⑨
一
⑧
｜
⑨

⑳

⑳

⑳

⑳

④

鋤

区 分 日付 手 続 の 履 行 状 況 確認

事前通知

事項以外の

事項に係る

質問検査等

1

2

<実施日）

／

<実施日）

／

内容

内容

再
調
査

再
調
査

□

□

⑩
｜
⑩

⑳

⑳



第4章マスキング例

調査手続チェックシート
6争点整理表による検討

7全ての税目・課税期間で更正決定等をすべきと認められない場合の手続

8更正決定等をすべきと認められる税目・課税期間がある場合（上記5以外）の手続

（ ／ ）

4-17

区 分 日付 手 続 の 履 行 状 況 確認

決裁 事 項

1

2

(決駿日〉

／

(決銭日〉

／

様式

様式

争 点整理表

争 点 整理表

備考

備考

⑨

⑨

区 分 日付 手 続 の 履 行 状 況 確認

決裁事項

<決鮫日）

／ 様式
更正渓定等をすべきと
認められない旨の通知書

回付日 ⑧

更正決定等を

すべきと認めら

れない旨の連絡

<連緒日〉

／

調査を

終了

する旨
口有□

通知書

を送付

する旨

口有□
税務代理人へ
通知書を送付
することの同意

口有□ ⑪ ⑳

区 分 日付 手 続 の 履 行 状 況 確認

調
査
結
果
の
説
明
等

決裁 事 項

調査結果の

内容の説明等を
行う旨の連絡

調査結果の
内容の読明等

<決鍍日〉

／

(連絡日〉

／

(実施日〉

／

様式 調査結果の説明書

実施日時

実施場所
口署内
口署外
(ロ面接口電話）

説明等の

相手方

口本人

口税務代理人
□（ ）

法定手続として
行うことの明示

口有 □

更正決定零をすべ

きと鰹められ詮い

もの韻ある堤合に
通知書を送付する旨

口有 口無

修正申告

に伴う法的
効果の説明

口有(口面接口電話）
口無

交付送達に係

る署名・押印
口有 口無

備考

納税義務者に
代えて税務代

琿.人へ説明等
を行うことの同意

口同意あり（全部）
口同意あり（一部）
口同意なし

統括官等

の同席
口有口無

調査結果の
内容説明

ロ有（
口無
口面接口電話）

修正申告

等の勧奨
口有（
口無
口面接口電話）

法的効果を
記載した
書面の交付

有
無
ロ
ロ
(口手交口郵送）

⑥
’
⑫
一
⑬

⑳

⑳

課
税
処
理
の
・
状
況
等

税税

申告書の

提出の

状況等

決裁事項

源
泉
所
得
税

納付の

状況等

決裁事項

決裁 事 項

(提出

／

(決験日〉

／

(納付日〉

／

(決銭日）

／

<決鹸日》

／

修正(期限後）
申告害の

.提出の状況
口全部 □－部

様式
更正決定等通知書
加算税の賦課決定通知書
処分の理由書

源泉所得税の
納付の状況

口全部 口一部

様式
納税の告知害
加算税の賦課決定通知書
処分の理由書

様式
更正決定等をすべきと

認められない旨の通知書

更正・決定
過怠税賦課決定

加算税の
賦課決定

回付日

納税の告知

加算税の
賦課決定

回付日

回付日

口要口不要

口要口不要

口要口不要

口要口不要

⑭

。

⑮

⑥

⑧

④

⑳



第4章 マスキング例

【6－2－1】法人税決議書（第3章3－14ページ参照）

FBHBPOl

（ ）
法人税決議番第1表

囮法人税決 議耆

’ ’
署 長 ﾄ

’
副署長・特官 統括官等 担当者

決
裁
認
印

整理番号

納税地
施行（処理）

年月 日
年 月 日

翼
法人名

代表者又は

清算人氏名

’

奮
二

業種目

非中小法人等

同非区分

（ ） 年 月 日
事業年度

｜
’

青
区 ’

白
分

至
年 月 日

'零雫’
調査実施

部 門

資
金

本
額 I

千円 売上

階級
上
額
売
金

百万

区 分 申告額又は直前処塞額① 調 査 額②

所’ ’ 兆 ＋腹 白万 千 ’'1 兆 ’･侮 箇万 下 F’

得謄’W懲
怯人税額の特別控除額3

差引法人税額4

リース特別控除取戻院調5

土地湿健| :地娩盈､'庄企割6

鱸同上に対する臘額7

留保課 観留保金額8
同上に対する税額9

1使途秘匿税額外 ・
法・人税額計10
便‘閥耗塊'二隅〆，･屯罹除法入り鯛ロ 11

控除所得税額等12内 内

矛）' ‘w世);: 《I ･『ぅJ§ﾉ､曜瓶13

綴ｲ寸所得税補等 14内 ｜|内

所|所得金額又憾欠損金額
得雁人税額

土地

鱗渡
F1Mf金

留保

｜使途秘匿税額
法・人税額計

内内
控除所得税額等

内 内
還付所得税額等

垂 ・ト唖 IZI〃 r l凸1

所イ
口
守金額等の増減額

罰加対象所得
期以俺婚扉塁らふ.分

二 の 他

存と鉦

同重加対象
’二－．

の鞄順以俺塊

内
訳そ の

修瑠指総
同疏加対器加導上一

生--津-2_:
ﾛﾉﾂT等訳そ I〃、
画〆

状得指導等

況増加税
父M1灸Xrt災桝捌
の当間捺除禰・乃

欠11州ら!し運f（rソ！ rI蚊

状|得|指導等

額

蘭加対象所得
世lfl以鐙蝶専
となら故いり

そ の 他

以外
況|増加税額
欠M1灸Xrt災桝捌 夫魚津
の当間捺除禰・乃射妖瓢

欠削1淵ら!し運f（rソ』 rI蚊欠悦金制

使途不明金増減額

免税・無税確認

課税売上高区分 」

日 ’

（ ） 外
欠損繰戻し還付錬頁 ５

６
７
８
９

１
１
１
１
１

》
峠
伽
》
錨
付
一難

》
》
灘
増

既に納付の
確定した本税額

陰還 付

人税額

外

I付

に
基
づ
く

仮
装
経
理

内 内

減|垣く付臘鎮静瀞‘沖0
｜加|無申告加算税pl

鱗|蔦|謡撰瀦 ’勅朴錦､瞳-1．塊概念又1重災'細穴企24

仁
整
理
徹Ｉ

ｒ
Ｊ

4-18

』案 央裁 自 邑

調査日数

》
蝿

実況区分

そ及区分L

収集件数
1，11kmうt’1K'典宙河

直 前

判 定

■■■■■

1千

(とに

歸廻■■■■■■’

よ
る
増
加
額

と
の
処
理
に

中間納{青噸の還付金額

還付所得税額等
欠損繰戻し還付金額

直前事業年度の処理年月日

内
訳

税
額
の

土
地
譲
渡

長期

優良非該当

短期

超短期

－

通知書作成 更正等通知 地方鮎鬮知 検査院副本



第4章マスキング例

【6－2－2】復興特別法人税決議書（第3章3－14ページ参照）

FBKAI､30 （ ）

復興特別法人税決議書囿“園"'耀人腿…‘※

M1jWf

担当 ．召認
印

（ ） 、君． 名
ぐいダ凡一.'■印■守

整理祷り・

贋貨鳳法人獣g'’納税地

施行拠鋤

年月 H’ 年 ノ{ l_l
扶人命等

癖
一
吋
｜
“
一
吋
一
誰

魎
一
識
一
哩
一
拙
一
鋸

’

’代表者又は
治算人氏妬

）業稲 、

非‘I' ﾉI,法人守

同非区分

#瀝災施剤燗

（

｜ ’
一
岬
一
昨

肯
区

内
分 誤 税

事業年ﾉ3

年
一
扉

剛 食 噸②
十低 両方 1 ￥

申告甑又I埴仙処理願①低 分

醗蝋楓単‘‘人鼠額| ］

1位 桧" f Fi
鰻税標準峻人現額の
哨減紋今｡■ n吋 1． 』【

ｑ
、
Ｊ

｜
耐
一
報
の
噸
雨
‐
而

０舟盟
そ
一
噌
加
隈
鋭
原
単
怯
人
悦
額
一
権
↑

司
上
力
内
訳
一
嫁
正
中
肯
の
状
況

盟加対

そ

繊

婚噂

鮨導辱

救脇加

御聴時別峡人畷赦’2

の 他

３
－
４
’
５
’
６
－
７
－
－
８
－
９
旧

腔 除 硯 椴

甑’

差引復興特別陛人餅額

理付復寅特別所得税鮫

回 ↓二年N才屯オLに

■頁輪Ul 肋A頃■

等以外

差引好(河。こき伐航墹
f邑 よ そ，

復興塒別法人税願

", ’
‐
●
１
Ｆ
…
」
！
‐
‐

無ﾄﾄ告加郵税

減

’碗
脱

過し中惰加算聯

恥

璽加筒税

狐悦猟rll;法人税縦等の計卿のり1脚l

＋口 。河 T 胸1 控外国税額の搾除額16
除

蝋復興特Mll所得税の稲17
額復興特%I〃鵡税の織除額 IH

グ》

控除した金額 19
計

算騨協』鏡晶僧職賢烏釦

+■ ｡汀 1 川

外国税額の搾|欺額

復興特Mll所得税の郡

復興特%I〃鵡視の織除額

控除した金額

樺除1．きれなかった

溜興特別所得硯の噸

1町 回刀 〒 fl

離
哨
触
人
税
額
伽
計
算
一
課

眠
税
揮
醸
法
人
穐
破
の
計
鷺 課

法 人 税 額 11

怯人税額山粘捌ﾘ控除額 12
一

内
恩
纏

■
限
鷹
人
Ｈ

ｍ
雄
算

破
れ
の

り
Ｓ
恥
は
■

酔
峰
陣

承
反
膳

の
ら
Ｒ
叩
蜘

岬
砕
、

ｊ
可
的

13

基辿法人税額 14

税棟魏法人税額 l‘
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第4章マスキング例

【6－2－3】消費税及び地方消費税の決議害（第3章3－15ページ参照）

GKBSP10
へ. シﾞ

部門

調I消費税及び地方消費税の決議書

決
裁
認
印
」

Ｆ

担 当 者~、署 長 EI1署長・特官 統括宮等

起案 決裁

整理番号

納税地
施行拠理）年月日

年 月 日

調査区分I
処理区分I

担当 区分I
調査方法I

法人名

’
代表者又は

清算人氏名
自

業種 年 月 日ｔ ）目
課税期間

’
調査実施

部 門

千円
資本金額 至

年 月 同し

、
F

税 ｜消 費 税5’
額L
の 地方消費税52

増 計 53
減

｜ うち固有の非違54
消ぅ 費 税 55

ら

淵 地方消費税56
対
象 計 57
種

Iうち間布の非述58頭

修指増消 費 税'59

正 加地方消費税旧01
税 計 Kjl

申一額 ｜ うち脳有の非遮旧2
L－－

生等う 消 費 税旧3
1

口
ら

：；
等 ％地方i肖費税

対 劃.

の等＃ ｜ うち“の非遮胴6
pl

状指鞠等消 費 税胸7
L況以外地方消費税胸8

税額一減増の§鮫対加慰ちう
消 費 税

地方消費税

計

| うち固有の非違
消 費 税

地方消費税

計

| うち間布の非述

計

| うち脳有の非述

地方i肖費税

計

｜ うち固有の非迩
指導等

以外

ロ

申告額又はI虹前処日蹴i

（ ）
円

区 分

（課税区分）

調 査 額

（ ）
M

■

1課税標準額

汕 費税額

控除過大調整税額

汕 費税額 2

消控除過大調整税額3
控健除矧蝕仕人硯類 4

除辿遠押対価に係る盈顛 5

税貸刷れIこ係る晩飯6

費額 小計 7
限界控除前の税額8

枠除不足還付税額9

限界控除税額10

差 引 税額l1

税既に納付の確定
した本税額12

離弓 納付すべき税額13

迦迩都対価に係る段顛

貸刷れに係る税飯

既に納付の確定

した本税額

外

地？蝿|憾総不幽側鯛顔14
Ma;|差引税額15
方霞涯i通付額16
消割額|納税額17

費既に納付の確定
した誼渡割額18

税塾引納I, #べき鰯渡剛叙19

1肖 塗I納耐べき合叶” 20
費墹 無申告加算税21

1 うら消費税22税

及 加｜ ，弛榊興撒23

％減凍鰐蝋:：
カー ｜ ，喧嘩鯛”26

§綴織機灘；
税
|"!"i'"|'9L

■税挽覗

となる

禰貝役頗

醸渡

割額

還付額
一

納税額

既に納付の確定

した譲渡割額

無申告加算税

に塞塾
|ぅ幣伽"湘費役
過少01,告加再悦

| うち消費税
| ，"砿澗”
重加算税

うち消費税

うち地方禰弁脱

’

’
外

r

畷琴爾I
』

’
、
ノ’
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課税売上高
録
悦
光
上
甑
合

事

調査1J数

資料収集件数

課税資産の譲渡等

資産の譲渡等

％

．-…-種

三種

三種

l － I

件内重辱 件

％

％

％

唖
壷

六種

％

％

％

そ及区分 不孟受付

｢|I間納付還付

遡迩の墹加

消費税

地方梢費税

'肖費税

地方消費税

整理欄

通知書作城 更正等通知 検罰纈1体



第4章 マスキング例

【6－2－5】現物確認チェック表（法人税調査用） （第3章3－15ページ参照）

現物確認チエツク表(法人税調査用）

担当者氏名認査対象法人名

|統括官|主担者’
確
認
印

○現物確認調査(現物確認を行った事案について記載する｡）

平成年月日 時 分日時

口社長室口経理 口営業口支店･営業所口代表者宅□その他（ ）場所

①確認の承認 ：口代表者に現物確認の承認を得た。

支店等である場合､代表者に現物確認の承諾を得るほか､次の者の承認を得た。

口代表者以外の責任者 「役職
上氏名 ］

次の者が現物確認に立ち会った。

口代表者

口代表者以外の責任者

②現物確認の立会

役職

氏名

役職

氏名

ｊ
ｊ

ｆ
ｆ口上記からの者から指名された者チ

③現物確認の実施 ：次のとおり現物確認を行った。
エ

□②の者による引出し･金庫｡パソコン等の閉開･起動

□②の者による内容物の引き出し･金庫･パソコン等からの搬出･表示

口現金

口会社側によるカウント(調査才日当者は現金を手にしない）

口手形｡小切手

□②の者の同席の下での現物確認

ロ預貯金証書その他の有価証券･貴金属等

□②の者の同席の下での現物確認

ロパソコン

ロ会社側による操作(データ確認等）

□②の者の同席の下での操作(データ確認等）

□その他

□②の者の同席の下での現物確認

ツ

ク

項

目

④電子データの取得 口代表者の明示の承諾
データ入手時の外部記録媒体(口外付HDDD usBﾒモリロ その他（
データ入手後の管理

①ウイルスチェックロ
②データの保管（口署LANｻｰﾊﾞ口調査用PC□ その他( ))
③電子デｰﾀの削除(口入手時の外部記録媒体□ ②の保管データ）

)）
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第4章マスキング例

【6－3－1】法人税決議書第1表（調査課様式） （第3章3－18ページ参照）

聿
冒法 人 税 決 議JVEAP10 調査課 第1表（1）

局

〆

決 、
』

澗鷲総括、
蝶長

鯛査第一
部長

WM査第
郎長

調査第一・
部次長

総務部長 次長局長

1 1

処 理 月
裁

〆 署 名

部 ・ 部 FIj 番号

翻賓課法人番号

整 理． 番 号

合併劉査課法人番号

調 査 分 類鳴

癩 査 区 分に
担 当 区 分｜
閥 査 方 法'三
処 理 区 分

（自）
事糞年度

（至）

亮 上 金 額

沓 本 金 鞭

種別区分法人種別
穂働状況

業穏番号4号指定

初再区分そ及区分

､非 中 小 法 人

事糞年度

種別区分

調査審理
課長

（ ）、特別・統括
国税獺査官

一次
審理者

次
蝿

二
一
両

総括主査 担当調査官 審理補佐審
理
認
印

認

印
ノL

〆

納税地

、

’事業種目

年
一
年

申告区分代表者又は

芯算人氏名 』

ピ
ン

〆 、

鯛査 額 ①申告額又は直前処理額①区 分

所|所得金額又は欠損金額’
得|法 人 税 額2
法人税額の特別控除額3

差引 法人税額14

連結取消し等特別控除加算額5

鱸鰡霧辮：‐.~ ~… -. 両 ｰ

留保課税留保金額8
同上に対する税額9

他途秘匿税額外

塞 人 税 揃 計10

価鐵K理に基づ<I当徐法人税額11

【2
控除所得税額等

差引所得に対する法人穰額13

14

所得

土地

蔚益鷺

留保

｜挫途利匿税額

塗 人 税 揃 計

控除所得税額等

Tq1

四
普

増不営紫収入除外
正営業外収入除外

城発架空仕入，架空噸価

額見架空遇瞥
分そ の 他

計
の

理期以後認容とならない分

内翌期認容分

翌期以後認容分

訳当 期認容分’

不正発見分

内 内

1恥 Ⅲ

還付所得税額等
１
１
１

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｂ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

31
（ ）

欠損繰麗し還付金額|'@
差引合計法人税額ll6

欠損繰戻し還付金額

室
二
』

外

’ '二

[7
既に納付の確定した本.挽額

蝿'跡'すべき（具I無少『る)侭賦 18

増毎妖
鴛強 19

髄還付法人税額
滅‘こ付埠幽投除さj,､ろ隆人投函20

加無申告加茂税 21

額算過少申告加算税陣
税重加騨税23

､Lxm#-働鳳寸欠“又腱災“失墜“

増 毎妖
駕"』

怪く

哩珂

に付

還付法人.税額

滅額
加鰊税

qI 1．1

口
、
一
一
一
ノノ

『 日数|内地方|内消費||実態区分1
指令日数 | I_J II 1'
軍閥日数 一一一一||……
－ －－－－－－ | ト卸I鰄実鰯日数

委託日数 | - I I内涌櫛
,L発電日数 | | [ l

畷坦阿f‘【】

、
』
』
。
〃

■
ｒ
ｒ
■
Ｉ
ｂ
ｑ ）

4-22

起案
｜ I

決裁

の
状
況

俸
疋
申
告

の
旧
減
頗

昌
の
処
浬

増加所得弊

税
額

所 得 等

指導等による修正申告

増加税額

柵導導に上る》廿却観顧

門司

係
ら

取
引
腱

海
外

増減額のうち總定賞与

秘
匿
金

使
途
申告（直前処理）額

この処理の増減額

増加所得等

同上のうち不正発見分

税
額
の
内
訳

土
地
蹟
渡

こ
の
処
皿
に
よ
ら

中間納付額の還付金額

還付所得税額等

欠損桃戻し通付金額

欠眠金又は災謁頂失企杓
の幽掘硬除額の増剛凹

欠蝋織凄し湿け対箪所榔金制



第4章マスキング例

【6－3－2】調査経過等の報告書及び調査経過書その1 （第3章3－18ページ

参照）

JVEAP31 調査課
聿
冒調査経過等の報告

年 月 日事業年度（至）決議書種類

’法人名
一

個票

番号
是否認の 内 容金 額貸借科目額金損益科目

.－－－－ ■一一 ■一一一一‐■一一 ■一一 一一一.一一

●

－ ．－－ ．一一一一一一一G－一口一一一一一一

一．一一一一ローーヨーーーーーーーー

．一一 ．一一一一 一口一一 草一ロ ニーー ローー ■一一一一一一

■＝一一■一一一一口一一 ■－－－一

、－－ ．－－ ．－－－■一一 口一一一一■－－－－－一一

一一一一ローーーーヨー■－－－口一一一一一

-~~--~~ー－1一--_---‐
一ｰ一一一一一一一

．一一一口一一一ローーーーヨー一一一一一一一一
一一ｰ一一一一一一一

一一 一一一一一・一一ヨー一一一’一一ーロー一

一一口一一一一一一一一→一一・一一 口一一一・一一 口一一
一一一口一一－一一一■一一

一一一一一一一ヨーー一、 ・一一一
一一■一一 口一一一一一一一

ﾛ一一一一一 口一一一■＝■ ローーヨローー ロ一一一一・一一一一
一一上一一一一■ ■一一一一一一

ページ計

計合

l■■■個票番号｜ 増減額 ｜ うち重加 うち不正

IT調査増差途秘匿税

保 税

地譲渡税

一ス特別控除取戻税

人税額の特別控除

装経理控除法人税

内所得税額等の控除

国税額等の控除

鎮
鎮
鍾
鎮
鎮
錘
額
顎

使
一
留
一
士
一
リ
ー
法
一
仮
一
国
外

■税
額
の
増
減
額

土地譲渡税額の内訳

I を合 。 計

税額計算誤 り ’ ノ
、

4－23



第4章マスキング例

JVEAP30 調査課

調査経過書その 1

{個蕊番号｜ ｜決議書種類’個票番号 決議書種類
、

(是否認事項整理票） 事業年度（至） 年 月 日

一

応
対
者

部 課

調査帳票

： 科 目損 益 科 目目
ち重加分

らその他分

減差額

う
う
増

損益

コード

貸借

コード
貸借科 目 金 額

句重

勺他

内重

勾他

勺堕

勺他

勾重

勾他

I

勾重

勾他

内重

勾他

うち重加分
うちその他分

増減差額

合 計
町

｜増減差額｜

‘ ,製査|ロ
噂豊引ロ
虚偽表示の｜内

F汀

海外取引

増差

内

虚偽表示の 内内

金 計
一

査不正発見分

~非一認一容
翌期認容

陰
膳

不

海列

事

手段
増
減
額
の
内
訳 訳

正動機

増差の国名

鋤 業所コード

当期認容当期認容 繰越欠損金当期繰越欠損金当期

控除増減額期間損益

虚偽表示の

期間損益計

是否認の理由等

一一一一一一一 ｡ 一一一一 口一一一一一 口一一一一一一一一一＝一 ＝一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一 ■一一 ■一一 ■一一 ■一一一口一一一

ローーー ■一一 口一一一一一一一一一一一一一一一一＝－－■一一 口一一 ■一一 口－－－ 口一一一一一 口＝一一一一一一一一一一一一一一一一 ■＝一一ー■一一一

、 ノ

個票作成No

）
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第4章マスキング例

調査経過書その1(是否認事項整理表） (次葉）
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第4章マスキング例

【6－3－3】消費税及び地方消費税の非違内訳害（第3章3－19ページ参照）

JVECP50 調査課

消費税及び地方消費税の非違内訳書

課税期間畠
年
年

月
月

日
日

|“ 〃 ‘法 人 名

可

指 導更 等正

非違 区分 ’
非違税額 う ち重加 非違税額 う ち重加

連動非違

固有の非違

限界控除増減額

端数調整額

合 割 うち指導等修正分 うちIT調査分 うち地方消費税分

非違税額

魚加対象額

| うち圃有の，'鍵うち固有の非違

グ

ノ L

可b

』.

重加対象以外額

’ うち固有の非述

r

＝

L

ﾛﾛ

指 導 等更 正

調査手段個有の弓鱈

4-26

調 査 後

課税資産の譲渡等

調 査 後

資産の穣液等

調 査 後

課税売上割合

％



第4章マスキング例

【6－4－1】相続税の更正”決定決議書及び加算税の賦課決定決議書（第3章

3－20ページ参照）

相続税更正。決定決議書及び加算税の賦課決定決議書（第1表）

｜ ’ Ｌ
理
Ｆ
Ｅ
園

理

要･否

整理簿番号 編てつ番号

担当者年 月 日 署長 副署長 特宮又は統括官 整

’

起案 上 申整理簿

記入者印

集計票

紀入者印

本人へ

の通知

決裁 実調入力

’
〒

二
・

所有等資料整理番号

住所

|塵雷号幣琿番号棺続開始年月日
ｌ
Ｔ

被橘続人

’
住所

処理に要した日数氏名 （ 裳）

鯨柄 ）

相続、遺贈又は相続時

精算課税に係る贈与に

よって財産を取得した者

氏名

合 言L
pl

申告是認・非課税・決定・更正（増・減）

当初課税額

（ 洞

当初課税額

（ 銅
増減（△）差額分 調査額 調査額 増減（△）差額区

円 円 円
面
匡

而
丘 田

①取得財産の価額

②相続時精算課税適用財産の価額

③債務及ひ葬式費用の金額

④需窯霞蝿．5P'
⑤純資塞価額に加算される
、暦年課税分の贈与財産価額

⑥腎蕊鼻鴬人ごとに1.0”（④＋⑤）
④ ④ ④

_＝一
人 人 人⑦法定相続人の数

相・放・他 相・放・他血
圧

叩

匡 円⑧遺産に係る基礎控除額

⑨欝蕊農:裟謁|ま
⑩駕蕊晋答淵,蕊鳥
⑪冨皇『額亀雪穐：

税
額
控
除
額

⑫配偶者の税額軽減額

⑬未成年者控除額

⑭障害者控除額

⑮相次相続控除額

⑯外国税額控除額

⑰ 計

⑱草⑨＋ ‘鰯一⑰）
引 穫 額

⑲驚亀濤謬：覺噌：
⑳医療法人持分税額控除額

⑪小 計 （⑬一⑲一⑳）

農地等納税猶予税額

株式等納税猶予税額

山林納税猶予税額

医療法人持分納税猶予税額

申告納税額|納付税額
⑳一理一尋

-尋-窓） ｜還付税額

申告納税額

⑳一理一尋

一理一お）

②
｜
③
｜
④
｜
⑤

⑮

⑰
加
算
税

過少申告加算税額

無申告加算税額

重加算税額

⑳納付硬額の合計額(⑳+⑳

更正・決定の理由

相続人の分 ｜ 被相続人の分
延滞税計算の起算日 ｛

日
至

目
● ●

相続税更・決等決議書（第1表） (資4-73-1-A4統-)

4-27



第4章マスキング例

【6－4－2】相続税実地調査実績書兼非課税申告是認決議書（第3章3－20ペ

ージ参照）

FDC4P 01

華書兼蓄蕊決議書囑1－1鷺相続税 調査

区分 て：’調査 回目

決 裁 年月 日 寳産所有等
譽料の作成

署長 副署長 特官

統括官

担当者 整理簿

記入者印
処理区分

実地調査
又 は

事後処理
事 綾

壷地調鱸
壗
岸
ト
ー
否■

｜
董後処農|豊
襄器皇一

決

申告是認 裁 ． ・

-判藍L
相続開始年月日’ 年

1 事績の総括表

項 目

土 地

家屋 ・ 構築物

事業（農業）用財産

｜同族会社の株式等
旨価l上記以外の株式等
正券|公債及び社債
｜投資・貸付信託
現金･預貯金等｜
家庭用財産

2の|生命保険金等
也の|立 木

甘産|そ の 他
特 殊 財 産

取得財産の価額

精算課税適用財産の価額

合 計

債務，葬式費用

差引純資産価額

8年以内の贈与加算額

課 税 価 格

相続税の総額’

要更正

事案の

申告是認

有価

証券

その

他の

吋産

非課税

申告是認

要更正

１
２
３

申告書（後・修1

提出年月日

！上申の要否 要 否

氏
名 (電話 ）

月 日 ｜生年月日’ 年月 日（ 歳) ｜職業｜
(円） ｜ 見込総遺産価額
額（円） I 額（円） ｜増減差額く千円）

■■■■■■育万円|」
1重加対象額（千円） ’

『

X分A B C

口
税額控除額の合計額

税額控除後の差引税額

精算分の贈与税額控除額

療法人税額控除額

加算税額（千円）税 額 小 計｜

農地等納税猶予額｜
株式等納税猶予額｜
山林納税猶予額｜
医療法人納税猶予額｜
納付すべき税額’
2増減財産の内訳（千円）

1 1繍饒韓
計

申告漏れ

土 地

評価誤り

’

合計額 ｜うち郵便局分’ 3 調査後①猪例農地等の価額

|申書漏れ|常式呼出粥
|評価誤り・その他

計

現 金

|蟇|剛輔瀧
計

申告漏れ

預貯金等

有価証券

4調査日数現金・

預貯金等

4－28

選定事由

選別索引簿

調査担当

処理区分

過無

重

不動産等の価額

農業投資価格に

よ る合計

農業投資価格によ

る不動産等の価格

円

｢、

、

＝】弾ﾛ 三唱庁 ■■■■ H

開始

終了

0 口

｡ ■

届歴調日函

日



第4章マスキング例

【6－4－6】相続税申告相談。申告審理事績書兼非課税省略決議書（第3章3

－21ページ参照） ．

XX-XXXXFDC1PO3

相続税申告ﾎI1談申告審理事績書兼獄決議書 |編てつ番号’ ’編てつ番号

特官

統括官

整理簿

記入者印
担当者 処 理 区 分決裁 副署長年月 日 署長

｜ 仮表示 ’起
案
一
決
裁
一
起
案
一
決
裁

⑮
回
略

（
非
課
税

（
実
地
調
査

龍
鏑
細
一 ■
脳

申告

審理

XZZ・ZZ・ZZ

’ 〆
哩
唖
の
蕊

追

加

選

定

XZZ.ZZ.ZZ

実実実

XZZ.ZZ.ZZ

’

薄番号 住NNNNNNNNNNN

卜剛洲剛-XXXXXX

N

5始年月日 NNZ9年Z9月Z9日 生年月日

関与税理士
NNNKNNN

"~w
生年月日NNZ9年Z9月Z9日

関与税理士
NNNKNNN

名簿番号 氏
名
Ｔ
Ｉ
Ｉ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ

NNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNN

（電話XXXXXX-XXXX-XXXX )

申告審理時における

見込総遺産価額
相続開始年月日 年齢NNZ9年Z9月Z9日 ZZ9歳

’’職業
ZZZ,ZZ9両五画(電話 ）

NNNNNNNNNNNNRN

署内外資料の
_ 収隻年日円

｜ 申告案内く申告用紙等の発送)年月日
｜ お尋ね同封 ｜ 申告案内一｜ 一丁 ’

月日申告額（円） ｜ 申告審理額（円） 印項 目 申
告
相
談
事
鎖
一
申
告
審
理
事
績
一
指
示
事
項
｜
そ
の
処
理
て
ん
末
一

総遺産価額 ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

課税価格の

合 計 額 ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

( ZZZ人）
ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

( ZZZ人）
ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

法定相続人の数

及び基礎控除額 月日 印
控除後の課税

価格の合計額 ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ 凸一一●一一■■一一一ｰ申＝ー一M一G曲一一▲■一

相統税の総額 ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ
齢BDQ-①掛り■→■■q言④尚一“曲り●＝声再■q●b●■＝■“－5－■一■－－■ーe■e一旬

税額控除額

の合計額 ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ
月日 凸

Ⅲ
門
門
川
］
伽

税額控除後

の差引税額

幸壺◆一－一一一一■■r叩 ■■壷■－■ロローロ■＝■■■b■ロロ ロー■ﾆﾛｰｰ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

精算課税分の

贈与税額控除額 ZZZ,ZZZ,ZZZ!ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

医療法人持分

税額控除額 ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

月日ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ

農地等納猶税額

株式等納猶税額

山林納猶税額

医療納猶税額

一口一④一凸一凸 ｡■一■画ョ■ｵDp -■一口＝■■凸

■一■二』 -一ーﾛ■■一一脚■－■ー

|

一
一

脚
一
一

一
一
一納付税額の

合 計 額

|蕊’
要補正

事項
’

1 戸籍謄本

2印鑑証明書

3遺産分割協溌書又は遺冨の写し

寄付証明書

障害者柾明書

４
５
６

|優先順位｜ 見込日数 ｜ 指令年月日 ｜ 指令口数 ’定選 基 準 担当

’
ZZZ番 XZZ.ZZ｡ZZ ZZZ

実地調査 日

実調以外

行政指導 ｜ ””調査区分

4－29



第4章マスキング例

【6－5－1】平成○年分譲渡所得実地調査書（第3章3－23ページ参照）

NNZ9年分譲渡所得実地調査書
NNNNNNN講務署

卵
ｗ
－

Ｎ

Ｎ

一

Ｎ
Ｎ
ｌ

Ｎ
Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
・
Ｎ

Ｎ
Ｎ所住

司氏名NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

網 震
(■位E円〕

’ ’I

｜
’

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
１
ｌ
Ｊ
Ｊ
ｄ
Ⅱ
Ｇ
ｄ

■

１

５

Ｆ

Ⅱ

１

１

１

■句

(皇位：円〕

増 減 差 ：2額調査前の金額 調査後の金額NNNNN

ziz!zIziz!z譲 渡 価 額 ZIZIZ ZIZiZ Z:ZIZ zizig ZiZiZ z;zig ZiZIZ ZiZiZ ZiZiZ ZiZi9

取 得 費 Z;ZIZ ZIZIZ Z;ZIZ zizig ZIZiZ ZiZIZ ZiZ Z ZIZI9 ZIZIZ Z:ZiZ ZiZiZ ZiZ19

譲 渡 費 用 zIzIZ ZIZ!Z ZIZiZ ZIZI9 Z:ZIZ
＝十一トー弓

i I

Z:Z!ZZ:Z

ZiZIZ ZiZiZ ZiZig ZiZiZ ZIZIZ ZiZiZIZ;Zi9

買換資産等の取得価額 ZIZ Z Z1Z1Z ZiZ1Z Z!Z!9 ZIZIZ Z!ZIZ zizig Z!ZIZZ1ZiZ ZiZ;Z Z;Z!9

収 入 金 額 ZIZiZ ZIZIZ ZIZ Z!9ZIZ ZIZIZ ZIZIZ ZiZ!Z Z!ZI9 ZiZiZ ZIZiZ ZIZIZIZ!Z!9

保証債務額 ZIZIZ ZIZIZ ZIZIZ ZiZI9 ZiZIZ Z!ZIZIZ!Z!Z z!zIg ZIZ1Z ZIZ!Z Z1ZIZ Z:Z!9必
要
経
費
等

必要経費 ZIZIZ ZIZ!Z Z;ZIZIZ:Z:9 ZIZ!Z Z:ZIZIZ!Z:Z ZIZI9 ZIZ;Z Z!Z!Z Z:Z!Z Z!Z!9

特別控除額 ZIZIZ Z ZIZ ZIZIZIZIZ!9 Z;ZIZ ZiZIZ ZIZIZ ZiZ:9 Z;Z;Z ZIZ:Z Z;Z:Z Z;Z:9

計 Z;Z!Z ZjZIZ ZIZIZIZIZig ZiZiZ ZiZjZ ZiZIZ Z1ZIZZIZ!91 ZIZ!Z Z;ZIZ ZIZI9

’
I

l
譲渡所得金額 Z;ZiZIZIZIZZ!ZIZ ZIZig Z!ZiZ ZiZ;Z ZiZ;Z ZiZI9 Z ZiZ ZiZiZ Z;ZiZ ZIZi9

D
額IzIzIz zIzIz zIzIz税 ZIZIZ ZiZi9 ZIZiZ ZIZiZ ZIZIZIZiZI9 ZIZIZ Z!ZiZ Z!ZI9

(単位；円）

調査前の金額 調査後の金額 増 減 差 額NNNNN

譲渡 価 額

淵：
Z1Z Z

ZiZ

IZIZ ZIZIZ ZIZIg ZIZ:Z ZlZiZ ZIZIZ Z;ZI9 ZiZiZ Z1ZlZ ZIZ:Z ZIZI9

取 得 費 ZiZ ZIZ#Z ZiZ;9 ZIZiZ ZIZiZ ZIZiZ Z:ZI9 ZIZIZ ZIZIZ ZIZ;Z ZIZI9

譲 渡 費 用 ZiZIZ ZIZ1Z ZiZiZ ZiZ:9 ZIZiZ Ｚ
ｌ
Ｚ

ZiZ ZIZIZ Z:Z!9 ZIZ ZlZ;ZlZlZZ;Z ZIZ ZIZi9

買換資産等の取得価額 Z1Z1Z Z§Z Ｚ
ｌ
Ｚ
ｌ
Ｚ

ZIZIZ ZIZ!9 ZIZIZ Z:Z Z1Z Ｚ
ｌ
Ｚ

ZIZI9 ZIZiZZiZIZ ZIZIZ Z1Zi9

収 入 金額 Z ZIZ Z1随 ZIZ;Z ZIZ;9 ZIZ:Z Z!Z:Z Z:Z Z:ZI9 ZIZIZ ZIZ:Z Z Z涯 ZIZI9

保証債務額 ZlZ:Z Z;Z ZIZ;9ZIZ:Z ZIZ;Z Z;Z;Z Z1Z1Z Z:Z19 ZIZIZ Z1Z1ZZIZ1Z Z ZI9
必
要
経
費
等

必要経費 ZIZIZ ZiZ;Z ZIZ;Z ZiZ:9 ZiZiZ Z:ZIZ ZIZIZIZ:ZI9 ZIZiZ ZiZlZ ZlZ:Z ZIZI9

特別控除額 Z!ZIZ Z1ZIZ ZiZiZIZiZ;9 Z1ZiZ Z;ZIZ ZiZiZ ZIZi9 Z:Z!Z ZIZIZ ZiZiZ Z#Zig

Z計 Z!Z Z Z1Z1Z Z;ZIZ Z ZI9 ZIZIZ Z;ZiZ ZIZIZ Z ZI9 ZiZIZ Z!ZiZ ZIZ:Z Z19

譲渡所得金額|ziziz Z ZIZ:9ZIZ ZIZ:Z ZIZIZ ZIZ:Z ZIZ:Z Z1ZI9 Z1Z ZIZIZ!Z ZIZ;Z ZIZI9

額|ziziz税 』ZiZIZ ZiZIZ ZIZ;9 ZiZIZ ZIZIZ ZiZ1Z Z砿 ZiZlZ ZIZ:ZZ:ZIZ ZIZig

1

1 ’ ’

4-30

年 月 日

起案

決裁

Z9．Z9・Z9

署長 副署長 特官･統括官 担当者

編てつ
番号

整理番号

glglgl9 9 9 9 9
処理区分

NNNNNNNN

申告書提出年月日 （後・修）

NNZ9,Z9･Z9

重加算税対象所得

zlzIz zlziz
I I

zIzlz Z Z 9

特 例 適 用 条文

NNXXのXXX

NNXXのXXX

NNXXのXXX

Ｘ
－
Ｘ
－

Ｘ
－
ｘ
》

Ｘ
－
ｘ
－

の
一
の
一

瞬
一
岬
一

Ｎ
一
Ｎ
・

写■e一■一－6－－■ロー■■－■

更正 ・ 決定決議 加算税決識

加算税
N N N

重加算税

: ;

H 1

Z:Z1Z

閲 Z

i i

ZiZ:Z
I I

ZIZ:Z

『

I
iZZ
I
l

ZIZ

Z

Z

I i
ZlZI9

I ﾔ

ZlZ19



第4章マスキング例

譲渡所得実地調査書付票NNZ9年分

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1

NNNNNNNNNNmmmMMmmu"
一一一一口･ 厚､ -･

- ＝･ｺ 今昌＝勢工考 ﾏ ﾆ 今 ず- .､ ＝ 二三 ･ 基＝萱=＝所
名
住
氏

｢

NNNNNNNNNNNNNNNNMNN1 『

ユ

職鬮
名簿番号

乃
換

押住r婦剛（噸 i－fBj

当初見込時価

ZXXX-1不正行為の内服 ’I 額 （“,即 NNX
ーー

､句q

’ 則胤蒸駕醗燕驫蕊

NNXXのXXX
U園e卓●■g■P■■P－－■｡､●叩●1◆代も争で知り『日口咀aeU O

NN･XX"XXX
－E凸■凸画auSm心、■丙も凹凸”申幽＝E,~■R■b

NNXXのXXX

画
一
ｇ

ｚ
－
ｚ

落却

ｚ

Ｕ
師

ｐ

ｚ
》
ｚ

Ｚ
《
Ｚ

Ｚ
》
ｚ

麺
咋
》

猫特例適開
文の内臓架空中間腰渡者介在

仮駿必要経灘
’’一

’

仮装買換資産価額

特例適用の侭装
｜
認
一
合

｜

I

他
一
叶

一■－

一一－一

’ 実地鯛

ｊ
ｊ
ｌ

’

1

１
－
２
－
３
－

０
』
０

Ｈ
一
Ｎ

I

’

彊
Ⅲ

N，

一一一

’
’ NI

D

唾N_I
一

N

一

画

閲

皿

一
■
■
■
■
■
■
”
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
崖

８
９
－

一

０
白
０

」 0 0
－r一ー■ 二一一寺
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廼杏粧当区糸砲奉律睦ロ

開鐘NNZg'鱒・3

蔚蝋b醗鴬
照

整理饗号

面騒騒回緬§

機正見込時領

圃厩罰同腸隠顕ﾛ

箭得磯担溌への逮鼎

■ ザ 漉閥目鳳開騨

整 理 項 目

肖巽税鬮査の鋪

§ 定区』

k 糊区＃

浪受者区う

随産の種顛等

随溌の所蕊

世融機関馨溺ヨ

N

NNNN

NNNN

NNNNNNN科腿

NNNNNNN秘NN

NN

INN,NNN

農園買収該当区‘

整理項員

門税相談有無

M地砿鍵の有侭

K要溌料せんの有側

兇理土関与の有翻

ド動産業者介和

箆闘調識有澱

蘭

N

N

N

N

N

母金使途確認の有無
＝■

収嬢黄料せん枚数

亜蔑資料せん

その他

ZZ9鐘 ’

…



第4章マスキング例

【6－5－2】讓渡所得反面調査事績回報害（第3章3－23ページ参照）

第 号

平成一年 月一日

税務署長殿
『
Ⅱ
１
日
’
一

一
印
一税務署長

|調査年月日 |調査所要日数｜ 名簿番号
ー

讓渡所得反面調査事績回報害
|■■■■|'|固皿ﾛロ

区分 住 所 又 は 所 在 地 氏名又は名称 職 業

譲渡者
(電話 ）

！
中 間

譲渡者 (電話 ）

讓受者
(電話 ）

資譲 渡 産

契 約 日

引 渡 日

登 記 日

農転等許可日

譲
受
理
由

契
約
書
の
有
鉦

利用 目 的

（状 況）
物件の所在地種 類 数量 譲受価額

Tf P
単
価 売

千''1
総
額

申

㎡ P ］△
早
価 有

千''1■ 骨

総
額

買
申

恥
㎡ 11

単
価■ ■

銀E

千''1
総
額

1△

支払年月日 現金・小切手等の別 摘 要譲
受
代
金
の
支
払
状
況

金 額 小切手等の番号 取扱金融機関名

|[I
現・小・手・他

現・小・手・他

現・小・手・他

現・小・手・他

現・小･手･他

一一 一一一未払金額
一

(1) rql
、リノ (4)

／、､

(ムノ

添付書類

届、〆肩ﾖ査により確認した事項｣及び｢その他参考と属
事項」欄の記載内容によっては、閲覧等に供すれば、

税務調査の適正な執行に影響を及ぼす可能性があるこ

とから「その他正当な理由があるとき」に該当するた

調査により確

認した事項

（調査経過）

その他参考と

なる事項
スキング処理

一一需宗詞羅彌韓ノ

(資6－36－A4統一）
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宝マスキング例

【6－5－3】平成○年分讓渡所得納税相談申告審理事績書（第3章3－24ペー

ジ参照）

第4章

"…譲渡所得鯉蕊事績奇．,",織糊$蝋"・墨｡K綱”
-"嵜罰淵29) 蓋…|小|州“＊|零噌

圖撫『 ‘‘‘．‘確定優良住宅地等予定地の特例予定期間 ’ 調査
暦 艮 ｜ 副署長 統括官 担当者 ’ 処理区分 一’ 事案 区分

／／ ｜:職.霊
納税趨索 ｜
相談決裁 ． ．

鯛"'‘.狸*『
申告起案 省鵠曾愛 鳥

所
酪将無無劉

審理決裁 NNZZ・ZZ・ZZ

xixixlxlxlx!xlx
報てつ
番 号

整理番号

確認

調査
ZZZZZ

納税

相談

起案

決裁 消費税経唖方式

省尚蕊
所
酪将無無

故事６

５実閣岬歳

４実劉

申告

審理

起案 TEI， （ － － ）

決裁 〃

鋼
鋤
鋤

↓
↓
↓

調
制
塀

実
実
幟

議幾薮
行政指導→実

糾
調
調

処理

区分の

変更

起案

決裁 NN”・フヌ・ZZ
白
も
■
″
。
Ｌ
Ｂ
Ｊ
グ

２
｛
ｌ

Ｉ
一
く

自宅TEI.〈 ）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NNNNNNNNNNNNN

職
業
職
業

勤務先TEL

〈 一 一

NNNNNNN

NNNNNNN

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｋ

肘

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

刃
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ
Ｎ
》
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

Ｎ

Ｎ

糊
Ｎ
Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ
Ｎ
》
Ｎ
Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ
； ’

住
所

氏
名’

｝

所 得 税 法

58 64(1) 64②
租税特別措置法

NNNNNNN

NNNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNNK

NNNNNNN

NNNNNNN

Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ譲 渡 陞 分

納
譲 渡 価 額 円 円 円 円

洞
例
適
用
条
文

31の〈
32 （
33

83の〈

34

34の（
35

38の（

37

37の（ ）
39

40

40の（ ）
41の5

41の5の2

１
１
ｊ
ｊ
ｉ

取 掲 費
釘H

鎮 渡 費 用

買換資産等の取得価額相

収 入 金 額

）
く
く

保証債務額談 必
要
経
費
等

NMNXXXXM 、 ′

NXXNXXNXINXXNXXNXX
必要軽費

事 加算相続税額
除却処理人力 NKZZ・ZZ・ZZ

将別控除額

紋 相談集計、付 NNZZ､ZZ･ZZ

NNZZ‘ZZ.〃

計

審理区分入力磯波所得金額

｜
’

収入 金 額 申告年月日･----,-.-.-,---,.--9 一一･･･,．…-, .-'-.-， '--9 ･･･--. .-, ‘---,-..-,-..9 NNZZ､ZZ・ZZ･･- .-.-,--.-. .--．-, .-.-9＊告

事鞘
繭渡所得金額 申告額記人者, ‐-9･----.,---,---,--9 ‐----,----,一一，---9 ----.,..-.-,---, .--9ｳ

l住民票〈除票）
2登記簿贈本等

8収用証明書

4買収等申出証明書
5計算明細書
6

饗

鰐
見

時 修孫

ZZ､ZZZ､ZZZ¥ 貴料枚数 申告案内 来署 日 来署者脂 定 日 担当者NNZZ､ZZ･ZZ

：卜悪依錨
再来署依頽

ZZ,ZZZ,2ZZ千円 NNZZ・ZZ.ZZ NNZZ.ZZ.ZZ NNZZ－ZZ・ZZ

買受人照会凹答 NNZZ.ZZ.〃 NNZZ〃.〃 NNZZ.〃･ZZ

1 ．旗渡理由・謹渡物件の状況 完
了
区
分

所1面接有り（1u）

②面接有り（2回以上）

9未済

0除却

1所榔有り（申告要）

2所将無し(申告愛）
③所得有り（申告不要）

4所樽無し〈中告不要）＃

儒箇
N7ZZZ7Z

■■■A

納 住所解峰果

2．鎮受者・仲介人に関す-る事項
相談区分

税

申
告
群
理
記

相

3．譲渡代金の受領状況等
談

記

事
4．鋼杏のポインI､と報る事項、その他参考事項

事
一
媚
一

:|実岬謹’実地調盗

11
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第4章マスキング例

【6－5－4】資産の取得時期等照会書（第3章3－24ページ参照）

’白
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

譲渡者屯簿番･号
聿
冒資産の取得時期等照
今
云 I

I

第 号

平成 年 月 日 平成－－年一一月一日

殿

税務署長殿

i 、 .. .一1

税務署長；印｜
i‐…_._」

） i...~... i

市区町村長制
(担当者

(取扱割■■■■I御多忙中恐縮ですが、所得税の訓査上必要ですので、
ド記の物件について、恒|答欄に御記入の上、折り返し

Ｉ
一

記

１
《
ｏ
』

回蒋柵（上記物件について、 ‐卜記の所有者の直前所有者について記入してください。 ）

…一二
’ 但 k記所有者への移蛎時期の 所 有 者

玲
ｎ
ｕ

Ｌ
祠
、
岬

日｜ 登記

~下~斗壷~~望門

－－~二]－1

凶
－
４

住

4

4

3
I

(備考）

(資6－24-A4標準）
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第4章 マスキング例

【6－5－5】讓渡物件の現地確認事績（依頼）書（第3章3－24ページ参照）

譲渡物件の現地確認事績(依頼)書 ｜霞,ﾕ,.:繍欝霞
譲渡者名簿番号

税務署 平成 年月 日 税務署平成 年月 日

下記の物件について

現地確認を依頼する。
資産課税（担当）部門

(担当者 ）

資産課税（担当）部門

(担当者 ）

不記のとおり回答する。

物 件 所 在 地 契約年月日種類 数量 許可年月日 見込時価額 申告価額
譲
渡
物
件

２
１
ＧＩＩ

引渡年月日 登記年月日
(1㎡当り 円）円） (】nf当り

総額 千IJI 総額 千円

住
所

氏
名

職
業

誠渡者

住
所

氏
名

職
業

譲受者

都市ガス 有・無、下水道 有・無

| 雲物 分 | ｜ 捷艤 分 ’乗物 分 徒歩 分
交通

事情

供給

施設物
件

線 駅まで

水 道 有・無（引込可、引込不可）

度） 、平地、低地、窪地、湿地、崖地、

無道路地、高圧線下地、

準角地、完全舗装、簡易舗装、舗装無、

高台、傾斜地（

不整形地、袋地、

口方道路、角地、

麓F言
正面

良 （

不良（

ｊ
１

環
境

の

|座。| |裏〃J

－扇顕m"鶴ゞ’匡

側方 裏面

Ⅱ

Ｉ

高い

c､位低い

日照 良・不良東、西、南、北向
、

慨

市街化区域（商業地、住宅地、工業地

市街化調整区域、その他（

法的

利用

制限

ｊ
ｊ

道路面より況

氏
名

住
所陰地人利

用
状
況

空地、建付地、貸家達付地

貸地（譲受者、その他） 、農耕地

駐車場、資材置場

その他（
住
所

氏
名借家人

造成の時期 住所円
造成

状況

造成

費用

造成

業者
造成後の形状 氏名円

実測面積 ’実測面積実測の有無（形跡） 有・無 簡易測量の結果（推計）、 、

そ
の
他
参
考
事
項

譲渡物件の探聞価額

周辺地の探聞価額

千円（㎡、坪

千円（㎡、坪

ｊ
ｊ
円
円探

聞
事
項

探聞先一住所

氏名、職業

(物件所在地略図） (物件の形状等）

売
買
実
例

付
近
の

物件所在地

売買年月日

実例価額 1㎡当り 円

見込時

価額修

正の要

否及び

理由

見
込
時
価
額
の
検
討

修正後

見込時価

（1㎡当り

総額

円）

千円

Ｐ
、

、
ジ

申告諌渡価額 千円

秘g＝＝

修正後の

見込時価額 千円

確認

年月日
統括官 担当者

(資6-30-A4標準）
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第4章マスキング例

【6－5－6】取得価額引継整理票（第3章3－25ページ参照）

取得価額引継 整 理
茜
一
不

整理番号 口非事業用 . 口事業用 . □併用

’ ）」
譲渡者

特例適用者

住
所

氏
名

(電話

住
所

氏
名低額譲受者

(電話 ）

所在地番
（家屋番号）取

得
価
額
を
引
き
継
い
だ
資
産
（
買
換
資
産
等
）

種 類

数 量
”
Ｔ
Ⅱ、㎡

面
■

叩
■

買換資産等の実

際の取得価額等

引継いだ取得時期 年 月 日 年 月
”
■
一

、
■ 閨

引継いだ取得価額

譲渡資産の取得価額

譲渡資産の譲渡費用

課税される割合

譲渡資産の取得価額

譲渡資産の譲渡費用

課税される割合

円
一
円
一
知

』
今
ｒ
５
、

一

恥

％
”
０

毛
Ｐ
。
Ⅱ
４

－
岬
●

郡
竿
％

・
心
２

ｍ
函
０

円

円

20%･ 10%･ ( %)

引き継いだ取得

価額の計算根拠

（
護
渡
資
産
）

取
得
価
額
が
引
き
継
が
れ
た
資
産

所在地番

種 類

数 量 ㎡ nf

譲渡年月 日 年 月 日 年 月 日

｜
皿
■ 円

譲渡価額

所

法 条
措

特例適用

条 文
個人課税部門へ写し

を回付した年月日

個人課税部門

受 領 印

事
後
処
理
一

申
告
審
理
‐
’

実 確編てつ

番号 作
成
者

局
申告等の
あった

税務署

基
た
名

整理票

作成
年月日

作
と
簿

”
，
》
書

●

地 認 （ ）

署 －－－－ﾉ

贋 調査書事績書

異動事績

整理欄

担当印年月日 理由 処理

理由 担当印年月日 処理

(資6－34－A4統-)
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第4章マスキング例

【6－6－1】間接諸税の調査決議書（第3章3－26ページ参照）

GLAPP57
！

崖 1
｜

｜

’

｜

｜

’

印紙税調査決議書（1表）

’ｒ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■

調
査
対
象
者

整理番号

住所又は

所在地
調査区分 （ ）

調査着手

年月 日氏名又は

名 称

年 月 日

1
調査日数 日

応援受入 日

自’ ｜菫’ 一事業年度

k
調査対象

課税期間
國■売上階級売上金額 百万円

資 本 金 万円

| 事前通知 ’事前通知部門番号

業 種 （ ）

調査選定理由 （ ）

印紙の購入額 一括納付税額

円

書式表示税額

円

（ ）非違区分叩

厘

納付計 器 税額
（ ）非違発見端緒

円

大口非違事績通報書作成’ ■’■ |■ 局（統括官等）への連絡U調査事鐵閨報書作成 税関への連絡

違非 税 額 等

分区 課税標準等 措置 （案）

課税標準

増 加 額 税 額
叩

皿

加算税 円

課税標準

減 少 額 税 額 円

加算税 円

還付劉馬目当税額 税 額 円

不正行為に

係る本税額

増 加 円

減 少 田

不納付等税額 円

過 怠 税 額 円

不納付通数 通
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第4章マスキング例

GLAPP53

部門'第部門 担
当
者 闇

決
裁
欄

署
長

副
署
長

特
官

統
括
官

1

1

調査決議書（ 1表）

住所又は

所在地

整理番号 1

製
造
者

調査区分

（ ）調
査
対
象
者

氏名又は

名 称

調査着手

年月 日 年 月 日

’

住所又は

所在地

調査日数 日

納
税
者

応援受入 日

催
氏名又は

名 称

調査対象

課税剣間

｜ ｜至’
百万円|売上“ロ■売上階級百万円

事前濯知’事前通知事業年度 自 部門番号

’売上金額 調査選定理由 （ ）

資本金 非違区分万円 （ ）

業 種 （ ） 非違発見端緒 （ ）

|■ 局（統括官等）への連絡U |■ |■調査事績通報書作成 大口非違事績通報書作成 税関への連絡

非 違 税 額 等

分 課税標準等 措置 （案）区

課税標準

増 加 額 税 額 円

加算税 出

課税標準

減 少額 税 額 、
■

加算税 円

還付金相当税額 税 額 円

不正行為に

係る本税額

増 加 円

減 少 円

備

考
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独
吟
冊
４
又
恭
で
、
童

可
ム
ー
巴
耕
Ⅱ
肖
證
誰
釧
耕
雌
万
代
Ｊ
八
ｓ
Ｈ
計
が
雲
誰
燃
耕
坤
Ｓ
「
蜥
詰
設
咄
」

（
弧
の
冊
の
１
９
入
ｌ
嘘
嚇
涌
）

’ I

世噌堂舞毒迩
”遼奉徳 ”錘及…ぬ有戴強力墨篁日時

整
理
欄

算皇■幕考量摸可講・捧顛X嘘

壁連埜⑭《 》
隼弗 昌

午鱗･倹 痔 分
交付送逮 有･舞

有吟無戴儀遥違 暮養頓髭遼鷹襖審《 》隼典 昼 時～痔

竿 月 日

差 押 ‐ 調 書

鈴務事務官

下記滞納国税が､督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないことから､当該滞納国税及び滞納処分費を徴収するため､国税徴収法第47条第1項第1号の規定によ
りあなた(貴社)の下記財産を差し押さえましたので､同法第54条の規定によりこの調書を作ります｡なお､この差押え後は下記財産の取立てその他の処分をすることができません。
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